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＜＜論文＞＞ 

 

確率の傾向性解釈における条件付確率の身分について 

 

高村 友也 

 

 

１．はじめに 

 

確率の傾向性解釈は、ポパー(K. Popper)[12]

によって提唱されて以来、数々の変容と洗練を

重ねてきたが、その一方で未だに多くの問題点

を抱えている。本稿では、その中でも特に物議

を醸してきた「ハンフリーズのパラドクス」に

焦点を当てる。なお、傾向性解釈の問題点につ

いてはイーグル(A. Eagle)[2]のレビューに詳し

く、ハンフリーズのパラドクスは、番号を付し

て列挙された問題点のうち 15 番目に挙げられ

ている。 

ハンフリーズのパラドクスに関しては、これ

まで多くの論者が言及してきたが、2004 年にハ

ンフリーズ(P. Humphreys)自身が以下のように

総括している。 

 

現存する応答はどれも、「条件付きの単発

の傾向性は標準的な確率論にはなりえな

い」というハンフリーズのパラドクスの主

要な結論を揺るがすものではない。 [7, 

p.668] 

 

また、最近の研究成果もふまえ、2011 年には

ドゥルエ(I. Drouet)が以下のように評価してい

る。 

 

（本稿では）現存する解決策の更新を与

えるが、それらはみな、2004 年のハンフリ

ーズの答弁から見て、完全に満足のゆくも

のではないと結論される。[1, p.153] 

 

パラドクスに対して数多く提案された解決策

のうち、本稿では、ミラー(D. Miller)やマッカ

ーディ(C. McCurdy)らに代表される「共生成解

釈」(co-production interpretation)を再検討し、

その欠点が傾向性の確率解釈としての根本的な

問題に根ざしていることを見ていきたい。 

 

２．ハンフリーズのパラドクス 

 

「ハンフリーズのパラドクス」は、ハンフリ

ーズによって示唆され、サモン(W. Salmon)[14, 

p.213]によって公にされ、フェッツァー (J. 

Fetzer)[3, p.283]によって命名されたところの

ものである。 

パラドクスの大枠を整理すると、以下のよう

になる。 

 

A) 傾向性とは因果関係の一般化

である。 

B) 因果関係には時間的な方向性

がある。 

C) 一方で、確率論には時間的な

方向性は無い。 

D) 従って、傾向性は確率論の解

釈として相応しくない。 

 

順に詳しく見ていきたい。 

 

A）.傾向性とは因果関係の一般化である。 

傾向性の概念について、決定論的因果関係を

確率論的に一般化したものであるとして捉えた
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論者は、誰よりポパー[13]がその筆頭である。

すなわち、ある確定状態を原因としたとき、唯

一の結果ではなく、複数の可能的な状態を結果

として生み出すのが傾向性である。見方を変え

れば、決定論的な因果関係とは、確率論的因果

関係において可能的な結果が一つしかない特殊

な場合である。 

 

B）因果関係には時間的な方向性がある。 

通常、原因と結果の間には、時間的な先後関

係があるとされている。つまり、原因が時間的

に先にあり、結果が時間的に後にくる。もちろ

ん、哲学においては、こうした考え方に疑問を

呈する立場は多くあり、「因果」が論争の火薬庫

であることは疑いえない。しかしながら、日常

的な経験や、物理学における成果、特に相対性

理論などを考慮すれば、一般的には、因果には

時間的な方向性があると考えられている。した

がって、その一般化であるところの傾向性にも、

同種の時間的方向性があると考えられる。たと

えば、サイコロを振るという原因が、1 の目や 2

の目が出るという結果を（確率的に）もたらす

のであって、決してその逆ではない。 

 

C）確率論には、時間的な方向性は無い。 

時間的に前の事象に条件付けられた、時間的

に後の事象に関する条件付確率が与えられれば、

逆確率に関する定理（たとえばベイズの定理）

よって、その逆、すなわち、時間的に後の事象

に条件付けられた、時間的に前の事象に関する

条件付確率（以後、簡単のために、これを「逆

条件付確率」と呼ぶ）を計算することができる。

つまり、数学における確率論は、完全に時間対

称的な理論である。この対称性は、確率過程論

においてはさらに明らかであるが、本稿では省

略する。 

 

D）傾向性は確率論の解釈として相応しくな

い。 

ある概念が、確率解釈として機能するために

は、少なくとも、確率論という数学的装置と整

合的でなければならない。なぜなら、その意味

するところが何であれ、私たちは確率論（コル

モゴロフの公理系）を受け入れ、使用している

からである。しかるに、確率論は時間対称的で

あるのに対して、傾向性は時間対称的ではない。

したがって、傾向性は確率論の解釈として相応

しくない。 

 

わかりやすい例を挙げておきたい。この例は、

サモン[15, p.205]による。缶切りを作る二種類

の機械 A、B があって、それぞれ異なる確率で

不良品を生産するとする。この確率を傾向性と

呼ぶことは問題ないであろう。しかし、生産さ

れた缶切りのうちのある不良品が機械 A（もし

くは B）で生産された確率（逆条件付確率）を

計算することもできる。この確率を、その不良

品が機械 A（もしくは B）で生産された傾向性

であると表現することはできない。なぜなら、

不良品をひとつ取り出すことが原因となって、

機械 A（もしくは B）で生産されたことを結果

するわけではないからである。 

 

３．解決の方向性 

 

前節のようにパラドクスを分解してみると、

その解決策として様々な可能性があることが分

かる。 

まず、「A）傾向性とは因果関係の一般化であ

る」にメスを入れる立場がある。時間的に前向

きの条件付確率における、条件付ける事象と条

件付けられる事象を、そのまま（確率論的な）

原因と結果とみなすような、ポパー流の傾向性

でない限り、「因果概念の一般化」が具体的に何

を意味しているのかは定かでない。ポパー流の

傾向性においてすら、原因はある定まった事象
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であるのに対し、一方、結果は未来に向かって

開かれた様々な可能性があるという非対称性が

存するのであり、これが果たして決定論的な因

果関係の正しい
、、、

一般化であるかどうか、予断を

許さない。さらには、「傾向性とは、繰り返され

る試行において、ある一定の相対頻度を生み出

すような傾向のことである」といった、長期の

傾向性と呼ばれる考え方も、決定論的な因果関

係の一般化とは言い難い。実際、長期の傾向性

に関しては、ハンフリーズのパラドクスは生じ

ないことが指摘されている[6]。 

次に、「B）因果関係には時間的な方向性があ

る」を疑う立場がありうる。この立場は、さら

に２つの立場に分解できる。ひとつは、未来が

過去に影響を与えることができるといったよう

な、本格的な「逆向き因果」を認めるような立

場である。これは、（主として物理学における）

時間の向きに関する相応の議論が必要となる、

最もラディカルな立場である。いまひとつは、

ヒュームの「恒常的連接」といったような、時

間的方向性を持たない因果概念を採用する立場

である。ここで言う「時間的方向性」とは、原

因となる事象と因果的効力から結果が生じる
、、、

と

いうことである。従って、これを否定する「恒

常的連接」のような概念、さらにはそれを確率

論的に一般化した概念も、「原因が結果を生成す

る」とか「引き起こす」といった内容は含みえ

ない。「傾向性」という概念の本質がその性向的

(dispositional)な性質であることからして、恒常

的連接の一般化のような確率概念は、傾向性と

は別種のものとなってしまうであろう。 

 

続いて、「C」確率論には、時間的な方向性は

無い」を否定する立場がありうる。一般的な確

率論（コルモゴロフの公理系）は、過去と未来

を区別しない時間対称的な数学的装置である。

したがって、この立場では、一般的な確率論に

代わる、傾向性に相応しい新しいフォーマリズ

ムを模索することになる。フェッツァー[3,4,5]

の確率論的因果計算の理論はその代表例である。 

最後に、A）から C）までを全て認めてもなお、

「D）傾向性は確率論の解釈として相応しくな

い」を認めない立場が考えられうる。現行の一

般的な確率論（コルモゴロフの公理系）を、傾

向性の数学的装置と認めたうえで、なお、その

定理や性質の全てを傾向性によって解釈する必

要は無いとする立場である。確かに、時間的に

前向きの条件付確率が与えられれば、逆条件付

確率を計算することはできる。しかし、前者は

条件付ける事象と条件付けられる事象の間の紛

れもない傾向性を表現しているのに対して、後

者は、それを未来から振り返っている（遡及予

測）だけの認識論的確率である、と考えれば、

何の齟齬も生じないであろう。筆者の考えでは、

ハンフリーズのパラドクスに言及する論者たち

がこうした立場を表明することが少ないのは、

逆説的だが、こうした立場を取る人があまりに

多く、至極まっとうな解釈だからではないかと

思う。それは、一言で言えば、「なぜ逆条件付確

率まで傾向性によって解釈する必要があるの

か？」という疑問を呈している人たちであり、

彼らはこのパラドクスの意義そのものを疑って

いる。 

 

４．共生成解釈 

 

ハンフリーズのパラドクスに対する有力な応

答の一つに、「共生成解釈」 (co-production 

interpretation)と名付けられているものがある。

共生成解釈は、前節で分類した解決策のいずれ

にも属さず、A）から C）を認めたうえで、なお、

逆条件付確率も傾向性によって解釈できると主

張している。 

共生成解釈の特徴は、原因となる事象が、数

学的に扱う確率空間の中に現れないところにあ

る。原因事象は、確率空間内で扱われる事象よ
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りも時間的に前の状態とされる。確率空間は、

結果の事象を表現する集合と、それらに付与さ

れる確率測度で構成される。従って、確率空間

内の事象の間には、因果関係は想定されていな

い。では、条件付確率はどのように解釈される

のだろうか。 

共生成解釈において条件付確率とは、条件付

ける事象と条件付けられる事象との時間的先後

関係に関わらず
、、、、

、必ず、確率空間外にある原因

事象が確率空間内の条件付けられる事象を生成

する傾向性を意味している。ただし、条件付け

る事象を全体と考えて、その中でさらに条件付

けられる事象が共に
、、

起こる傾向性である。した

がって、事象 B より事象 A が先に起こるとする

と、逆条件付確率 P(A|B)の共生成解釈は以下の

ようになる。すなわち、P(A|B)とは、（確率空

間内に現れない）原因事象が、未来において事

象 B を結果することになるケースの中で、それ

以前に事象 A を結果する傾向性である。このよ

うに、共生成解釈においては、条件付ける事象

と条件付けられる事象との間に因果関係を認め

ないので、ハンフリーズのパラドクスは生じな

い。 

共生成解釈の代表例はミラー[9,10,11]の説で

あり（他にマッカーディ[8]など）、ミラーの場合

は、彼の提唱する傾向性解釈に則って、確率空

間外にある原因事象とは、ある時刻の世界の普

遍状態ということになる。ミラーがハンフリー

ズのパラドクスに対して直接的に言及している

箇所がある。 

 

私が今日から一年生き延びることを a で

示すとし、私が明日パラシュートで飛ぶこ

とが c であるとしたら、p(a|c)で計算され

る因果的影響関係は、今日から一年後の今

日までのそれである。・・・それは c の時刻

から a の時刻への影響ではない。・・・では

確率 p(c|a)はどうだろうか。これは、今日

の世界が、明日私がパラシュートで飛ぶ世

界へと展開する傾向としてあらわれる。た

だし、今日の世界は、一年後に私がまだ生

きている世界の一つへと展開するとし

て。・・・因果的効力は今日から明日へのも

のであり、はるか遠くの未来から明日への

それではない。[10, p.189] 

 

５．共生成解釈の欠点 

 

共生成解釈は、一見、ハンフリーズのパラド

クスにうまく答えているように見える。にもか

かわらず、未だに完全な回答として受け入れら

れていないのは、以下のような理由からである。 

共生成解釈において「条件付ける事象を全体

と考える」方法は、次のような公式を用いて定

義するしかない。 

 

P(A|B)=P(A∩B)/P(B) 

 

この公式から、共生成解釈における条件付確

率が何を意味しているか
、、、、、、、、、

わかるだろうか？否で

ある。右辺で与えられているのは、事象 B と事

象 A∩B の確率測度の比
、、、、、、

である。B や A∩B の

それぞれは、世界の普遍状態と因果関係にある

が、ではそれらの確率測度の比である条件付確

率が、傾向性解釈においてどのような概念的身

分を持つのか、上の公式は全く教えてくれない。 

この問題は、多くの文献で指摘されている。 

たとえば、イーグル[2, p.403]は、「この解釈

は、確率計算の述べ直し以上のものは提供せず、

解釈の物理的意味を欠いているという問題を蒙

ることになる」と言っている。また、ドゥルエ

[1, p.158]も、絶対確率の比に戻ろうとする提案

をまとめて「比率案」(Ratio proposals)と名付

けた上で、以下のように言っている。「条件付確

率を、絶対確率の比ないしは分数であるとみな

すという提案は、数値的な大きさとしての標準
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的な条件付確率が、いかにその他の数値的な大

きさと関係しているか、ということを思い出さ

せるに過ぎない。言い換えれば、標準的な条件

付確率がどのように絶対確率から計算されるの

かということを確認するに過ぎない。しかし、

それは、条件付の傾向性が何であるかを教えて

くれることもなければ、傾向性という枠組みに

おいて条件付確率が何を測っているのかを教え

てくれるわけでもない。」ハンフリーズ自身もこ

の点に言及していて、いわく、 

 

共生成解釈は、確かに事象空間上の確率

構造の形式を保存するが、代償がある。そ

の代償とは、この解釈のもとでは、傾向性

の構造的な基礎が、条件付ける事象と条件

付けられる事象との間の関係を、具体的な

事象の間の物質的な関係というよりもむし

ろ、確率測度の間の関係として示すことに

なる、ということである。[7, p.675] 

 

６．初等的確率論と測度論的確率論 

 

条件付きの傾向性を、条件付きでない傾向性

の比として定義することの問題点をもう少し掘

り下げてみたい。 

初等的な確率論（高校レベルの数学で扱われ

ている確率論。歴史的に言えば、測度論以前の

古典的な確率論）では、まず最初に、「同様に確

からしい根元事象の集合」を考えることからス

タートする。事象とは、根元集合の部分集合で

あり、その部分集合の個数と根元集合の個数の

比が、そのまま確率値として扱われる。たとえ

ば、サイコロを振って 1 の目が出る確率は、1

の目が出る場合の数、すなわち 1 を、１，２，

…，６の目が出る場合の数、すなわち 6 で割っ

た値、すなわち 1/6 である。 

このような初等的確率論では、条件付確率の

意味は明確である。たとえば、サイコロを振っ

て、奇数の目が出るという条件付きでの 1 の目

が出る確率は、根元事象を１，３，５の目が出

る場合のみに限ってやれば、上と全く同様の手

続きによって、1/3 と計算される。すなわち、条

件付確率においても、最初に「集合の数」とい

う確率ならざる数値があって、それから確率が

定義されるのである。集合の個数を数える関数

を m とすれば、P(A|B)=m(A∩B)/m(B)=P(A∩

B)/P(B)として、確率値の比をとることは正当化

される。 

一方、測度論的確率論においては、根元事象

の集合をΩとすれば、事象とはその部分集合 F

であり（ここまでは古典的確率論と同じである）、

集合 F 自体は全く抽象的な存在である。もちろ

ん、根元事象には「同様に確からしい」といっ

た制限は無いわけで、集合 F の要素の個数を数

えることも意味を為さない。その代わりに、F

に対して、新たに用意された確率測度によって、

確率値 P(F)を与える。その確率値 P は、要素の

個数を数えるなどといった手続きとは無関係に

用意される関数である。 

したがって、条件付確率 P(A|B)を考えるにあ

たっても、全体の集合を条件付ける事象の集合

に制限して考えるという事象レベルの話から、

その値は P(A∩B)/P(B)でよいのだという考え

は、明確な手続きによっては出てこない。その

ようにして確率値の比を取ることの正当化は、

ひとえに傾向性という概念に委ねられているの

である。しかしながら、事象レベルの話でも、

確率値レベルの話でもない、それらを橋渡しす

べき機能を、傾向性という解釈は持っていない。

その他の確率解釈は、古典的解釈であれ（同様

に確からしい場合の数）、主観的解釈であれ（賭

けにのるか否か）、頻度解釈であれ（反復試行に

おける相対頻度）、事象を数値化する手続きを持

っているのである。このため、傾向性は、その

解釈を説明するにあたって、性向(disposition)

や傾向(tendency)といったほとんど同語反復の
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ような言葉を繰り返すことになる。 

この、傾向性という概念の、確率解釈におけ

る根本的な問題点が、本論文で扱ったような条

件付きの傾向性の身分を考える場面において再

び現れていると考えられる。傾向性においては、

P(A|B)=P(A∩B)/P(B)は導出されるのではなく、

頭ごなしに定義せざるを得ないのである。比を

取るからには、共通の単位のようなものが必要

であるはずだが、傾向性の場合はそれが何なの

かわからない。つまり、何の
、、

比を取っているの

か、比を取るという作業を成り立たせているも

のは何なのかという質問に、傾向性は答えてく

れないのである。 
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＜＜第 24回年次研究大会シンポジウム＞＞ 

発表要旨 

 

 
仮説の反証を利用して新知識を容易に

獲得することができるのはどのようなと

きか: C・S・パースの理論に着目して 

 

村中達矢 

 

科学的な探究は次の三つの段階を踏んで行

なわれる。第一段階は私たちの予想する習慣

に割って入った事実を観察して、その事実を

説明する仮説を形成する段階、第二段階はそ

の仮説を前提として、実験結果などの経験的

資料と照らし合わせることのできる内容の命

題を演繹する段階、そして第三段階はその命

題を経験的資料に照らし合わせて、その照合

の結果を踏まえてその仮説を評価する段階で

ある。第一段階と第三段階のどちらでも仮説

の評価が行なわれるが、これらの段階は明確

に区別される。第三段階ではどの程度の経験

的な裏づけがあるかという観点から仮説が評

価され、第一段階ではどの仮説から先に検証

にかけるべきかという観点から仮説が評価さ

れる。チャールズ・サンダーズ・パースは複

数の仮説の価値・規範を提示して、それらを

第一段階の中の自己制御可能な認識過程で比

較検討するべきだと主張した。なおここで仮

説の価値とは仮説が備えていれば賞賛される

性質のことであり、仮説の規範とは私たちが

仮説を選ぶときに従うべき基準のことである。

私たちが第一段階で仮説を評価するときには

次のようなときもある、とパースは述べてい

る。 

 

「ときおり、ある仮説が本当らしく

ないという事実、まさにそのこと自

体がその仮説を暫定的に試しに受け

入れることを勧める。」(CP 6. 533) 

 

私たちは正しいことが知りたいので、第一

段階でも正しそうな仮説が評価され選ばれる

と思われがちであるが、場合によってはあえ

て間違っていそうな仮説が第一段階で選ばれ

るべきだというのである。 

私たちがトランプでババ抜きをして遊ぶと

き、誰が最後までババを手元に持つことにな

るかということはどのようにして判るかとい

うと、それは、誰がそうなら「ない」かが一

人ずつ明らかになることによってである。こ

のように、ある考えが誤りであることが明ら

かになることは新知識を獲得することに利用

できるということは、かねてからさまざまな

思考法などに観察されてきた。例えば背理法、

消去法、モードゥス・トレンスの形式（A な

らば B である／B ではない／したがって A で

はない）の論証、数学で使われる補助線、「反

面教師」という言葉、「人のふり見て我がふり

直せ」という諺などにそうしたことが観察さ

れる。しかし、どんな内容の仮説を反証する

ことによっても容易に新知識が得られるとい

うわけではない。例えば、ある研究者が実験

室で驚くべき現象を観察したときに、「この現

象は惑星間の角距離と関係がある」という的

外れな仮説を採用してその仮説の反証を試み

ても容易に新知識を得ることは期待できない。

では、私たちはどのような性質を備えた仮説

の反証に取り組めば新知識をより容易に得る

ことができるのであろうか。この点が押さえ
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られれば、私たちは新知識を意図的により早

く獲得することができるようになると期待さ

れる。本発表ではパースの仮説形成理論から

この点についてどのようなことが読み取れる

のかについて発表を行いたい。 

 

 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

 

歴史科学方法論という幻想 

 

篠崎研二 

 

マックス・ヴェーバーの科学方法論というの

は、リッケルトの文化科学論とフォン・クリー

スの因果関係論から大きな影響を受けている。

特に歴史科学（あるいは社会科学またはリッケ

ルトの言う文化科学）と自然科学との差異をめ

ぐる議論はもっぱらリッケルトに依拠している。

このリッケルトの『文化科学と自然科学』（岩波

書店、昭和一四年）に、実は私はほとんど説得

力を感じない。自然科学は一般化手続きによっ

て普遍概念を得ようとするのに対し、歴史科学

（あるいは一般に文化科学）は、特殊的個性的

なものについて個性化的概念を構成しようとす

る、というのだ。学問に大別してこうした二タ

イプがあるとの主張は理解できる。しかしそれ

は自然科学と歴史（または）社会科学の区別と

は全く関係がないと思う。学問には普遍概念を

探求し普遍法則を求めるものと、個別の事象に

ついてそれを「理解」したり「説明」したりす

ることを主たる課題とするものもあるというだ

けのことである。そして歴史学は疑いなく後者

に属するが、地球物理学や生物進化学だってど

ちらかと言えば後者の方だろう。さて、歴史学

は説明と理解を主たる任務とするということか

ら、ヴェーバーの希求した「歴史科学方法論」

が儚い夢であることが帰結する。何が「説明」

で何が「理解」なのか、我々にはそれが依然と

して謎だからである。 

 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

 

非正当化主義とウェーバー 

──事実と価値との批判的相互媒介につい

て── 

小河原 誠 

 

非正当化主義ということで、わたくしはポパ

ーに始まり、バートリーによって展開され、ミ

ラーによって洗練された立場を考えている。今

回の発表では、非正当化主義の思想展開につい

て語るのではなく、非正当化主義主義の中心思

想を「正当化は不可能だが、非正当化は可能で

ある」という考えとして捉え、この考えをウェ

ーバーの中心思想に適用してみたいと思う。 

わたくしがウェーバーの中心思想として取り

あげたいのは、ひとつには「神々の争い」論で

あり、他は価値自由のテーゼである。わたくし

は拙著『宗教知識教育の理念と方法』（キンドル

版）で上記二つの思想を分析したと考えている
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ので、発表はそれにもとづいておこないたい。 

非正当化主義の立場からすれば、「神々の争

い」論は正当化が失敗せざるをえないことの自

覚から生じてくる・正当化主義のいわば「居直

り」（バートリーのことばで言えば、コミットメ

ントへの退却）である。わたくしは、これがい

わゆる「宗教戦争」の思想的根源であると見な

しているが、この点については拙著で必要なこ

とは語ったと考えているので、以下では価値自

由のテーゼと非正当化主義のかかわりに焦点を

あてて、自分の考えの骨格を述べておきたい。 

わたくしは、ウェーバーの価値自由のテーゼ

を基本的に支持する。しかしながら、非正当化

主義の観点からすると修正されてしかるべき点

もあると考える。では、どのように修正される

べきなのか。しかしその前に、そもそものとこ

ろウェーバーの価値自由のテーゼとはいかなる

ものであったのかを確認しておかねばならない。

それはつぎのようなテーゼであった。 

 

「経験科学は、なんぴとにも、なにをなすべ
、

き
、
かを教えることはできず、ただ、かれがなに

をなしうる
、、

か、また──事情によっては──な

にを意欲している
、、、、、、

か、を教えられるにすぎな

い。」1 

 

わたくしは、このテーゼのうちの「なにをな

しうる
、、

か」という部分を「なにをなしえない
、、、

か」

と修正すべきであると考える。つまりわたくし

は、そのように修正することによって、結果と

して、「当為（Sollen, Should）は可能（Koennen, 

can）を含意する」という原則の対偶を利用する

ならば、なしえないことを要求する価値（規範、

                                                 

1  M. Weber, “Die >>Objektivitaet<< 

sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer 

Erkenntnis,” Gesammelte Aufsaetze zur 

Wissenschaftslehre, J.C.B . Mohr, 1973, S. 

151. 折原浩訳『社会科学と社会政策にかかわる

認識の「客観性」』、岩波文庫、一九九八年、35

ページ。 

当為、命令、指示など）は棄却（非正当化）さ

れてしかるべき
、、

であると経験科学は教えること

ができると主張したいと思う。換言すれば、わ

たくしはウェーバーのテーゼに対して、経験科

学は「なにをなすべきでないかを教えることは

できる」というテーゼを対置したいのである。

そのときわたくしは、経験科学は事実に関する

研究をおこなう学問であるというウェーバーの

立場を受け容れるし、よりシャープにこの立場

を守りつつ、自分のテーゼを対置したいと思っ

ている。そしてそれによって最終的には、事実

と価値とのあいだには批判的媒介があることを

明らかにしたい。 

この議論をおこなうためには、そもそも経験

科学は事実の領域でなにができるのか、という

点を根本的に考え直してみる必要があるだろう。

しかし、幸いなことにウェーバー自身が学問に

できること──ウェーバーはこれを「学問の権

能」と呼んだ──を次の 4 つに整理している。 

 

（1）手段の適合度の検証 

（2）随伴結果の予測 

（3）目的の根底にある理念の解明 

（4）首尾一貫性を規準とする理念‐目的連関

の形式論理的批判 

 

わたくしは、これら四つの権能について、非

正当化主義の観点から、詳しく検討する必要が

あると考えるが、今回の発表でとくに取り上げ

たいのは（１）である。（上掲の拙著では、これ

らすべての権能を分析しているので、ご参照願

えたらありがたい）。この手段の適合度の検証と

いう権能について、ウェーバーはつぎのように

語っている。 

 

「採用可能な特定の手段で、ある特定の目的

をおよそ達成できるかどうか、その客観的可能

性〔シャンス〕がどの程度か、見積もることが
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できる。ということはつまり、間接的には、当

の目的を立てること自体をも、そのときどきの

歴史的状況〔の知識〕に照らして〔採用可能な

適合的手段が見いだせるから〕実践上意味があ

るとか、あるいは、与えられた事情に照らして

〔採用可能な適合的手段が見当たらないから〕

無意味である、というふうに批判できる、とい

うことである。」2 

 

要するに、かれの言う適合度の検証とは、あ

る特定の手段には目的を実現する客観的可能性

がどのくらいあるかを見積もることである。 

しかし、問題は「見積もる」ということばの

なかにある。もしこのことばの中に、価値的評

価が紛れ込んでいるのであれば、「なにをなすべ
、

き
、
かを教えることはできず」というウェーバー

流の経験科学観はその整合性を問われることに

なるだろう。というのも、価値評価を可能にす

るものが内在しているのであれば、そこから価

値（規範、当為、命令、指示など）を引き出す

ことも可能ではないかと疑われるからである。 

こうした疑問にたちいる前に、わたくしは客

観的可能性にかんするウェーバーの言明を現代

科学哲学の基本的了解事項にそくして理解して

おく必要があると思う。 

ポパーは、科学の営みをいわゆるポパー・ヘ

ンペル・モデルにもとづいて、理論科学（一般

化科学）、応用化学、歴史科学に分類したが、以

下ではポパーの弟子のアンダーソンが与えたこ

のモデルの改良版（図１）にもとづいて議論を

進めたい。 

この図（図１）では、被説明項の位置を占め

るのは、条件付き予測である。条件付き予測は、

その前件が成立するならば後件が成立すると語

                                                 

2 M. Weber, ibid., S. 149. 上掲邦訳、31 ペ

ージ。〔〕内は訳者の補足である。わたくしはこ

の補足を適切なものとして採用する。 

っている。たとえば、一定の電磁気的理論など

と環境条件のもとで導出される「スィッチを押

せば部屋のランプがつく」という条件付き予測

では、前件が人間の手によって実現されうる
、、

な

らば、後件が成立すると語っている。つまり、

後件の成立が人間の意欲の対象となっており、

かつ、前件が人間の手によって実現可能である

ばあい、前者は目的と、そして後者は手段と解

釈できるということである。この場合の条件付

き予測を簡略化して、M→P と表現しておきた

い。 

ところで図 1 が示しているのはひとつの論証

にすぎないから、当然、その健全性が問題にな

る。論証が健全であるとは、前提が十分に真と

見なせ、しかも論理的導出が妥当であるという

ことである。たとえば、前提のなかに怪しげな

法則が含まれていたり、空想的なことがら（た

とえば、魔法使いが作った虹の橋が存在すると

いったことがら）が含まれているのであれば、

あるいは、論理的導出に誤りがあるのであれば、

それは健全な論証とは言えない。 

さて、経験科学のなかに価値評価が紛れ込ん

ではいないかという疑問にたちかえってみよう。

健全性のチェックにおいて、わたくしは価値評

価が入り込んでくるとは考えないし、一般にも

そう認められていると考える。たとえば、法則

が十分に験証されたものであるかどうかは事実

認定の問題であろうし、個々の環境条件が成立

しているかどうかの判定も、導出が妥当である

かどうかの判定も事実認定の問題であると考え

る。多くのばあい、事実認定は可謬的でありい
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つでも異論にさらされているが、それは、いつ

でもそこに価値評価がかかわっているからだと

いうことにはならない。事実認定とは、当該の

対象があるものに同定されるための徴表（特徴）

をもっているかどうかの判定にすぎないと考え

られるからである。 

さて客観的可能性の概念について議論するに

は少なくとも二つの概念を区別しておく必要が

あると思われる。ひとつは図１における結論、

すなわち条件付き予測としての被説明項自体が

確率値をもつものなのか否かということであろ

う。もちろん、確率値がゼロであるならば、そ

れは導出されないということであり、結論は偽

ということになろうし、P もまた当該の前件に

よって実現されることはないということになろ

う。たほう、確率値がプラスであるならば、P

は実現するなにがしかの客観的可能性があると

いうことになろう。これが客観的可能性の第一

の概念である。また、P 実現の客観的可能性が

あるときでさえ、前件、つまり、先ほどの表現

ではMが実現するのかどうか（可能なのか否か）

は依然として問われるであろう。というのも、

条件言明は、論理的には前件が偽であるとき、

あるいは後件が真であるときには全体としては

いつでも真として成立するからである。前件、

つまりわれわれの文脈ではMが可能なのかどう

かも客観的可能性の概念に含まれるであろう。

わたくしは、これをとりあえず客観的可能性の

第二の概念（手段の可能性）と呼んでおきたい。 

ウェーバーを読むと、第二の概念については

議論されていると思われるが、第一の概念につ

いてはほとんど論究されていないように思われ

る。これは、かれが図１のようなシェーマを自

覚的に適用して考察を進めていなかったからで

はないかと思う。 

ところで、第二の概念よりも第一の概念の方

がより根本的であることは明白である。という

のも、M が可能かどうかを考えることは、M を

後件の位置におくあらたな条件付き予測を健全

な論証のもとで導出できるかという問題になる

のであり、そしてこれは第一の概念にたちかえ

ることにほかならないからである。 

ただし、M の実現可能性を考えるとき、M が

われわれの行為（技術を用いた行為）の中にあ

ることを忘れてはならないだろう。行為の領域

において客観的可能性の概念を分析するには、

前件が人間の力──これは、歴史的、社会的、

技術的条件によって規定されている──によっ

て実現させることができるのかどうかの判定が

必要になってくるわけだ。このとき経験科学が

使用されるのだとすれば、そこにはやはり価値

評価が必然的に入り込んでくることはないので

はないかと思われる。つまり、M を人間の力に

よって実現させる客観的可能性があるかどうか

についての「見積もり」には、経験科学の立場

をとことん貫くならば、主観的な願望とか期待

値といった主観的な、あるいは私的願望の投影

であるような評価的な要素は原理的に排除され

るだろうと思う。もちろん一般的に言って、M

の客観的可能性について、客観的確率値のよう

なものが具体的に提示されるかどうかは別問題

だが。 

科学においては、以上に述べたような事実の

認定、あるいは可能性の認定が生じるわけだが、

わたくしはこのような認定作業を科学の第一次

的作業と呼んでおきたい。この作業において科

学は、ある目的に対するある手段がほんとうに

その目的を実現することができるのかどうか、

を判定していると言える。しかしながら、科学

はそれ以上のことをしていると考えるひともい

るだろう。そして、そこから価値評価をおこな

わない経験科学というウェーバー的学問観に対

するより強い疑念が表明されてくることもある。 

この点について議論を進めるにはただひとつ

の目的に対してその実現手段は多様であること

を思い出すだけでよい。たとえば、部屋が温ま
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っている状態──図１における P──を実現す

るという目的にとっては、石油ストーブの使用、

電気ストーブの使用、エアコンの使用、薪スト

ーブの使用、などなどといったことが当該の環

境条件のもとで可能
、、

な手段
、、、

であると科学は教え

てくれるであろう。そしてじっさい、科学の第

一次的作業においてはこれ以上のことはできな

いように思われる。 

しかし、わたくしはこうした可能性にのみか

かわる情報はわれわれの実践にとっては、無意

義とは言わないまでも、ピンボケした情報では

ないかと考える。というのも、われわれは、な

にが「最良の」手段であるかをたえず問うてい

るからである。そして科学がこれに対してある

意味では答えを与えるということから、科学自

体のなかに価値評価が紛れ込んでいるのではな

いかという嫌疑──ウェーバーへの反論──が

生じてくる。われわれは、科学によって「最良

の」手段を教えてもらえるとか、「科学的」アセ

スメントによればかくかくの手段を講じること

が最良であることを教えてもらえるといった考

えを多少なりとももっているように思われる。 

わたくしは、こうした最良性の判断は、まえ

もって価値評価のための特定の規準が、意識的

にではあれ無意識的にではあれ、導入されてい

るときにのみ可能であると考える。たとえば、

そうした評価規準としては倫理的適切性、エネ

ルギー消費の効率性、時間的効率性、目的と手

段間の経済的効率性、等々があるだろう。最良

性の判断──一般的に言って価値評価──がな

されているときには、こうした評価規準が前提

されていると言わなければならない。わたくし

は、科学におけるこのような作業を科学の第二

次的作業と呼んでおきたい。この作業において

は、科学はそのような評価規準を外部から──

より詳しく言えば、意欲する人間から──導入

したうえで第二次的作業をおこなっているにす

ぎないのであって、当該の評価規準が経験科学

に固有のかたちで内在するとは言えないであろ

う。 

ところで、ウェーバー自身が第二次的作業を

経験科学の権能のうちに数えいれていたかとい

えば、そうではないように思える。しかし、か

れはこの作業を禁止していたわけではない。か

れは、事実と価値の二元論のもとで評価規準を

明確化したうえで価値評価をおこなうことを禁

止してはいなかった。かれは、ある目的にとっ

てある手段が「最良の」手段であると評価され

たところで、それは事実認定にすぎず、その「最

良の」手段なるものを採用すべきであるという

命令は出てこないと考えていたと思われる。さ

て、いままでの議論はつぎの図によって示すこ

とができるだろう。 

図２ 

もう少し議論を進めておきたい。それは、第

一次的作業が人為的手段による目的実現の可能

性について、可能と不可能の判定をするという

ことにかかわる。（もちろん、ここで言う「可能」

には程度の差があってかまわない）。従来の科学

観のもとでは、科学が「可能」という判断をす

ることにのみ関心を寄せていて、「不可能」と判

定することの重大な意味に気づいていなかった

のではないだろうか。 

この点について議論する前に、わたくしは「不

可能性」についてふたつの概念を区別しておく

必要があると考える。理論的不可能性と技術的

不可能性である。 

理論的不可能性とは、全称言明（たとえば、

∀x(Hx→Bx）)のようなかたちをとる自然法則
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を純粋非存在言明（￢∃x(Hx∧￢Bx)）──ポ

パーは、これを自然法則の工学的形態と呼んだ3

──として書き直してみるとただちに理解でき

るであろう。かりに「すべての金属は熱膨張す

る」という法則があったとしたら、その工学的

形態は「熱膨張しない金属は存在しない」とな

ろう。そして、ここから、話がちょっと飛ぶが、

熱膨張しない曲尺は存在しないことが容易に導

かれるだろう。そして、これは絶対に熱膨張し

ない曲尺をつくれという要請（指示）がかりに

あったとしたら、この価値的要請は不可能なこ

とを要求しているがゆえに却下されるべきであ

ると科学の立場から主張されることになろう。

要するに、科学はここでも規範を非正当化する

権能をもつのである。 

技術的不可能性とは、理論的可能性があるに

もかかわらず、その時代の技術では可能とされ

ているものを実現できないことを指摘する概念

である。例としては、ニュートンの力学理論は

人工衛星が可能であることを語っていたが、そ

の当時の技術水準では物体（投射体）をかなり

の高度からかなりのスピードで打ち出す手段が

事実問題としてなかったために、人工衛星を作

れなかったという例を挙げることができよう。

理論的に可能であるならば、そのことを実現さ

せるべし（たとえば、人工衛星を作るべし）と

いう価値をたてることはできる。しかし、技術

的不可能性は、まさにある不可欠の技術的要素

が事実問題として存在しないことを指摘するこ

とによって、理論的に可能であるがゆえに「…

…すべし」（たとえば、人工衛星を作るべし）と

いう規範を非
、
正当化するのである。要するに事

実的なものが価値を批判できるのである。 

技術水準は歴史的に変化する。また理論も変

                                                 
3 The Poverty of Historicism, Routledge, 1957, sec. 

20, p. 61. 「どんな工学にせよ、そのもっとも特徴的な

課題の一つは、達成できないものがなんであるかを指摘
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

すること
、、、、

である。」 

化する（たとえば、ガリレイからニュートンへ）。

したがって、理論的不可能性も技術的不可能性

も歴史の中で変化していく。決して一義的に固

定されていることはない。さらに理論的可能性

のあるところでは、なんらかの規範的要請をた

てることが可能である。そして現実の側が技術

的不可能性などのゆえにその要請にこたえるこ

とができないとしたら、その現実が非正当化さ

れる（批判される）ことになるだろう。このと

き、現実とは事実の世界にほかならないから、

規範は理論を媒介にして事実を批判しうるので

ある。 

このことと、事実（理論的不可能性と技術的

不可能性）が規範を非正当化しうる（批判しう

る）という事態とを組み合わせるならば、つぎ

のような図を描くことができるだろう。 

 

要するに、価値の領域と事実の領域とのあい

だには非正当化という関係による批判的相互媒

介の関係が成立する。わたくしの見るところで

は、ウェーバーはこの批判的相互媒介の関係を

十分に見抜いてい

なかったと思われ

るのである。 

付記的に述べて

おくが、最近におい

てスティーブン・

J・グールド（S.J.

グールド『神と科学

は共存できるか』）

が科学（事実にかん

する学問）と宗教

（価値の分野）は、相互に非干渉であるべしと

いう原則を NOMA 原理として語っている。 

 

「敬意をもった非干渉──ふたつの、それぞ

れ人間の存在の中心的な側面を担う別個の主

体のあいだの、密度の濃い対話を伴う非干渉
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──という中心原理を、『  NOMA 原理

（Non-Overlapping Magisteria）』すなわち

『非重複教導権の原理』という言葉で要約で

きるはずである。」（同上 p.12） 

 

しかしながら、すでに述べたように「非干渉」

ということはありえないのであって、事実と価

値は相互に干渉（批判）しあわざるをえないの

である。 

 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

対話によるポパー入門 
 

蔭山泰之 

 

 

登場人物 

雄太：大学を卒業して某電機メーカーに勤務す

る会社員。慶介の大学時代からの親友。 

慶介：某大学大学院生。カール･ポパーを中心に

科学哲学を研究している。雄太の大学時

代からの相談相手。 

 

第５回 反証主義の試練（下） 

 

反証は反証か 

慶介「以上が、だいたいクーンが考えたこと

なんだ」 

雄太「それで、ポパーはこういうクーンと対

決したってわけだな」 

慶介「うん。もっとも科学は事実を帰納的に

積み重ねることで進歩するっていう科学観を否

定したっていう点では、クーンとポパーは一致

しているんだ」 

雄太「ってことは、クーンも実証主義を批判

してるんだな」 

慶介「そうなんだ。でもクーンは返す刀でポ

パーも批判した。さっき反証逃れの批判の話を

したけど、クーンも反証の確実性を疑問視した。

でも、クーンの場合、反証を突きつけられた人

がいい逃れをするってことじゃなくて、そもそ

も反証ってことがそれだけで成り立つもんなん

だろうかって疑問に思ったんだよ」 

雄太「それってどういうこと？」 

慶介「うん、さっき名前を出したファイヤア

ーベントが論じている例を使って説明しよう。

コペルニクスやガリレオの時代には、ほとんど

の人が動いてるのは太陽の方で、地球は止まっ

ているって考えてたんだ」 

雄太「それって、天動説ってやつだろ」 

慶介「そうそれ……。いまでは過去の遺物み

たいに考えられてるけど、でも当時の人たちに

とっては、天動説を信じる十分な理由があった

んだ。っていうよりも、逆に地動説を信じる理

由がなかったんだよ。現にいまでも太陽が動い

ているように見えるわけだから、学校で習わな

きゃ地動説なんか信じられないだろう」 

雄太「そりゃそうだけど、でもちゃんとした

根拠があるから地球は動いてるっていえるんだ

ろう？ そういう根拠があったからガリレオと

かは地動説を唱えたんじゃないの？」 

慶介「でもね、地球は動いているっていう説を聞いて、

天動説の人たちはこう反論したんだ。もしほんとうに地
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球が動いてるんなら、地上に固定されてないものはみん

な地球の動きから取り残されて、地球が動く方向と反対

の方向に飛んでいってしまうはずだ。それに、塔の上か

らものを落としたら、それが落ちているあいだにも地球

が動いてるんだから、落としたものは塔から離れたとこ

ろに落ちるはずだ。でも、どっちもそんなことはない。

だから地球が動いているはずはないってね」 

 

 

雄太「なるほど……。でも慣性の法則ってのがあるだ

ろ。動いてるものに乗っかってるものは、それといっし

ょに動いてるんだから、地上のものはみんな地球といっ

しょに動いてる。だから、固定されてないものが吹っ飛

ばなくても、塔から落としたものが真下に落ちても、べ

つに不思議じゃないよ」 

慶介「そう、いまだったらそうやって説明で

きるよね。実際、ガリレオは慣性の法則に近い

ことを思いついてたんだけど、でもそれはまだ

一般に認められてなかった。当時の人たちは、

古代ギリシャのアリストテレスの教えにしたが

って、ものは押しつづけなければやがて止まっ

てしまうって考えてたんだ」 

雄太「ふーん、それじゃあ地動説の人たちは

困っただろうね」 

慶介「そうなんだ、いま話したような天動説

からの反論で指摘された事実は、地動説にとっ

ては、はっきりいって反証だった。でも雄太が

いったように、これはいまから見れば反証じゃ

なくって、むしろ慣性の法則の証拠になってる

ともいえる。っていうことは、ものが吹っ飛ば

ないとか、ものが真下に落ちるっていう事実は、

それだけでは反証でも証拠でもない。なんらか

の理論のうしろ楯があってはじめて反証になっ

たり、証拠になったりするってわけだよ。だか

らクーンは、変則事例だけじゃパラダイムは倒

れなくって、ほかのライバルのパラダイムが出

てきてはじめて倒されるっていわけだ」 

雄太「なるほど……、目から鱗が落ちたって

いうか、それってよくわかるよ」 

慶介「それにね、こういうわけだからパラダ

イムの優劣を決める共通の尺度なんかはないっ

てことにもなるんだよ。こうしたクーンの科学

観は、実証主義とか反証主義も含めた当時の科

学論にずいぶんと衝撃を与えたんだ」 

雄太「へえー、なんだかすげーな、クーンっ

て」 

 

反証で理論を捨てていいのか 

慶介「でも、クーンのポパーに対する批判は

これだけじゃなかった。もしコペルニクスとか

ガリレオとかが、いま話したような天動説から

の反論をまに受けて、はいそうですかって地動

説をあっさり捨ててたらどうなる？」 

雄太「うーん、科学の発達はずいぶん遅れて

たかもね。そもそも、いまの科学みたいなもの

はできてなかったかもしれないし……」 

慶介「クーンとか、クーンの影響を受けた人

たちはそういってポパーを批判するんだよ。つ

まり、反証があがったからっていってそのつど

理論を捨てちゃったら、理論はぜんぜん進歩も

発展もしなくなるぞっていってね」 

雄太「なるほど。たしかにいちいち捨ててた

らダメだよな」 

慶介「クーンたちがいうには、そもそも新し

い理論なんていうものは、生まれたときはとっ

てもひよわなもんで、その理論で説明できない

変則事例なんか山ほどある。だからひよわな理

論でもできるだけ殺さないように、大事に大事
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に育てていかなきゃならない。なのに、一個で

も反証があったら理論をさっさと死なせてしま

えなんていうポパーの考え方は、あんまりだっ

ていうわけだよ」 

雄太「要するに、ポパーは現実を無視して、

きびしすぎるってわけだな」 

慶介「だから、さっきポパーは反証逃れをす

るなっていう方法論的規則を立てたっていう話

をしたけど、クーンたちは、むしろ反証逃れを

すべきだっていうんだ」 

雄太「うわっ、まっこうから反対してくるね」 

慶介「それに、通常科学のなかでちょっとし

た変則事例をいちいち反証だ、反証だって騒ぎ

立てて、パラダイムを倒そうなんてしてたら、

通常の科学の営みは成り立たなくなっちゃうっ

ていうこともクーンはいっている」 

雄太「うーん、ポパーもだんだんヤバくなっ

てきたな……」 

 

ポパー対クーン、ラカトシュ 

慶介「いままで話してきたようなクーンの批

判を聞いて、ポパーはこれは聞き捨てならない

と思っただろうよ……。なにしろ、ポパーの反

証主義の中心的な考え方が全面的に否定されて

いるんだから」 

雄太「うん、このままだったらポパーはかな

りヤバイよね」 

慶介「それで、一九六五年にロンドンで科学

哲学の国際討論会が開催されて、そこでポパー

とクーンは全面的に対決することになった」 

雄太「うわー、なんだかすごいことになって

きたぞ！」 

慶介「そこで、ポパーはクーンの批判に答え

てこういったんだ。自分は、たしかにクーンが

指摘したような通常科学の存在をこれまで見落

としてきたってね」 

雄太「やけにあっさりと認めるな……」 

慶介「でもね、そういう通常科学のなかにい

る科学者っていうのは、パラダイムの権威に押

されて自由に批判をすることができなくなった

かわいそうな人たちだって、ポパーはやり返し

たんだよ」 

雄太「なるほど、ポパーならいいそうなこと

だよな……」 

慶介「それに、これはあとからいったことな

んだけど、共約不可能性にしてもポパーにいわ

せれば、たしかにパラダイム間のコミュニケー

ションは困難かもしれないけど、でも決して不

可能じゃないはずなのに、クーンは不当にも不

可能だっていって理解し合おうとする努力をさ

っさとやめてしまってる。むしろ、まったく違

った文化が衝突することでみのりある成果が得

られることだってあるんだっていう」 

雄太「うーん、こういう異文化との交流は、

現代日本にとっちゃ必要なことだろうな……」 

慶介「ところで、この国際討論会にはポパー

とクーンのほかになん人か参加してたんだけど、

そのなかにラカトシュっていう人がいた。ラカ

トシュは、ポパーのもとで科学哲学の研究を重

ねていて、反証主義の考え方を数学に適用した

りしてポパーと近い関係にいたんだ」 

雄太「それじゃ、ポパーといっしょにクーン

を批判したんだね」 

慶介「ところがそうじゃなくて、討論会では

クーンに歩み寄って、ポパーを批判したんだよ」 

雄太「それって、ポパーにとっちゃショック

じゃん！」 

 

なにが反証されたのか 

慶介「ラカトシュは、ある架空の物語を考え

出したんだ。ある天文学者がニュートン力学と

観測データを使ってある惑星の軌道を計算した

んだけど、その惑星の軌道は計算からズレてい

たとする。このズレはニュートン理論を反証す

るかな？」 

雄太「ポパーならそういうんじゃないの？」 
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慶介「でもこの天文学者はそう考えないで、

べつの惑星の引力のために軌道がズレたんだっ

ていう仮説を考えた。それで、そのべつの惑星

の位置を計算して観測したけど、でもなにも観

測されなかった。それでも天文学者は今度もそ

う考えないで、そのべつの惑星は観測に使った

望遠鏡じゃ見えないほど小さいんだっていうべ

つの仮説を考えた。それでずっと性能のいい望

遠鏡でふたたび観測したけど、やっぱり惑星は

見つからなかった。すると今度は、宇宙塵が惑

星を隠してるって仮説を考えて、人工衛星にそ

の塵を記録させようとした。でもなにも記録さ

れなかった。それでもこの天文学者は、塵のそ

ばに人工衛星の機器を狂わせる磁場があって、

それが……」 

雄太「もういいよ、要するにニュートン理論

はいつまでたっても反証されないってんだろ」 

慶介「そういうことだ。これはさっき話した

反証逃れと似てるけど、じつは違っていて、こ

の天文学者はべつにニュートン理論を救おうと

してこうしてるわけじゃないよ。ごくふつうの

天体研究の一環としてこういうことをやってい

るだけなんだ。実際、海王星ってのは、ラカト

シュの物語でのように、天王星の軌道がニュー

トン力学で計算した値からズレていたから見つ

かったんだよ」 

雄太「すると、そのズレをニュートン力学の

反証だって考えてたら、海王星は見つからなか

ったかもしれないんだな……」 

慶介「そうかもしれないね。あと、ラカトシ

ュの批判が意味していることは、これだけ理論

とか仮説が複雑に絡み合ってくると、ほんとう

に反証があがったとき、そのうちのどれが実際

に反証されたのかわからないだろうってことな

んだ」 

雄太「つまり問題の原因が特定できないって

ことか」 

慶介「そういうことだね。これはデュエムっ

ていうフランスの物理学者とか、クワインって

いうアメリカの哲学者が唱えたことだったんだ

けど、ラカトシュは彼らの考えをアレンジして、

さっきの物語をつくったってわけさ」 

雄太「ふーん。なかなかよくできた話だった

な……」 

慶介「どっちにしても、クーンの批判だけで

もかなりインパクトがあったのに、ポパーの味

方だって思われてたラカトシュまでがこんな批

判を展開したもんだから、一般にポパーの反証

主義はもうおしまいだって思われてしまったら

しいんだよ」 

雄太「そうか、反証主義の命運もとうとう尽

きてしまったか……」 

 

新しい反証主義 

慶介「もちろん、こうしたクーンやラカトシ

ュの批判に対してポパーは反証主義を弁護して

るんだけど、でもその弁護は不十分だって思わ

れてしまったんだ。それに、あとで話すことに

なると思うけど、そのあとのポパーは形而上学

的な方向に進んでしまって、あまり積極的に反

証主義を論じなくなる。そんなこんなで、いま

では一般には反証主義なんて過去のものだって

思われている節がある」 

雄太「ご愁傷さま……」 

慶介「でもボクはそうは思わない。ボクにい

わせれば、反証主義は誤解されたまま埋もれて

しまってるだけさ」 

雄太「おっ、慶介の反骨精神の登場か……」 

慶介「まだあまりよく知られてないけど、現

にあとになってポパーの弟子筋にあたるミラー、

アンダーソン、ナッターノなんていった人たち

が新しく反証主義を展開して、反証主義に対す

る批判に反論してるんだから」 

雄太「へえー、がんばってるんだ」 

慶介「でも彼らは、べつにポパーと違った反

証主義を唱えているわけじゃない。むしろ彼ら
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の反論は、ポパーを正しく理解すればこうなる

はずだっていうかたちの反論になっている。ふ

つうの科学哲学の教科書では、たいてい反証主

義はクーンとの論争でおしまいになってるんだ

けど、いまはポパーの話をしてるんだから、雄

太にはここで反証主義が終わってしまったなん

て思って欲しくないよ……」 

雄太「わかった、オレもせっかくここまで話

しを聞いたんだから、そう思いたくないしな…

…。だから、その反論について聞かせてくれよ」 

慶介「それじゃ、さっきいった三人のなかで

も比較的強力に反証主義からの反論を展開して

いるアンダーソンの考えを中心に話しをしてい

くけど、でもところどころボクの考えも交えな

がら話しをさせてもらうけどね……」 

雄太「いいよ、どうせ慶介だって反証主義者

なんだろうし……」 

 

違ってるのは経験か 

慶介「クーンたちからの反証主義批判はじつ

はまだまだいろいろとあるんだけど、いままで

話してきたのは、事実だけじゃ反証にならない

ってことと、反証はむしろ逃れるべきだってこ

とと、いろんな仮説が絡み合ってるとどれが反

証されたのかわからなくなるってことの三つだ

ったよね」 

雄太「たぶんそうだったと思うよ」 

慶介「それじゃ最初の批判から考えてみよう

か。地上に固定されてないものが吹っ飛ばない

事実とか、塔から落としたものが真下に落ちる

っていう事実は、これを解釈する理論が違えば

反証になったりならなかったりするから、反証

は一義的に理論の優劣を決められないっていう

批判だったよね」 

雄太「そうだった、そうだった。それが共約

不可能性ってことにつながったんだよね」 

慶介「うん、おんなじようなことはファイヤ

アーベントもいってるんだ。たとえばガリレオ

は、自分でつくった望遠鏡で月のクレーターを

発見したんだけど、彼の観察は、天上界は完全

だって考えていた当時の自然学者にとっては反

証だったんだ。でも当時、望遠鏡の信頼性はま

だ低かったから、ガリレオの報告は信用されな

かったらしいよ」 

雄太「ふーん、そんなことがあったんだ。そ

れで、このケースも観察結果がガリレオとほか

の人たちの間で共約不可だっていうわけだな」 

慶介「クーンとかファイヤアーベントは、そ

うやって経験された事実からして違うんだから、

もう優劣は判定できないっていうわけなんだよ。

つまり、おんなじ現象を見てるつもりでも、じ

つはべつのものだっていうんだよ」 

雄太「いうことがなかなか徹底してるんだね」 

慶介「でもね、考えてみてよ。ほんとうに経

験事実が違っているのかな？ アンダーソンに

いわせれば、共約不可能だっていわれてるケー

スで違ってるのは、経験事実じゃなくって、じ

つは観察文を導き出すための仮説だけなんだよ。

だから、そうした仮説を検討すれば観察結果は

テストできるってね……。たとえうしろ盾にな

ってる理論が違ってても、天体のかたちと運動

についての観察はどっちの理論からも導き出す

ことができて、テストできるっていうんだよ」 

雄太「ちょっとよくわかんないな……。それ

ってどういうこと？」 

 

共約不可能じゃないテスト 

慶介「たとえば塔の議論についていえば、天動

説と地動説の考え方を整理すれば、どちらもが共

通に認めることができるテストを導き出すのはむ

ずかしくないって、アンダーソンはいうんだよ。

天動説を支持している人なら、『もし地球が動いて

いて、塔の上からものが落とされたとすると、ア

リストテレスの自然学によれば、それは塔から離

れたところに落ちる』って考えてる。もう一方の

地動説を支持するガリレオたちは、『もし地球が動
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いていて、塔の上からものが落とされたとすると、

自分の慣性力学によれば、それは真下に落ちる』

って考えてる」 

雄太「なるほど、結論が違ってるね。これなら、

実際に実験してどっちのいい分が間違ってるか決

められるよね」 

慶介「そうなんだ。だから、こうして仮説をは

っきりさせれば共約不可能じゃないテストができ

るんだよ」 

雄太「でもさ、天動説を支持している人は、も

のが真下に落ちるんだから地球が動いてるはずは

ないって結論したんだったよね……」 

慶介「そう、だからこのままでは、まだ天動説

と地動説のどちらが間違ってるか決められない。

でもね、それは最終的な経験が違ってるからじゃ

なくて、テストに使われた理論とか仮説が違って

るからなんだよ」 

雄太「違ってるのは経験事実じゃなくって、理

論とか仮説の方だってわけか……。なるほど、考

えてみりゃそうかもしれないな」 

慶介「アンダーソンにいわせれば、ガリレオの

望遠鏡もおんなじことなんだ。ガリレオと批判者

たちのあいだで違ってたのは最終的な知覚なんか

じゃなくって、望遠鏡の信頼性についての考え方

だった。だから、べつの仮説からいろいろなテス

トを考え出して、望遠鏡の観察結果テストするこ

とができるし、実際に望遠鏡はそうやって発達し

てきたんだよ」 

 

全体が反証される 

雄太「いまの話で、違ってるのは経験じゃな

くって仮説の方だってのは、なんとなくわかっ

たけど、でもさっきの話だと、まだ天動説と地

動説の決着はつかなかったよね。ものが真下に

落ちるのを見て、ガリレオたちは、だから自分

の理論が正しいんだって思うだろうけど、でも

天動説を支持する人たちは、だから地球は動い

てないって思うんだから……」 

慶介「うん、この問題はラカトシュの批判と

関係してるよね。テスト結果が予想外だったと

き、テストの前提となっていた理論や仮説のう

ちのどれがその原因なのかわからないっていう

批判だ」 

雄太「そうそう、わかんないよ。だから、ど

れが反証されたのかわかんない……」 

慶介「ところでこれは大事なことだからはっ

きりいうけど、ポパーははじめから、反証され

るのはテストに使われた理論とか仮説の全体だ

っていってたんだよ。このことはよく誤解され

るから、アンダーソンがしっかりと強調してる

んだ」 

雄太「えっ、そうなの……。ポパーは最初か

らそういってたのか……」 

慶介「たとえばさっきの天動説を支持する人

たちみたいに、『もし地球が動いていて、塔の上

からものが落とされたとすると、アリストテレ

スの自然学によれば、それは塔から離れたとこ

ろに落ちる』って考えて、実際、ものが真下に

落ちたとすると、この前提のぜんぶ、つまり『地

球が動いてる』ってことと、『塔の上からものが

落とされた』ってことと、『アリストテレスの自

然学』ってことの三つがみんな反証されたこと

になるんだよ」 

 

問題を起こす反証 

雄太「そりゃたしかにそうだろうけど、でも

反証が起きてもどこが悪いかわからなかったら

意味ないんじゃないのか？」 

慶介「たしかに、どこが悪いかを的確にいい

あてる方法なんてない。でも、それだからって、

反証には意味がないっていえるのかな？」 

雄太「だって、原因がわかんなかったらなん

にも解決しないじゃん」 

慶介「うん、たしかに全体を反証しただけじ

ゃなんの解決にもならない。でも、全体が反証

されれば問題は生じる。全体がぜんぶ間違って
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るかもしれないんだから、こりゃ大問題だよね。

反証は問題を起こせるってことの方が大事なん

だよ」 

雄太「えっ、それってどういうこと？」 

慶介「まあこれはボクの考えも混じってるん

だけど、反証可能性ってのは、いってみりゃ問

題解決の方法じゃなくって、問題提起の方法な

んだよ。さっき、反証可能性は発見の論理だっ

て話しをしたよね」 

雄太「反証が起きれば、いままで知らなかっ

たことが見えてくるっていう話だろう」 

慶介「そう、そうやって新しい研究がはじま

るんだよ。それにまた、さっき存在文でその存

在するっていわれているものがどういうものか

を研究していくにつれて、その存在文はどんど

ん反証可能になっていくっていう話もしたよね。

反証可能ってことは、間違ってる危険性がます

わけだから問題だよね」 

雄太「そうだったっけ」 

慶介「要するに、研究を進めるってことは、

どんどん新しい問題を生み出していくってこと

でもあるんだよ」 

雄太「うん、研究すればするほど、ますます

謎は深まるなんていうもんね……」 

慶介「ポパーはよくいってたんだよ。科学は

観察からはじまるんじゃなくて、問題からはじ

まるんだってね。それでよく、研究のプロセス

を表わすこういう式を書いていたんだ。 

 P1 → TT → EE → P2 

これはポパー図式って呼ばれたりしてるんだ

けど、P1ってのは最初の問題で、TT はその問題

を解決するために提案された理論、そして EEは

その理論から誤りを排除することで、最後の P2

は誤りの排除の結果、新しく出てきた問題だよ。

それでこのプロセスは過去から未来にかけてず

っと繰り返されるんだ」 

慶介「ポパーにいわせれば、これが科学の発

展の仕方なんだな……」 

雄太「この式の TT を推測された理論として、

EEをこれを反証する試みの結果としての誤りの

排除って考えれば、この部分はまさに反証主義

の推測と反駁のプロセスだよね。でも、この式

の特徴は、この推測と反駁のプロセスが両方か

ら問題に取り囲まれてるってことだ。いいかえ

ると、科学の方法のプロセスは問題のなかに埋

め込まれている。つまり、問題こそが科学研究

の推進力だっていってもいいんだよ」 

雄太「問題がなきゃ研究もないってことだな

……」 

慶介「そう、そういうこと。それでポパー図

式を見てみると、P2 の問題を生み出しているの

は EE、つまり、反証、反駁の結果だってことが

よくわかる」 

雄太「なるほど、そうなってる……」 

 

理論を鍛える 

慶介「たしかに反証が起こっても、問題が生

じるだけで、なんの解決にもならない。でも、

問題があるかぎり、その解決に向けて前進する

ことはできるよね。ラカトシュの物語に出てき

た天文学者みたいにね……。でも逆に、問題が

なくなれば、その解決に向けて前進することは

できなくなるだろう」 

雄太「んっ、それってどういうことなんだ？」 

慶介「うん、このことは、じつはポパーの方

法論的規則に対して向けられた批判にも関係し

てることなんだけど……。たとえば、ポパーは

反証可能でない知識の代表的なものとしてよく

占星術をあげていた。これに対して天文学は、

もちろん反証可能な科学だよ。でも、占星術と

天文学はむかしは似たようなものだったんだっ

て」 

雄太「へえー、そうだったんだ」 

慶介「ところが占星術はどうもむかしからほ

とんど変わってないらしくって、いまでも天動

説にもとづいているらしい。でも、天文学はも
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ちろん古代、中世からまるっきり違ったものに

なっているよね」 

雄太「どうしてこんなになっちゃったんだろ

う？」 

慶介「それはね、たぶん新しい問題を生み出

す能力の違いにあったんだと思うよ」 

雄太「新しい問題？」 

慶介「それはこれまでの理論では解決できな

いような問題、つまり既存の理論を突き崩す可

能性のある問題さ……。コペルニクスの時代、

天動説はかなり技術的に進んでいて、それなり

に完成した理論になっていた。でもコペルニク

スの提案した地動説は、まだ生まれたばかりで、

さっき話したような反証がいっぱいあって、む

しろ天動説よりもかなりひよわだったんだ」 

雄太「へえー、地動説の方が天動説よりもよ

わかったんだ……」 

慶介「だから、たしかに生まれたばかりの理

論はひよわで、反証とかいろんな攻撃を受けや

すいから、大事に育てないと死んでしまうよ。

でもね、逆にあんまり過保護にして守りすぎる

とぜんぜん成長しないだろう。理論は鍛えなけ

りゃ成長しないで、いつまでも生まれたまんま

の状態から抜け出せないんだよ」 

雄太「その抜け出せてないのが占星術ってわ

けか？」 

慶介「そういうことになるね。占星術はあた

ることもあるけど、もちろんはずれることもあ

るよね。でもね、はずれた事例を糧して占星術

の根本原理が変更されつづけてきたなんて話は

聞いたことがないよ」 

雄太「オレもないよ。そういうことがあった

ら、いまでも天動説にもとづいてるなんてこと

はなかっただろうからね」 

慶介「でも逆にガリレオたちは、地動説に対

して突きつけられた反証を糧にして、地動説と

か、地動説にともなう理論なんかを厳しく鍛え

ていったんだ。だから地動説にもとづいた近代

天文学は発展することができた。もっともその

かわり、発展した近代天文学はコペルニクスの

理論からはまるっきり違ったものになってしま

ったんだけどね。もし、ガリレオたちが地動説

に対する反証を無視して、まじめに取り上げな

かったら、地動説はたぶん占星術とおんなじよ

うな運命をたどっただろうよ」 

雄太「なるほど、理論も人間とおんなじで、

あまやかしちゃダメってわけだな」 

 

「問題ない」が問題だ 

慶介「そういうことになるね。それでその理

論を鍛えるのが反証ってわけだ。だから、反証

逃れをするなっていうポパーの方法論的規則の

真意も、じつはここにあるんだ」 

雄太「っていうと、どういうことだい？」 

慶介「アンダーソンによれば、ポパーが方法

論的規則でいおうとしたことは、反証された理

論を捨てろってことじゃない。結果的に反証で

理論を棄てることになる場合があるかもしれな

いけど、でもそれはあくまで問題に対処するひ

とつの仕方にすぎない。だからポパーは、理論

を論理的に反証可能なかたちにしておくことと、

反証のあがった理論を実際に捨ててしまうこと

はまったくべつのことだっていってたんだ」 

雄太「理論を鍛えるんだったら、死なせちゃ

意味ないもんね」 

慶介「そうだよね。だから反証逃れをしない

ってことは、理論を捨てることじゃなくて、反

証を無視するなってことなのさ……」 

雄太「ガリレオが地動説の反証を無視しなか

ったように、ってわけだな」 

慶介「そういうことだよ。しかもポパーは、

反証された理論はべつの理論として扱えってい

ってるんだよ。たとえちょっとしか修正しなく

ても、べつものとして扱えってね。これはある

意味では、反証まえの理論は捨てたことにしろ

っていっていることにもなる」 
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雄太「なんでそこまでいうんだよ？」 

慶介「それはその逆を考えてみればよくわか

ると思うよ」 

雄太「逆っていうと？」 

慶介「反証によって理論のほとんど大部分が

修正されて、それがほとんど新しいものに置き

換わった場合でも、その理論を修正まえの理論

とおんなじものだって考えることだよ。こう考

えることはどういうことかっていうと、たとえ

反証による理論の修正がどんなにものすごい修

羅場だったとしても、結果的にまえの理論と変

わってないんだから、たいした問題は起きなか

ったとか、なにも問題はなかったって考えるこ

とができるよね」 

雄太「なんでもない、たいしたことないって

軽く考えることだね」 

慶介「うん、人にはどうしても安心感を得た

いっていう欲求があるから、どうしてもこう考

えがちになるんだよね」 

雄太「オレなんか心配性だから、かえってそ

う考えたい気持ちよくわかるな」 

慶介「でもね、こう考えることは、要するに

問題を隠すことになるんだ。大問題があるのに

たいしたことないって考えると、問題を見すご

すことにもなる。そうすると、重大な発見や発

展のチャンスをみすみすのがしてしまうことに

もなりかねない」 

雄太「すると、なんかの競争してる場合なん

か、ライバルに遅れをとってしまうかもね」 

慶介「安心感を得ようとする努力ってのは、

じつは実証主義者たちが熱心にやってたよね。

たとえば、帰納法でできるだけ高い確実性を獲

得しようとしてたし……」 

雄太「でも、ポパーはそれを否定したんだっ

たよね」 

慶介「そうだった。帰納法については、ポパ

ーの弟子のナッターノがおもしろいことをいっ

てるんだ。それは、帰納法のよくない点は問題

を隠してしまうことにあるってね」 

雄太「帰納法が問題を隠してしまうって？」 

慶介「帰納法で個別の観察文から普遍文を導

きだそうとしても、どうしてもそこには飛躍が

あるから、演繹推理みたいに確実にはいかない。

だから帰納推理ではいつでも問題は必ず残って

る。でも、証拠が積み重ねれば普遍文がどんど

ん確実になるって考えれば、その問題はどんど

ん小さくなって、やがてはなにも問題ないって

いう錯覚を生み出す。これがよくないってナッ

ターノはいうんだよ」 

雄太「さっきさ、オレ、帰納主義のことを前

例主義っていったじゃん。でも、いま聞いたナ

ッターノの見方からすると、帰納主義っていう

のは、ことなかれ主義ともいえるかもしれない

よ。問題を隠すんだから……」 

慶介「なるほど、またまたうまいこというね」 

 

反証主義も鍛えられる 

雄太「それにしても、反証主義っていうのは

ずいぶんとも揉まれてきたんだね」 

慶介「これまで話してきたみたいに、クーン

たちの批判はかなり手強かったけど、反証主義

は決しておしまいになったわけじゃないよ」 

雄太「うん、オレもそうやってもまれてきた

反証主義がなかなか奥深いもんだってことが、

なんとなくわかってきたよ」 

慶介「そうかい。でも、もし雄太が反証主義

が奥深いもんだって思ってくれたら、それはク

ーンたちのおかげだっていってもいいかもしれ

ないな……」 

雄太「またまた、意外なこというよね」 

慶介「さっきもいったけど、クーンたちの批

判は、一般に反証主義はおしまいだって思わせ

るほどに手強い批判で、いわば反証主義にとっ

ての反証だった。でも、それだけ手強い反証だ

ったからこそ、むしろ反証主義はかなり鍛えら

れたんだし、その意義や奥深さが引き出せたん
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だと思うよ」 

雄太「反証主義も地動説とおんなじってわけ

だな」 

慶介「そういうことになるかもしれない。そ

ういう意味じゃ反証主義は、むしろクーンたち

の批判には感謝しなきゃならないんだよ」 

雄太「なるほど……。でも、批判の相手に感

謝するなんて、慶介も変わってるよな」 

慶介「いや、こういう発想は、じつはポパー

がその反証主義を一般化して展開した批判的合

理主義っていう思想にみられるもんなんだよ」 

雄太「批判的合理主義？」 

慶介「この批判的合理主義は、さっき話した

『開かれた社会とその敵』ではじめて論じられ

た思想で、ポパーを語るうえではとっても大事

な思想なんだ」 

雄太「それじゃあ、ちゃんと話してくれよ」 

慶介「うん、でもそのまえに、一九六〇年代

の後半あたりからポパーはそれまでとはまった

く毛色の違う思想を展開しはじめたんで、それ

についても話をしておかなきゃならないだろう

な……」 

雄太「まったく毛色の違う思想って？」 

慶介「そうだな……。それは形而上学ってい

ってもいいかもしれない……」 

雄太「なにッ、形而上学ってか！」 

 

<次回へつづく> 

編集後記 

 

いつも原稿を集めるのに苦労しておりますが、今回は皆様のご協力を得てそれなりの厚みのある機

関誌を編集できました。編集部は、皆様のご投稿をいつでもお待ちしております。どうぞ、ふるって

ご投稿くださいますよう、いつものことながら、お願い申し上げます。 

理論的問題もさることながら、現実の諸問題を論じたアクチュアルな論考は、われわれの思考を活

性化してくれると考えられますので、ご遠慮なく、政治経済的問題を論じていただければと思います。

ポパーの精神にならっていつでも現実問題との接点を保持し、そこから深く哲学的問題に切り込んで

いただくような論考は大歓迎です。もちろん、簡単に論じられることではないでしょうが、知性の冒

険を期待します。 

 

（文責：小河原 誠） 
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

＜＜翻訳＞＞ 

 

D.ミラー 

小河原 誠 訳 

『批判的合理主義：再定式と擁護』1 

 

第 4 章 包括的に批判的な合理主義 

──ひとつの評価── 

 

 

 

ビル・バートリー（一九三四年－一九九〇年）

の思い出に 

 

 

本章では、ビル・バートリーの不朽の哲学的業

績、『コミットメントへの退却』について、とく

に、そこで展開された包括的に批判的な合理主義

（ conprehensively critical rationalism, 以下

CCR と略記）の理論について、なにほどか語るこ

とで彼への敬意を表わしたいと思う。わたくしは、

ビルの早過ぎる死にショックを受け悲しみに襲

われたが、にもかかわらず、彼の見解については

はばかるところなく率直に批判したいと思って

いる。それこそが、彼を追悼するにあたってなし

うる最小限のことであろう。バートリー自身は、

知的なことがらではほとんど手加減をしなかっ

たし、ひるがえって自分が論敵によって手加減さ

れるのを望みもしなかった。 

だが、わたくしは彼を擁護することもしようと

                                                 
1 David Miller, Critical Rationalism: A Restatement and 

Defence, Open Court, 1994, Chapter 4: Comprehensively 

Critical Rationalism: An Assessmemt. All right reserved by 

David Miller. 

翻訳権：小河原 誠。参照文献については原本の文献一覧

を見られたい。 

思う。で、わたくしのテーゼはこうである。CCR

に対して提起されてきた主たる批判は間違って

おり、この立場はもともと提示されたのとほとん

ど寸分変わらぬかたちで維持できる。わたくしが

擁護する必要がないと思っているのは、そうした

批判に対するバートリーの応答である。そのうち

のいくつかはわたくしには不適切であると思わ

れる。 

 

4.1 バートリー 

 

バートリー――形式的な語り方をすれば、ウィ

リアム・ワーレン・バートリー三世教授――は、

ピッツバーグに生まれ、ハーヴァードとロンド

ン・スクール・オヴ・エコノミクスに学んだ。一

九 六 二 年 に か れ は 学 位 論 文 、 Limits of 

Rationality: A Critical Study of Some Logical 

Problems of Contemporary Pragmatism and 

Related Movements（『合理性の限界、現代プラ

グマティズムとそれに関連する運動におけるい

くつかの論理的問題についての批判的研究』）を

提出した。これは、カール・ポパーの指導のもと

で 書 か れ た も の で あ り 、 The Retreat to 

Commitment（『コミットメントへの退却』）（一

九六二年）として刊行された。しばらくの間バー

トリーはロンドン大学で論理学の講師をし、それ

からワールブルク研究所に職を奉じた。彼はのち

に、カリフォルニア大学サンディエゴ校、ピッツ

バーグ大学、ケンブリッジ大学のゴンヴィルおよ

びカイウス・カレッジ、カリフォルニア州立大学

ヘイワード校に教師としての地位を得た。わたく

しは――かれの講義は聴いたことがないのだが

――彼がずばぬけて優秀な講師だったと聞いた
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ことがある。かれの教師としての献身は一九七九

年にカリフォルニア州立大学一九のキャンパス

で最優秀教授に挙げられたことで公に認知され

た。 

バートリーの純粋に哲学的な業績を評価する

にあたって取り上げねばならない本は、疑いもな

く、『コミットメントへの退却』であるが、この

ほかにも彼は多くの論文や批評も含めて多くの

著作を刊行した。そのなかで注目すべきものとし

ては、モノグラフとしての Morality and Religion 

(1971)、伝記としての Werner Erhard: The 

Transformation of a Man (1978)、彼の編集によ

る Lewis Carroll’s Symbolic Logic (1977/1986)

がある。この本は、第二部が失われていたのだが、

バートリーがみずから発掘編集しはじめて公刊

した書物である。バートリーの没後まもなく出版

さ れ た 、 非 凡 な Unfathomed Knowledge, 

Unmeasured Wealth (1990)もある。また、もっ

とも重要な業績として、刊行がずいぶん遅れたの

だが、ポパーの三巻からなるポストスクリプト

（Popper 1982a, 1982b, 1983）の編集がある。

この著作の初期に書かれた一節をバートリーが

批判したことが、（書かれた）一九五〇年代にこ

の本が刊行されなかった要因のひとつになって

しまったのだと思われる。したがってまさに彼が、

最終的にかなり膨らんだこの本の印刷を見届け

る労をとったのも当然である。 

一九七三年にバートリーが刊行した伝記

Wittgenstein(邦訳『ウィトゲンシュタインと同性

愛』) は、魅力的だが多くの論争を呼んだ。彼が

言うには、これによってウィトゲンシュタインの

友人と追従者たちはバートリーを職業哲学者と

して少なくともイギリスから追放しようと企て

るにいたったという。このトラブルは、バートリ

ーがウィトゲンシュタインの私生活（あるいは、

それほどプライベートではないと示唆されてい

る生活）について主張したこと、つまりてみじか

に言えば、ウィトゲンシュタインの同性愛や、か

れが欲求を満たすためにウィーンのプラター公

園を好んで訪れたと主張したことにくらべると、

およそ哲学的などというものではなかったのだ

が、ウィトゲンシュタインの親友からはバートリ

ーの主張は「汚い」と言われ、親類からは「不潔」

と言われた。だが、『クリスチャン・センチュリ

ー』の評者は、この本を「清純」と呼んだのだ。

改訂版が、一九八五年にオープン・コートから出

版されたが、そこには批判者たちに対する著者の

はつらつとした回答が収録されている。バートリ

ーの言い立てに対する評価は、Monk 1990 の付録

にある。 

バートリーは、亡くなる前の数年間、三つの大

きな仕事にとりかかっていた。The Collected 

Works of F. A. Hayek (『F・A・ハイエク著作集』)

の編集と、ハイエクとポパーのほとんど公式の伝

記である。この仕事をする過程で彼は、ハイエク

とポパーのアーカイヴが預けられていたスタン

フォード大学の戦争・革命・平和にかんするフー

バー研究所のシニア・リサーチ・フェローに任命

された。これら三つの計画は、ほとんど完了して

いない。あまりにも未完なため、どれほど未完な

のか言うことさえできないと思う。『ハイエク著

作集』は二二巻が計画されていたのだが、バート

リーの生前に刊行されたのはわずか一巻であり、

現在でさえ、片手であまるほどしか刊行されてい

ない。計画は続いている。一九三七年から現在に

至るハイエクとポパーの往復書簡の編集を含む

第六巻は、自由の理論と社会科学における方法論

的諸問題に関心がある者にとっては、とくに興味

深いものになると期待される。 

バートリーには、かなり個性的な魅力があった。

彼はまたきわめて気難しい男でもあった。バート

リーは、論争を恐れなかった。実際、論争から遠

ざかることを望んでいなかったように思われる。

勇気と高潔さのある男だった。わたくしは称賛の

念をもって思い出すのだが、グリュンバウムが一

九八〇年にロンドン・スクール・オヴ・エコノミ
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クスにおける国際シンポジウムで、ポパーと精神

分析についてあら捜し的な報告をおこなったと

きに、かれがフロアーから答えた仕方である。わ

たくしは、ビルとは多くの点で意見を異にしたが、

いつでも、無視してしまうのは賢明ではない哲学

者だと感じていた。 

 

4.2 包括的に批判的な合理主義 

 

さて CCR に向かうことにしよう。これは、最

初一九六二年に出版され、一九八四年に改訂増補

版が出版されたバートリーのもっとも独創的な

著作、『コミットメントへの退却』の建設的な核

心部を構成する理論である。この本は、序文の出

だしで述べられているように「オープン・マイン

ドの理論」への貢献を目指して書かれた。つまり、

知的論争を解決するには人間のもつべき思想と

して合理主義が、独断主義、信仰への帰依（信仰

主義）、権威への従属、尊大な無関心（相対主義、

なんでもかまわないという主義）を推奨する理論

と対置されたときに、示す強さと弱さの研究への

貢献を目指して書かれた。バートリーが提起した

問題は、現代の合理主義は現代のプロテスタント

思想（とくに、バルト、ニーバー、ティリッヒら

の神学者の思想）と並置してみると際立つのだが、

アイデンティティと統合性に危機が生じている

にもかかわらず、それが解決されていないという

危機意識から生じている。述べておく必要がある

と思うのだが、バートリーは宗教についてきわめ

て魅力的に著述し、主題を実際よりもかぎりなく

興味深くすることに成功しているように見える

ということだ。バートリーによれば、プロテスタ

ンティズムは「コミットメントへの退却」、つま

り論証されていない信仰を多かれ少なかれ統合

的に擁護することができる。というのも、合理主

義でさえ、その最良の形態においても、究極的に

は信仰に依拠すること、つまり、理性を信仰する

ことを強いられてきたからである。そうした理性

への非合理な（あるいは、いずれにせよ、合理性

を欠いた）依存は、たとえば、ポパーの『開かれ

た社会とその敵』(1945/1962)の第 24 章にも見ら

れる。バートリーの見るところ、プロテスタント

は「合理主義者も非合理なコミットメントしてい

るのに、なぜわれわれが同じことをして恥じいら

なければならないのか」と問いかけているのだ。

バートリーはこれに答えて、合理性の新しい理論

を提供しようとする。それは、もともとは包括的

に批判的な合理主義と呼ばれていたが、のちに汎

批判的合理主義（pancritical rationalism）と改

められた理論である。この立場は、なにものも信

仰に依存させないことで、この種のお互いさま論

法に抵抗することができる。それは、なんら恥じ

入ることなく、それ自身の規準にしたがって生き

ることのできる合理性の理論であるべきもので

あった。われわれはみな、熱心だがへりくだった

牧師が、「わたくしがするようにはするな。わた

くしが言うようにせよ」ということばで、熱狂し

た説教を終えるのを聞いている。バートリーの問

題とは、その種のへりくだりを必要としない合理

性の理論を展開することだった。 

バートリーは、Popper 1945, 229f にしたがっ

て、われわれの文化における合理主義の二つの立

場、すなわち、包括的合理主義と批判的合理主義

とを区別する。後者は前者の突然変異（あるいは、

ハイブリッド化の過程で発展してきたもの）であ

る。包括的合理主義とは、西洋哲学では伝統的な

見解であって、立場といったものは、論証や経験

によって擁護されたり、支持されたり、正当化さ

れたり、証明されたりしうるときにのみ、受け容

れたり、採用したり、信じたりするべきであると

いう見解のことである。これは、なんらかのかた

ちにおいて、デカルト、バークリー、ヒューム、

そしてまた他の著述家などにおいて明示的に見

出されるものであるし、黙示的にならほとんどあ

らゆるところに見出される。それは、かんたんに

懐疑主義的論証の餌食になってしまう。つまり、
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正当化とかサポートをしようとするといつでも

のしかかってくる無限後退の餌食になったり、先

の第 3章第 3節で詳細に論じた論点先取の虚偽を

犯しているという論証の餌食になってしまう。ポ

パーは、包括的合理主義を不整合であるとしてし

りぞける。というのも、彼が主張しているように、

包括的合理主義はそれ自体、論証や経験によって

はサポートされず、したがってそれ自身の原理か

らすれば、採用されるべきではないからである。

それは、形式的な不整合性ではなくて、オーステ

ィン（1962, 14）が「不運（infelicity）」と呼ん

だものにより近い。いずれにしても、それは間違

いなく重大なダメージである。対するにポパー自

身は批判的合理主義をもって答えた。それは、次

のような態度に要約されてよい学説である。「わ

たくしが誤っていて、あなたが正しいのかもしれ

ない。しかし努力すれば、われわれはもっと真理

に近づけるだろう。」（238）。批判的合理主義は、

彼が述べているように、「ある一定の限界を認識

し」（229）、「合理的な態度を採用しようとしない

者に対しては、いかなる合理的な論証も合理的な

効果はないこと」（231）を認め、不承不承である

が、「合理主義者の根本的な態度は、（少なくとも

暫定的な）信仰行為――理性に対する信仰――か

ら帰結する」(loc. cit.)という事実に甘んじようと

する――そのふりをするのではない――もので

ある。「批判的合理主義」の「批判的」とは、テ

キストを読めば明白であるが、自己批判的である

こと、謙虚であること、自らのいたらなさを自覚

していること、己惚れていないこと等々を意味し

ている。 

これに似た学説が存在する。それは部分的にそ

れ自身の要請から合理主義を弁解するのだが、道

徳的な観点からはあきらかに異なる説である。バ

ートリーはこれも批判的合理主義の旗印のもと

に置いた。それは、エアが帰納の問題を論じた

（1956 で）さいに擁護したぬらりくらりした、

つかみ所のない、自己中心的な、自己満足した合

理主義である。エアは、帰納は合理性にかんして

どのような身分を占めるのかという問題は、帰納

が合理性そのものを構成しているのだから、問う

ことはできないと示唆する(75)。エアが言うとこ

ろによれば、帰納（あるいは、合理主義）は合理

的かどうかと訝ることは無意味である。それは、

法典は法典かと訝るようなもので、無意味なので

ある。この立場の詳細、またそれについての批判

の詳細は、ここでは実質的な重要性はない。

（Salmon 1968 の Section 2 を見よ）｡書き記し

ておくべきだと思うのだが、エアは、ポパーと同

じように、合理性を特異点のある領域として扱っ

ている。それは、通常の規準が完全には適用され

ない場所である。この点についてのさらに有意義

なコメントについては、Watkins 1987, 270 を見

よ。 

バートリーは、合理主義をこの袋小路から救い

出そうとした。特異点をもたない――それゆえ、

包括的合理主義のように包括性をもつ――が、自

己批判的で、合理的に維持できる合理主義の定式

化を見出そうとした。 

彼の解決案は、包括的に批判的な合理主義であ

る（1962, 147f; 1984, 119）。「立場というものは、

なんら正当化を必要とすることなく合理的に保

持することができる――それが、批判にさらされ

うるものであり、そしてさらされていて、またき

びしい検討を生き伸びているならば」。 

この解決案を支えているのは、「批判的合理主

義」における「批判的」ということばのもつ力に

対する二つの決定的な補正である。バートリーの

もとでは、「批判的」ということは、たんに「批

判に対して敏感だ」ということばかりではなくて、

「批判によって構成されている」といったことも

意味するようになっている。くわえて彼は、批判

の適切な規準とは、部分的であれ全体的であれ正

当化に訴える規準ではなくて、真理だけに訴える

規準であると考えるようにわれわれを強いてい

る。（可謬性を意識した）排斥的帰納の伝統では、
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たとえば合理的(つまり、正当化された)信念が目

標となっており、批判的方法はそれに到達するた

めのひとつのよき方法にすぎない。これとは対照

的に、バートリーにとって合理的である（あるい

は、合理的でない）のは、探求の方法それ自体で

あって、結果ではない。目標は真理である。ここ

での二つの根本的な考え方――i. 認識論から方

法論へのシフトと、ii. （肯定的）正当化と（否

定的）批判との峻別――は、帰納の問題について

のポパーの解決案と共通の起源をもっている。し

かしバートリーは、この対立、つまり ii.の重大性

を深く理解し、そしてその対立を先鋭化し、合理

性の問題を解決するためにそれを利用し尽くし

た点において、名誉を受けるに値する。 

それぞれの点について、二、三述べてみよう。

i. 帰納の問題に対するポパーの解決案が方法論

的なものであることは明白である。1934/1959a 

の第 5 節に始まるのだが、ポパーはその仕事を通

して、科学というものをその方法によって、つま

り大胆な推測を厳格できびしいテストにかける

という方法によって特徴づけている。この方法を

支配しているのは、仮説は反証から守られるべき

ではないというルールである。これが意味してい

るのは、反証に気づき反証された仮説を放棄する

用意をもつべきだということよりもはるかに多

くのことである。つまり、それは、反証を積極的

に探さなければならないという意味なのだ。最終

章の「験証」を除いて、1934/1959a におけるポ

パーの力点は主として保持している仮説をどの

ように研究するかにおかれており、研究によって

仮説の身分がどのような影響を受けるかという

点にはほとんどおかれていない。わたくしの見解

はといえば、仮説は反駁を免れているかぎり、そ

の認識論的な身分はなんら影響を受けないとい

うものである。それは、生まれた日にそうであっ

たのと同じようによいものでもあれば（あるいは

悪いもの）でもある。（先の第 1 章第 2 節と、以

下の第 6 章第 3 節の結論を見よ）。このような考

えは、先に引用したバートリーの見方とは、両立

しないように見えるかもしれない。というのも、

バートリーの考えは、仮説はきびしい批判を生き

延びてさえいれば合理的に保持できると示唆し

ているのに対して、わたくしは、仮説はいままさ

に推測されたものだとしても、あるいはおそらく、

多くの常識となっている考えのようにいくつも

の時代を超えそしてだれにも気づかれていない

ものであっても合理的に保持されてよい、と言っ

ているからである。しかし、つぎの一句は、バー

トリーもこの点を考えていたことを示している。

「包括的に批判的な合理主義者は、ほかの人と同

じように、無数の検討されていない前提や想定を

保持しており、そのうちの多くは偽であろう。彼

の合理性は、みずからこれらを見出したり、それ

らが自分に指摘されたときに、それらを批判的考

察にかける用意があるという点にある」（1962, 

151; 1984, 121）。ふつうに考えて、批判可能な立

場でありながらきびしい批判を生き延びなかっ

たものを採用したり保持したりすることは合理

的には擁護できないという理由はあきらかなは

ずである。つまり、そうした立場は批判によって

萎えてしまい排除されるにふさわしいものにな

ってしまうか、あるいはテストにかけられなかっ

たからである。テストにかけられなかったという

のは、仮説の咎ではなく、それを処理する仕方の

欠陥である。非合理性は、われわれの怠慢にのみ、

つまり、われわれが十分に批判的になり損なって

いる点にある。（ここで伝統的認識論から引き継

ぐべきである観念はただ真理の観念のみである

ということ、このことは、注記しておく価値があ

る。） 

ii. について述べておこう。バートリーはよく

強調したのだが、哲学において仮説を批判する伝

統的な仕方――そして、いまだに多方面できわめ

て好まれている仕方――は、それが基礎づけられ

ていないとか証明されていないと示すこと、ある

いは、その仮説のためのいわゆる論証なるものが
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妥当でないとか健全でないと示すことであった。

つまり、批判とは伝統的に、正当化のための適切

な認識論的標準にかなっていないことを指摘す

る批判のことであった。科学においては、（たま

に逸脱はあるものの）ものごとは異なる仕方で進

行する。科学において批判は、仮説が真理という

標準にかなっていないこと、要するに、それが偽

であることを示すことでなされる。CCR にとって

中心的なのは、この種の批判、ポパーによっても

強調された（1960/1963, 22）のだが、内容の批判

である。 

こうした批判の概念に対しては批判が向けら

れてきた。それを考察するためには CCR をより

注意深く述べておく必要があろう。CCR は、批判

的合理主義に似て、また、包括的合理主義にも似

て、一群の学説というよりは方法論的ルールの体

系である。この点は「合理主義者のアイデンティ

ティのための新しい構想」についてのつぎのよう

な要約（Bartley 1962, 146; 1984, 118）が示して

いる。 

 

新しいフレームワークは合理主義者をつぎの

ような者として特徴づけることを可能にする。つ

まり、どのような立場も進んで歓迎し、自分のも

っとも根本的な規準、目標、決定、また根本的な

哲学的立場そのものも含めて、自分のすべての立

場を批判に開いておこうとする者として、つまり、

非合理的に正当化することで批判から守ること

をどんなことに対してもおこなわない者として、

信仰に訴えるとか、きびしい批判に晒されている

信念を正当化するために非合理なコミットに訴

えるとかすることで、議論を打ち切ってしまうこ

とを決してしない者として、要するに、いかなる

立場にもコミットせず、執着してしまうことをせ

ず、淫してしまうことをしない者として。 

 

これはあきらかに、「合理主義者」ということ

ばのたんなる再定義ではない。それは、燃え立つ

ような向上心をもった合理主義者への一連の指

示、ルール、助言、責務のことである。このルー

ルに従うためには、もちろん、批判者になる用意

があると宣言するだけでは十分ではない。包括的

に批判的な合理主義者が保持するいかなる立場

も、それに対する真正の批判が生々しくあるよう

に定式化されなければならない。つまり、たとえ

――その立場がじっさいに正しいゆえに――い

かなる批判も成功していなくても、批判は可能で

なければならない。 

したがって、CCR には、あらゆる立場は原理的

にいって潜在的には批判可能であるという仮定

が組み込まれているように見える。バートリーは

こう説明する。「あらゆる言明は批判可能である

と宣言するとき、わたくしが意味しているのは、

批判においては、無限後退を避けるために、批判

できないドグマを宣言する必要はないというこ

と、つまり、……批判に開かれていない……特殊

な言明群に逃げ込む必要はないという意味であ

る。」(1984, 222f)これを、CCR 一般化と呼ぶこと

にしよう。ここで理解しなければならない大事な

点は、この理論は、純粋な論理学上の理論として

ではなく、方法論上の理論として意図されたもの

であるということである。（だからといって、論

理的に偽でないということが保証されているわ

けではない。この趣旨の批判については、以下の

d.を見よ）。CCR 一般化のほんとうの範囲がなん

であれ、そのひとつの帰結は、CCR それ自体が潜

在的に批判可能だということを CCR は掲げなけ

ればならないということである。 

 

4.3. CCR への批判 

 

わたくしは十分に意識しているつもりだが、上

述の言明には、まだいくつか曖昧な点がある。し

かし、それらの点は、上のように定式化された

CCR に対して投げかけられたいくつかの反論を

考察することによって、解き明かされるのではな
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いかと思われる。この節では、次の六つのタイプ

の反論を見ていこう。a. 論理的真理やその他の

当たり前のことは、批判不可能であって、ほとん

どだれでもが受け容れている。b. 批判不可能な

ように慎重に言い表されている説（補強されたド

グマ主義）もある。c. CCR が正しいことは当然

である。d. CCR にはパラドックスがある。e. 

CCR は演繹論理にコミットしているが、これは批

判可能ではない。f. CCR は、批判が成功した場

合にどのように対応すればいいか、また、これを

どのように考慮すればいいかを伝えていない。 

 

ａ．当たり前のこと 

 

論理的真理やトートロジーや算術における等

式などは、必然的真理なのだから、潜在的にでさ

え批判可能ではないと反論されるかもしれない。

とくに、（2 + 2 = 4 といった）本当に初歩的なも

のについては、いかなる批判もこれを打ち倒せな

いことが、はじめから知られている。同じことは、

「すべての独身者は未婚である」といった、分析

的真理のより広範囲なクラスについてもあては

まる。また、まさしく総合的であっても、些細な

点で真である数々の言明についてもあてはまる。

たとえば、ワトキンズがあげた「二〇〇〇年より

以前に、ちょうど二二語からなる英語で書かれた

文が少なくともひとつある。(There exists at 

least one sentence written in English prior to 

the year two thousand that consists of precisely 

twenty-two words)」(op. cit., 274)という例があ

る。だから、CCR 一般化は正しくない。 

ここに述べられたような反論には、後の e.で、

執念深くまたたち戻ってくるつもりだが、答える

仕方は数多くある。もっとも。おそらく最初に気

づかれるべき点は、命題の批判可能性が語られる

さいには、ある特殊な定式化とか密接に関連しあ

った定式化のクラスが、念頭におかれなければな

らないということである。必然的真理は批判に開

かれていないと語ることには疑いもなくある意

味があるが、ここではそうした意味を明らかにし

ようとしているのではない。こうした場合、必然

的真理は批判に開かれていないという反論に対

する正しい答えは、当たり前すぎるような足し算

とか論理的導出についても、その正しさをチェッ

クする方法が発展してきているし、またそれらは

しばしば必要ともされていると述べておくこと

だと思う。たとえば、われわれがあまりにも未熟

だとか、酔っぱらっているようなときにはそうし

たチェックの方法が必要となるわけだ。だから、

年齢を重ねて熟達しているとか素面であるので

ほとんどチェックする必要がないときでさえ、2 + 

2 = 4 という言明をどう批判するかを知っている

ことには完全にクリアーな意味がある。なるほど、

2 + 2 = 4 をどう批判しようが成功しないだろう。

だが、CCR 一般化は、ポパーの境界設定規準が、

すべての科学的法則が首尾よく反証されてしま

うことを要求していないように、すべての立場が

首尾よく批判されてしまうことを要求している

わけではない。このような対応には、おそらく、

つぎのように体系化して述べてみればその利点

が見えてくるだろう。つまり、2 + 2 = 4 とか単純

な真理表に対する批判がどのようなものである

かは、どんな足し算とかどんな真理表にも適用で

きる方法あるので、理解できるのだと体系化して

みることである。ここでの論点は、ある特定の足

し算がペアノの公理の帰結であるかどうかとか、

ある特定の言明がトートロジーであるかどうか

ではなく、それが真であるかどうかである。真理

表の方法をもちいて（一般には、経験にかかわる

情報も参照しつつ）、なんらかの真理関数的に複

合された言明が真であるかどうかをわれわれは

チェックできる。われわれは、トートロジーと矛

盾言明だけではなく、経験にかかわる言明もチェ

ックできるのである。 

当たり前の総合的真理については、それが原則

的に批判可能であることは、むしろはっきりして
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いる。わたくしは「自分は三才以上です」といっ

た言明を批判に開きながら語っているのですな

どと言ったら、ふつうには不真面目な奴と見なさ

れるだろう。しかし、わたくしは、これを批判す

る仕方を簡単に特定できる。（特殊相対性理論に

おける双子のパラドックスを考えてみよ）。それ

で十分なのだ。この問題は、ワトキンズがあげた

例（これは、意図せずして、二一語しか含んでい

ないように思うのだが）のような議論の余地なく

決定可能である総合的命題については、さらに直

接的に当てはまる。たとえば、この言明を批判す

るひとつの仕方は、‘ twenty two’でなくて

‘twenty-two’と書くのが正しい英語なのか、

‘ the year 2000’でなくて‘ the year two 

thousand’と書くのが正しい英語なのかと問えば

よいということだ。（こうした批判が成功するか

否かは重要ではない）。 

バートリーはしたがって、この種の事例は、

CCR の問題状況にとってなんの重要性もないと

主張する（op. cit., 244）。だから彼は、合理主義

者であろうとしている者が、みずからの合理主義

を棚に上げ、「自分は三才以上です」といった言

明に対する批判に目をそむけ議論を打ち切らざ

るをえないと感じるような状況はないと（多かれ

少なかれ）主張する。わたくしは、三才以上であ

ると確信しているわけではない。だから明白なこ

とを否定する者が出てくると、簡単に憤慨してし

まうわけだ。重要なのは、明白なことであっても

いつでも研究に開かれてよいし、またまさにその

明白さが研究を容易にするということだ。 

 

ｂ．補強済みのドグマティズム 

 

まじめに、そして真剣に考えたら批判に開かれ

ているとは言えないようなもうひとつの重要な

言明群が存在すると反論されることだろう。それ

は、ポパーが補強済みのドグマティズムと呼んだ

ものである(1963, 327)。補強済みのドグマティズ

ムとは、その言明の中に、あらゆる種類の批判を

追い散らし無害化する戦略を組み込んでいる教

説である。もし批判ということで経験的批判のみ

を考えるのであれば、いくつかのよく知られた見

解（たとえば、フロイト理論のいくつか）は、そ

うした戦略を組み込んでいるとして非難されて

きた。無用な論争を避けるために、些細な例だが、

物理的対象は、それを観察している観察者（人、

動物、道具）がいなければ消え失せてしまうとい

う仮説を考えてもらいたい。この仮説は、巧みに

定式化されるならば、端的にテストできない。（だ

からといって、ほかの――経験的な――仮説と衝

突することがありえないわけではないのだが）。

だから、ポパーが言っているように、こうした仮

説を経験科学に導入することはできない。 

ありうる批判をすべて自動的に処理してしま

うほどがんとした補強済みのドグマティズムの

例を与えることはさらに困難である。おそらくも

っともはっきりとわかる例は、「どんな論証も無

力だし、幻想である」といった粗雑な非合理主義

だろう。バートリーは、ポパーにしたがって、こ

れを形而上学的決定論の一帰結とみなして(1984, 

259)、手みじかに論じている。彼は、合理主義者

として、合理的な論証によってこういった立場に

導かれてしまうかもしれないことは認める。だが

それは、包括的に批判的な合理主義者にとって採

用できる立場であるだろうか。ある点からすれば、

あきらかにそうではない。合理主義者の義務は、

論証を真剣に受け取ることなのだ。たほうで、合

理主義者がこうした説を真剣に論じてはならな

いという理由もまったくない。そうした議論は始

終つづいている。この点ではたとえば、形而上学

的決定論から派生しうる非合理主義的な帰結に

ついてのポパーの詳細な議論(1982a, Section 24, 

また Popper and Eccles 1977, 75-81)とか、あら

ゆる知的活動は社会的に決定されていると主張

する──この主張自体もそうだとされるのだが

──知識社会学におけるストロング･プログラム
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という――さしてもっともらしさもない、と言っ

ておかねばならない――周知の努力を参照され

たい。 

バートリー自身が自認しているように（loc. 

cit.）、合理主義者は、結局のところ間違っていた

のは自分の方だと認めざるをえなくなるかもし

れない可能性を承認しているかぎりにおいて、議

論をつづけることには何の問題もないように思

われる。（もっとも彼は、合理主義者の方がまち

がっているのは自分だと認めることはないだろ

うと考えてはいたが）。だから言っておくべきだ

と思うのだが、CCR 一般化は、非合理な学説、あ

まつさえ補強済みのドグマティズムのようなも

のが存在するからと言って、妨害されてしまうわ

けではないのだ。CCR の支持者は、たしかに、そ

うした立場を採用したいならば、それを批判可能

にしなければならない。そうできないのであれば、

（その否定を必然的に採用するといったことは

せずに）それを捨てたほうがよい。言い換えると、

方法論としての CCR は、じつのところ、非合理

主義的、非論証的な方法論とは対立しているわけ

である。バートリーが、合理主義者はみずからの

立場の統合性を保持しつつどんな態度どんな方

法でも採用できると言ったことなどない。彼は、

自分自身の方法を批判し、探究し、ひいては弾劾

するようになるかもしれない。しかし、それは非

合理な仕方によってではない。 

以下のｄ．においては、受け容れられることに

なるだろうと思うのだが、論理的な理由からして

合理主義者には採用できない言明──ここにト

ートロジーや補強済みのドグマティズムが含ま

れることは明らかにないのだが──がじっさい

に存在するかもしれない。しかし、それは、適切

に理解された CCR 一般化に深刻な影響を与える

わけではないと論じるつもりである。 

 

ｃ．CCR の空虚さ 

 

CCR 一般化は真であるが空虚であり、分析的に

もそうであると反論されるかもしれない。ワトキ

ンズに帰せられるのだがこの結論に達するひと

つの道は、ワトキンズを引き留め虜にしたほどに

われわれを引き留め虜にするわけではない（op. 

cit., 274）。それはたんに、どんな仮説も、なにか

と矛盾する（たとえば、その否定と）のだから、

潜在的に批判に開かれているということでしか

ない。たしかに、あきらかに偽なる言明であって

も批判と見なされてよいのであるならば、どんな

仮説も潜在的に批判に開かれていると言えるだ

ろう。しかし、CCR にはこれを認めるようにと招

き入れるものはほとんどない。よりよい対応は、

再度言うが、CCR は第一に方法論的な理論である

ということ、そして、批判それ自体は方法論的に

特徴づけられなければならないということ、この

ことを見て取ることである。言明は、簡単に言っ

て、批判ではないのであって、攻撃の手段

（method）なのだ。この点はすでに、論理的な

偽なる言明とだけ矛盾する論理的に真なる言明

のケースで見たところである。にもかかわらず、

論理的に真なる言明は、経験的命題のいくつかに

もまさに同じように当てはまる方法によって、潜

在的な（だが、失敗するのは避けがたい）批判に

開かれている。 

このゆえにこそ、経験科学はあのように強力な

批判の道具なのだ。科学は、物理的効果の反復可

能性を要請することによって、批判というものは

孤立した事実言明であるのではなく、一般的方法

を適用した結果であることを保証する。科学では、

まともな疑いなどかけようもない真なる言明に

ついても、それをテストする方法は知られている。

（学生はいつでもそれをしている）。同じことは、

目覚ましいわけではないが、ほかの分野でも、な

んと哲学においてさえ、言える。批判とはそうし

たものなのだ。 

批判可能性はどんなものにでもある普遍的な

ものだから当たり前のことだと結論するもうひ
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とつの論証がある。それはこう進む。仮説は批判

可能であるか、そうでないかである。もし批判可

能であれば、それに対する潜在的批判が存在する。

もし批判可能でなければ、そのこと自体がそれに

対する実際上の批判である。どちらの場合も、そ

れに対する潜在的な批判が存在する。それゆえに、

いかなる仮説も批判可能である。バートリー自身

が見てとっているように（1984, 241f）、これはよ

い論証ではない。それは、どのような規準を批判

において採用すべきかの問題をあいまいにして

いる。バートリーは、言明を批判する伝統的な仕

方はそれが正当化されているかどうかを尋ねる

ことだった、という点を強調した最初の者である。

CCR は、そうした考え方を打ち倒すことを意図し

ていた。つまり、（事実の領域での）どんな批判

も検討下の言明の真偽の問題に限定されるので

あって、その言明の認識論的な（あるいは方法論

的な）身分の問題に限定されるのではないとする

ことによって、批判とは正当化を問うことである

といった考えを打ち倒そうとしたのだ。ある仮説

が批判可能でないという事実は、それが真である

という主張にはまったく影響を与えない。したが

って、仮説が批判可能でないように見えることは、

その仮説が探求されるさいの手続きにとって汚

点であるかもしれないが、それは、CCR が要求す

る意味での批判ではない。 

比較できる事例は、科学を疑似科学から境界画

定することであるので、これについて考えてみよ

う。科学に属すると認められた仮説は反証可能で

あることが要求される――そうでなければ、それ

を取り除くいかなる経験的手段もなくなるから

である。そうした仮説が真であるのであれ偽であ

るのであれ、われわれはそれらから永遠に離れら

れないのだ。したがって、経験的方法によって考

察できるものがなんであるのかを決定するため

に非経験的方法が使われるわけだ。さて反対者は

こう主張するかもしれない。われわれは、科学に

入れたいと思う仮説ならどんなものでも認める

用意をもつべきなのだが、かりにそれが――たぶ

んに数学的な手段で――反証不可能だと確立さ

れたなら、反証不可能であることは科学上の欠陥

なのだから、そうしたものは追い出すべきだ、と。

ここに述べた二つの方法は、あきらかに、実際上

は同じであろう。もちろん、この反対者が、わた

くしがむしろ非経験的だと分類するものを経験

的な活動として分類している点では違っている

わけだが。わたくしが、この反対者のやり方を非

経験的と分類するのは、それが観察とか実験、つ

まり自然に訴えるいかなる手段をも含んでいな

いからである。同じことは、より一般的な場合に

ついても言える。つまり、批判可能性の領域を、

まったくつまらないことながら、あらゆる言明は

批判可能であるというように拡張したところで、

なんら重大な害を加えたことにはならないとい

うことだ。しかし、CCR が欲しているのはそれ以

上のことである。つまり、言明の真は、批判的に

探求できるものであらねばならないということ

なのだ。この要件がなかったら、包括的に批判的

な合理主義は存在しない。 

だからわたくしは、批判可能性はあらゆる言明

が自動的にもつ属性であるというテーゼを拒否

する。批判可能性というものは言明の内在的な属

性などではなく、批判という適切な方法を発展さ

せることで言明に授けられなければならない栄

誉なのである。としたら、それはどのようにして

成し遂げられるのか、と問われることだろう。多

くの場合において、答えは、そうした言明を呼び

おこした問題について深く考えることによって

のみ、ということだろう（Popper 1963, 198-200; 

Bartley 1962, 159-161; 1984, 127）。したがって、

いかなる問題に対する答えにもなっていない言

明は、まず批判できそうもない言明ということに

なる。 

 

ｄ．CCR のパラドックス性 
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もう少し繊細なタイプの反論がある。ポストと

ワトキンズによって提出されたのだが、CCR は表

面的にはうそつきのパラドックスに似たものの

餌食になってしまうというのだ。うそつきのパラ

ドックスは、初等算術の不完全性についてのゲー

デルの定理と構造的に類似しているので、ポスト

は、CCR のうちにおなじような不完全性を見いだ

したというのである。実際、彼の論文のひとつに

は、「合理性の理論にとってのゲーデルの定理」

(1987; 初期のヴァージョンは 1983年に発表され

ている)と題されている。問題の核心は、ポストと

ワトキンズによれば、CCR 一般化が批判可能でな

いということではないのであって、「CCR 一般化

は批判可能である」という言明が批判可能でない

ことなのである。ワトキンズの説明によれば、こ

れは「CCR 一般化は批判可能である」が分析的だ

ということに等しいわけであり、したがって、

CCR 一般化は分析的であるか、偽であることにな

る。 

こうした議論は、困惑するほど多様なかたちで

展開された。それらは多すぎて追いかけられない

ほどである。ここでやろうと思うのは、バートリ

ーがその 1984（と 1987 の）の付録 4 で提起した

ヴァージョンの議論に目を向けてみることであ

る。それは、彼が言うには、「まったくのところ

ポストの議論によって鼓吹されたのだが、おそら

くより簡潔な」(224)ものであって、ポストが受け

容れられないと思ういかなる仮定も利用してい

ない議論である（218）。そのために、CCR 一般

化は次のように定式化されている。 

 

あらゆる立場は、批判に対して開かれている。

 （B1） 

 

さて、CCR のポイントは、それが包括的だとい

う点である。だから、それは批判に開かれている

立場でもある。 

 

B1 は 批 判 に 対 し て 開 か れ て い る 。

 （B2） 

 

さて、もし B2 が偽であると示せるたら、これ

は B1 から帰結しているのだから、B1 も偽である

と示したことになるはずだ。要するに、B1 を批

判してしまったわけだ。ところが、この可能性は、

B2 が思い描いていることなのだから、B2 は真で

あることになろう。B2 が偽であることを示すた

めのどんな論証も、結果として B2 を確立する。

「B2を批判しようとするどんな試みもB2を証明

する。したがって、B2 は批判不可能であり、そ

して B1 は偽である。」(Bartley 1984, 224; 1987, 

320) 

ポストの論証は、似たような線に沿って進行す

る(Post, op. cit., 254f)。B1 と B2 の代わりに、彼

は、より多く〔の規定〕を含む以下の定式化を提

案する。 

 

合理的で、非推論的であるどんな言明も批判可

能である。 （P1） 

P1 自体は批判可能である。  

  （P2） 

 

（ここで、「非推論的」とは、「批判を展開する

さいに用いられる背景としての推論機構の部分

ではない」といったことを意味している。これは、

以下ではなんの役割も演じない。）ポストによれ

ば、P2 についてのどんな批判も、P1 の批判であ

る――P1 は P2 を含意するから――が、P1 につ

いてのどんな批判も P2 の批判とはならない――

P1 の批判は P2 を確証し、おそらく検証さえする

から。（ここでは、ポストの論文の繊細な点は無

視する）。かくして、P2についてのどんな批判も、

P2 の批判ではないことになってしまう。つまり、

P2 の批判は存在しない。よって、P1 が偽である

ことが帰結する。 

これら二つの論証のうちのどちらかを論証と
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して選ぶことはほとんどできない。もっとも、一

見したところでは、バートリーのほうは、証明可

能な命題は批判不可能であると仮定せざるをえ

ない（これは、先のａ．で拒否された見解である）

ように見えるのだが。だかそうではない。仮定さ

れていることはこうだ。B2 を証明することは、

B2 を批判する仕方ではないということである。

そして、これは、ポストの論証の構成要素でもあ

る。また、「もしある立場が偽なら、それが偽で

あることを示す論証がある」ということも、バー

トリーの論証のうちに暗黙のかたちで含まれて

いるわけではない。(Post op. cit., 265. 強調は落

とした)。 

この種の論証に対するバートリーの答えは驚

くべきものだが、それに驚いてはならない。彼は、

CCR は自然言語で述べられていると注意し、「タ

ルスキーは、意味論的な述語を含み、したがって

自己言及の可能性を含む自然言語はどんなもの

であっても、不整合であるかもしれないことを示

した」（1984, 224; 1987, 321）と主張している。

（だが、この主張は、ポストが言っているように、

op.cit., 265 あまり正確ではない）。望むならば、

通常の矛盾を排除する数ある方法のうちから任

意のひとつを採用し、そして、ポストの論証を支

えている全枠組みを掘り崩せるだろう、とバート

リーは言う。これで、ポストの論証が妥当なら生

じてくる困惑にとらわれることなく、B2 と P2 が

批判されうる可能性を十分に再認できると彼は

主張する。かくして、ポストの論証は論駁された。 

わたくしも、ポスト（loc. cit.）と同じように、

この答えではだめだろうと思う。ひとつには、ポ

ストが自分の論証を（うそつきのパラドックスと

ではなく）ゲーデルの定理と比較することによっ

てあきらかにしたように、「批判可能」という語

は、（いずれにせよ、明確ではないが）真正の意

味論的述語ではないからである。だから、意味論

的なパラドックスに対するタルスキーの解決（あ

るいはほかの解決）に訴えることは、論点を逸し

ている。しかし、より一般的に言って、バートリ

ーの答えはあまりにも貧弱である。ポストの論証

やバートリー自身の論証はどうしたら無効とさ

れるのか、あるいは、B2 とか P2 はどうしたら批

判されうるのかについて、いかなるヒントも与え

られていない。バートリーの答えは、ポストの論

証に対して適正なかたちでの批判ではなく、ただ

可能性へ訴えかけているだけ──懐疑主義が悪

いかたちであふれると、ただ疑いの可能性がある

ことを指摘するだけで論駁したつもりになるこ

とがあるが、まさにそれと同じことを批判的合理

主義者がしている──だとさえ言えるだろう。 

しかし、わたくし自身の考えでは、ポストの論

証も、バートリーの論証も妥当ではない。しかも、

ポストの P1 は、バートリーの B1 と違って、雑

に見たところでさえ CCR の核心についての適切

な言明であるとは言えない。どちらのケースにお

いてもトラブルは、二番目に示された言明（B2，

P2）が、わたくしの見るところでは、一番目の言

明（B1，P1）の帰結ではないということである。

なぜそうなのかを見る前に――二つのケースで

わたくしがそう見る根拠は若干異なるのだが―

―もっと単純な論証に目を向けてみよう。それは、

そうした根拠では無効にされないものである。論

証の材料となるのは以下の言明である。 

 

どんな言明も批判可能である。  

 （M1） 

M1 それ自体は批判可能である。  

 （M2） 

 

前と同じ推論によってわれわれは、M2 は批判

可能でなく、M1 は偽だと結論してよいだろう。

換言すると、CCR 一般化を M1──ゆるいかたち

の定式化は、これとは若干異なるだろうとしても

──によって満足のいくかたちで表現しうると

は望めないということだ。すでに見たように、ポ

ストは、M1 を P1 にまで弱める。ワトキンズは、
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それを「包括的に批判的な合理主義者は、自らが

合理的に受け容れているすべての非分析的言明

を批判に開かれたかたちで保持する」にまで弱め

る。バートリーは M1 の代わりに、B1 を採用す

る。 

違いはなんだろうか。わたくしはこう主張した

い。一方における CCR 一般化についてのバート

リーの定式化と、他方におけるポストとワトキン

ズの定式化の間の決定的な違いは、合理性へのは

っきりとした言及（それが方法論的に理解された

とき、CCR 一般化においては暗黙のかたちで言及

されていると思うが）をめぐって存在するのでは

なく、「言明」ということばではなく「立場」と

いうことばの使用のうちにある、と。CCR は、包

括的に批判的な合理主義者が真であるとみなす

（合理的に受け容れる）どんな言明も、それ自体

で批判可能であると主張していると理解されて

はならないのだ。P1 は、CCR 一般化の言明とし

ては（ワトキンズの変種がそうであらざるをえな

いように）拒否されなければならない。じっさい、

P1 は、M1 と同じく、明白なかたちにおいてでは

ないが、偽であり、合理的には受け容れられない

と思う。ということは、P2 はその帰結ではない

ということである。反対に、B1――これは、立場

について語っており、言明について語っているの

ではない――は、合理的に受容可能である。しか

し、B2 の批判可能性は、B1 からは帰結しない。

なぜなら、B2 は、われわれがふつうに立場と呼

ぶものではない、つまり、それはたんなる言明に

すぎないからである。（いわゆる「スピーチ･エピ

ソード」に対して「言明」ということばを残した

いと思う者は、これさえも否定することだろう。

Strawson 1950/1971, 190-93.を見よ）。これは詭

弁のように聞こえるかもしれないが、実際はそう

ではない。言明（あるいは発言、ないしはもっと

もよい名で呼ばれるもの）にかんするかぎり、合

理主義者にとって重要なことは、彼が受け容れて

いるおのおのの言明が、それじたいが批判可能で

あるか、あるいは、彼が批判可能であるとして受

け容れている言明からの帰結である、ということ

だろう。採用された立場はなんであれ、批判可能

でなければならないが、その立場からの論理的帰

結のいくつかは批判可能でないかもしれないと

認めることは、なんら非合理主義者に譲歩するこ

とではないのである。 

この方策がたんなるアド・ホックな言い抜けで

ないことを見るために、しばらくのあいだ、科学

と形而上学の境界設定に戻ろう。1.2 の最後のあ

たりで記しておいたように、科学には形而上学的

な内容があると、長年にわたって指摘されてきた。

このことは、境界設定の規準が正しくないことを

示しているだろうか。あきらかにそうではない。

（しかし、バートリーは、そうであると考えてい

たように見える。彼の 1984, 203-05 を見よ）。境

界設定規準に次のような追加事項を付け加えな

ければならない。たんに反証可能な言明の論理的

帰結として科学に入ってきた反証不可能な言明

は、もとの反証可能な言明が拒否されたら、拒否

されねばならない、と。（外交官の家族は免責特

権を、自分自身の権利においてではなく、優遇措

置として受け取る。もし、当の外交官が免責特権

と派遣された国にとどまる権利を失えば、家族も

また、なんら法律違反がなくても、それらを失う）。

よい例は、形而上学的決定論である。これは、ニ

ュートン理論とともに金魚のフンのように科学

に入ってきたが、同じルートで科学から追い出さ

れた。これはある意味において、第 1 章で記した

ように、あきらかに非経験的な処理方法である。

しかし、真と見なされるどんな科学上の仮説から

の帰結もわれわれは真と見なしたいのだから、そ

うしたことをするのは〔境界設定にとって〕本質

的なことである。 

同じことは、もっと一般的に言える。包括的に

批判的な合理主義者は、批判的検討にかける用意

ができていない立場はなんであれ取り上げない

かもしれない。仮説の批判的検討は、通常は、そ
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の帰結のいくつかを批判的に検討することによ

ってなされるのであって、帰結のすべてを検討す

ることによってなされるわけではない。合理主義

者は、自分の考えからの帰結すべてを批判しよう

と努めなければならないというわけではないの

だ。そして、時として起こるかもしれないように、

帰結のいくつかが批判に対してまったく開かれ

ていないとしても――このことは、彼がそれを批

判する仕方を、たとえ潜在的にでも、考えられな

いということでしかないのだが――彼が困惑す

る必要はないのである。この点は、バートリーに

よって、「推移性の仮定」(1984, Appendix 6)にお

いて明確にできただろうに、どうしたわけかそう

はなっていないのである。 

こうした観点からすると、B1 は、バートリー

がわれわれに受け容れるようにと勧めている立

場であり、そしてその本質的な点はそれが批判可

能であるということである。だが、B2 はそれの

たんなる帰結である――CCR が言っていること

に照らせば、興味深い帰結であり、真なる帰結で

ある（であってほしいものである）。しかし、そ

れを独立した立場として取り上げることはでき

ない。それを採用したい誘惑にかられる者は、上

述の論証をちょっと見るだけで、B2 はそれ自体

で可能な立場（もっとも、奇妙な立場だが）であ

るとはいえ、B1 と同時に採用することはできな

いことを理解するだろう。もちろん、それが B1

とともに受け容れられる必要などまったくない。

B1 は B2 をもたらすわけではないのだ。こうした

ことは、疑いもなく、ほとんど期待されていなか

ったことで、ポストとワトキンズがこうした奇妙

な点を明るみに出してくれたことに対しわれわ

れは感謝しなければならない。しかし、二人は、

公正に見て、CCR にダメージを与える批判をした

とは言えない。 

 

ｅ．論理の批判不可能性 

 

論理的真理は批判可能ではないという先のａ．

に加えて、論理的推論の規則体系の批判可能性に

かんしてははるかに重大な点がある。論理的推論

の規則体系は、トートロジーのようにわれわれが

採用する他の立場からのたんなる帰結といった

ものではなく、合理主義の立場そのものを構成す

る不可欠の要素である。だから、CCR は、おそら

くなんらの学説にもコミットしていないけれど

も、少なくとも論理的な推論規則の使用にはコミ

ットしているように見える。この問題についてバ

ートリーが1984 Appendix 5やその他の箇所で論

じたところには混乱があるのではないかと思わ

れるし、批判的議論には「批判的議論において改

訂可能でない」(1984, 254; また 135, あるいは 

1962, 173 も見よ)前提があるという彼の主張は、

まさに、批判的合理主義者が聞きたいとは思わな

い類のことである。 

わたくしの見るところ、状況はじっさいにはむ

しろ単純である。批判的議論は、たしかに、なん

らかの論理体系なしでは実施できない。この意味

では、論理を放棄して合理主義者にとどまること

はできない。この点で、わたくしは、バートリー

と完全に一致する。しかし、用いられている論理

体系は――ルイス・キャロルにもかかわらず――

批判的討論において探求されているもののひと

つと見ることができるのだ。思うに、われわれは

もしなにか面倒なことが生じても、ふつうは、自

分たちが使っている論理体系を責めはしない。し

かし、ときには、責めることもある――たとえば、

ラッセルは、論理的パラドックスに直面してそう

したし、直観主義者もそうした。規則とは、結局、

普遍的であり、もしそれによって、実際とは違っ

て体系的に誤りが導かれたら、最後にはそれに誤

りがあると決定するかもしれない。いままで誤っ

てこなかったという事実に惑わされてはならな

い。いずれにせよ、原理的な批判がどのようなも

のであるかは、先のａ．で説明したように、わか

っている。 
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コンピュータ言語（たとえば、BASIC や

FORTRAN など）は、本質的に、ある一定のハー

ドウェアのオペレーティング・システムで実行さ

れるプログラムであるが、オペレーティング・シ

ステムそのものの正しさをテストするためにこ

うしたコンピュータ言語を使うべきでないとす

る理由はない。明白な意味で、オペレーティン

グ・システムは前提されている。だからといって、

オペレーティング・システムがそうしたテストに

よる批判から免除されているということにはな

らない。「論理を打ち負かすためには、論理を使

わなければならないのだから、論理は無敵であ

る」とヒーヴィサイドは言った(Kline 1980, 316

における引用)。いったい誰が、材料科学を打ち負

かすためには、材料科学を使わなければならない

のだから、材料科学は無敵であると想像するだろ

うか。 

だとしたら、われわれが用いる論理の体系は、

それ自体批判と訂正に開かれている。しかしこれ

は、反論が言わんとしている点をまったくのとこ

ろ捉えそこなっているものだと言われるかもし

れない。この反論は、妥当な推論の規則がまだ普

遍的に正しい仕方で定式化されていないかもし

れない可能性によって、困惑させられるわけでは

ない。責めているのは、CCR が批判を超えている

と見なしているのは、論理それ自体であって、そ

れについてのなんらかの個々の定式化ではない

ということである。わたくしは、この線に沿った

反論にはまったく困惑してしまう。というのも、

たとえ「論理それ自体」のようなものがあったと

しても（この点については、わたくしはそれなり

に疑っている）、論理それ自体が批判的討論に入

ってくるには、（正しくても正しくなくても）あ

るなんらかの定式化のかたちにおいてだけであ

る。「論理それ自体」というなんら定式化されて

いない体系が、合理的研究で前提されたり、想定

されたりすることなどありえない。バートリーは、

決定的問題は、「真なる前提は、妥当な推論にお

いてはいつにせよ、必然的に真なる結論を導くと

いうことを否定するという意味で、論理を訂正で

きるかどうか」であると述べ(1962, 169; 1984, 

132)、合理主義者は、合理主義者であろうとする

なら、それに否定的に答えなければならないと主

張する。エチェメンディ(1990)とマギー(1992)が、

最近、論理的帰結についてのタルスキーの理論を

批判するさいに、これに肯定的に答えることを示

唆したことは、少なからぬ興味を惹く。 

ａ．からｅ．に対するバートリー自身の答えは、

わたくしの答えとは同じではなかったものの、彼

は、わたくしがこれまで述べてきたことのほとん

どに同意しただろうと思う。（これは、あきらか

に批判されうる言明だろう。しかしこれは、わた

くしが語ったことはすべて CCR の主要な考えと

両立するし、それはなんであれ、合理性の問題に

首尾一貫した解決を与えようという問題に対し

て CCR が提出した解決策を追い出してしまうわ

けではない事実から――適切なほかの前提が与

えられれば――帰結することなのだ）。しかし、

わたくしが最後に提出する批判は、まったく異な

る種類の批判である。わたくしは、バートリーだ

ったらそれを受け容れただろうと確信している

わけではない。 

 

ｆ．批判に対する応答 

 

バートリーは、強烈で持続的な批判がもつあり

がたみと望ましさを尽きることなく称えている

が、ひとたび成功裡に批判されてしまった仮説に

ついてはどうしたらいいのかという点について

はほとんどなにも語っていない。ときとして彼は

(たとえば、1984, 194-96)、なんらかの批判は最

終的であるなどとは言えないと堅く考えている

のだが、必要なことは、そうした批判を注記して

進んでいくことだという印象を与えている。この

点がとりわけ明らかになっているのは、経験的基

礎についてのポパーの説明を彼が論じていると
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ころである。そこで彼はこう書いている(op. cit., 

215f)。 

 

もしそうした基礎言明がたまたま理論と両立

しなかったら、理論は、それに相関して偽である。

また、基礎言明は、理論に相関して偽である。理

論の側が報告は間違いであると証明する問題な

どない。どちらも誤りでありうる。どちらも「基

礎」となるわけではない。……この状況を鑑みて、

どの報告を受け容れるべきかについては同意に

よって決める必要があるという要請を付け加え

たところで、なんの足しにもならない。 

 

このように、バートリーは、批判された信念は

拒否されなければならないと断言しかねている。

そのため、マスグレーヴの次のような揶揄を招く

ことになった。マスグレーヴは、CCR とは「信念

は、批判可能でありさえすれば合理的である」と

語る学説である（1991, 30; またかれの 1993, 296

も見よ）、と。マスグレーヴは、「おそらく自分は

……CCR を誤解しているのだろう」と付記しては

いるが。 

問題は、「正当化できないなんらかの点に達し

たら、いつでも、規約とか非合理な決断を要求す

るというポパーの不幸な傾向」（215）にまでたど

れる、とバートリーは言っている。しかし、そう

した決断が非合理であることに疑問の余地はな

いし、CCR の創案者がそうしたことを示唆してい

ることを見いだすことはひとつの警告である。反

対に、そうした決断――これは、いつでも、われ

われが真と考えるものに照らして下されるのだ

が――は、それ自体が、批判、訂正、そして決断

の逆転にさえ開かれている。そうした決断なしで

は、基礎言明の場合においてばかりでなく、われ

われの全知識を通して、批判は無能力であり、た

だ、これはあれによって批判されたという趣旨の

メタ言語的レポートの痕跡を残すだけになって

しまう。真を偽から分離するという仕事を（可謬

的にでも）成し遂げようとしたらもっと多くのこ

とが必要である。しかし、だからといって、なに

を受け容れなにを拒否するかについてのわれわ

れの決断が恣意的になるという危険が生じるわ

けではない。それは、真を発見しそれを偽から分

離したいというわれわれの欲求によって徹底的

に制約されているのだ。バートリーは真理に関心

をもち、正当化を軽蔑していたために、彼は、真

理を探求するにあたってわれわれの下す正当化

されない決断を非合理と呼ぶことで、まさに最後

の瞬間に物怖じしてしまったように思われる。 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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ポパー、神について語る： 

エドワード・ツェリンのインタビュー（1969年

/1998年）1 

立花 希一訳 

秋田大学 

 

ツェリン：思考するとき、あなたには神の居

場所がありますか？ 

ポパー：私は、宗教的にはユダヤ人〔ユダヤ

教徒〕（a Jew by religion）ではないのですが、

「神の御名をみだりに唱えるな」というユダヤ

の戒律には偉大な知恵があるという結論に到

                                                 
1 クラーゲンフェルト大学 Karl Popper Library

より翻訳権取得済み（翻訳権：立花希一 2013 年 7

月 2 日-）。 

この対話は、1969 年、ポパーが 67 歳のとき、生
．

前には絶対に公表しないことを条件に
．．．．．．．．．．．．．．．．．

、神に関する

インタビューに応じて、自分の考えを語ったもので

ある。生前の公表がはばかられるほど率直で誠実な

内容だったので、公表しないことが条件になったの

だろう。したがって、ポパーの発言に嘘偽りがある

とは到底考えられない。ポパーの神に対する考えを

知るうえで、きわめて貴重な資料といえるだろう。

Karl Popper on God: interview with Edward Zerin 

(1969/1988), After the Open Society: Selected 
Social and Political Writings, eds. Jeremy 

Shearmur and Piers Norris Turner, Routledge, 2008, 

pp. 48-52. この対話は、それを収録した論文集が

2008 年に刊行される以前の 1998 年に、下記の雑誌

に掲載されていたのだが、その存在をこの論文集の

入手まで私は知らなかった。Karl Popper on God: 

interview with Edward Zerin, Sceptic, 6, no. 2, 
1998, pp. 46-9. 

インタビュアーのエドワード・ツェリン（Edward 

Zerin）は、アメリカ、サウザンドオークス在住の改

革派ユダヤ教のラビである。アガシの知人で、アガ

シによれば、ツェリンは批判的合理主義者だという。

ツェリンは心理療法士でもあり、現在は、妻ととも

に 1974 年に設立した、夫婦および家族のためのウェ

ストレイク・カウンセリングセンター（the Westlake 

Center for Marital and Family Counseling）に携

わっている。 The Birth of the Torah, Hawthorne 
Books,1962 の著者で、最近の著作に、Jewish San 
Francisco, Arcadia Publishing, 2006 がある。 

達しました。組織宗教（organized religion）

に私が反対するのは、組織宗教が神の御名をみ

だりに利用しようとする傾向があるからです。 

 神が存在するのか存在しないのか、私には

わかりません。私たちは自分たちがほとんど何

も知らないということを知っているのですが、

この事実から、何らかの不可思議な秘密の存在

に関する肯定的な知識を仕立てあげたり、その

ような知識をひねり出したりしてはなりませ

ん。この世界には、不可思議な秘密の性格を備

えているものがたくさんありますが、知識の欠

如から神学を構築したり、私たちの無知を肯定

的な知識の類に変換したりするのは許されな

いと私は思っています。無神論（atheism）の

いくつかの形態は傲慢かつ無知であって却下

すべきですが、不可知論（agnosticism）---無

知を認めつつ探求しようとする態度---はまっ

たく申し分ないと思います。 

 もし神が存在し、私の感謝の気持ちを何ら

かの感謝すべき人格（person）に集中できるの

であれば、それは喜ばしいことです。悪しき哲

学者たちや悪しき神学者たちが引き起こした

混乱があるにしても、この世界はすばらしい世

界です。悪しき哲学者や神学者は、多くの戦争

やひどく残虐な出来事に対してその責めを負

わなければなりません。 

 一神論は哲学的にも情緒的にも多神論よ

り優れていますが、多神論にも利点がたくさん

あります。多神論は、その構造上、一神論と比

べ、他の宗教を容認しやすいし、狂信主義に陥

る危険性もあまりありません。一神論では、他

の宗教的真理を受け容れる余地を残すのは、は

るかに困難です。 

 宗教上のあらゆることは神話に遡ります。

神話は、核となるような真理を含んでいるかも

しれませんが、真ではありません。だとすれば、

どうしてユダヤの神話だけが真で、インドやエ

ジプトの神話は、真であるはずがないのでしょ
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うか？ 

ツェリン：あなたのこれまでの主張によると、

あなたは二つの点で、宗教を尊重しておられる

ようです。（１）宗教について無知だというこ

と、（２）宗教を必要とするひとびとがいるか

もしれず、したがって、そのようなひとびとに

とっては、宗教は有用だろうということ、です。 

ポパー：自分自身を含め、すべての人間が宗

教的だと、私は思っています。私たちはすべて、

自分自身よりもっと大切なもの、それ以上のも

の---適切な言葉を見つけるのが困難なのです

が---を信じています。私は新種の信仰を始め

たいわけではないのですが、私たちが本当に信

じているものは、私が「第三世界〔世界３〕」

と呼ぶもの---すなわち、私たちを超えていて、

しかも相互作用という言葉がもつ文字通りの

意味で、私たちと相互作用し、しかもその相互

作用を通して自分自身を超越することのでき

るもの---です。これは、ギブアンドテイクの

一種ですが、動物のような表出的段階ではなく、

創造されたさまざまな作品から学ぶようなギ

ブアンドテイクです。芸術はその一例です。音

楽が、私にとってはもっとも意味のある芸術で

す。私は自分の音楽に没頭できますが、その音

楽は自分にとっては客観的な経験であって、そ

の経験を通して、私は自分自身を改善しようと

するのです。 

ツェリン：私たちは孤立した個々人ではあり

ません。私たちの存在が社会集団に依存してい

るのであれば、どうすればあなたの認識論を創

造的に活用できるのでしょうか？ 

ポパー：次の言葉を思い出してください

…[ここで、ポパーは、誤りを通して学ぶとい

う主題に関わるピエト・ハインの『グルックス』

の一節2を引用した]。社会的要求に応えようと

                                                 
2 その一節とは、「知恵に至る道だって？そうだな

ぁ、表現は単純明快。間違えて、間違えて、また間

する多くのひとびとにありがちな誇大妄想癖

は、私にはみじんもありません。 

ツェリン：私が拙稿の一つで語った〔ユダヤ

教〕ハシッド派の人間の物語を思い出していた

だければと思います。「私は、自分が続けてい

る祈祷に先立って、『私』が誰だか知りたいし、

『あなた』---神を意味する---が誰なのかを知

りたいのだ」と。そのハシッド派の人間がそれ

を知る前に、人生が終わってしまうかもしれま

せん。それまでの間は、人生を生き続けなけれ

ばなりません。そこで、私の関心は、「〔人生を〕

どのように操ればよいだろうか？どのように

したら一人の思索者から一人の探求者に移行

できるだろうか？少なくとも暫定的にせよ、テ

ストにかけるためにはどのような想定を設定

すればよいのだろうか」にあるのです。 

ポパー：もちろん、ひとは行為しなければな

りません。行為するためには、何らかの事柄を

信じなければなりませんし、時にはたとえ真で

なくても信じなければならないのです。行為す

るためには、受容しなければなりません。その

後、おそらく実際には時間的余裕はあまりない

かもしれませんが、あなたは自分が信じていた

ことを修正することができます。 

ツェリン：私の理解では、権威主義に代わる

ものは、無為でも頑固な自律でもなく、責任あ

る自律です。ここでの責任とは、計算されたリ

スクと機会を捉えた参加を意味します。 

ポパー：［再びハインから、私たちは誤りを

おかすけれども、時の経過とともに誤りを減ら

していくのだという内容の言葉〔「間違えて、

間違えて、また間違える、だけど少なく、少な

                                                                              

違える。だけど少なく、少なく、少なくってこと」

である。Piet Hein, Grooks, Doubleday, 1969, p. 34.
この詩のタイトルは、The Road to Wisdom である。

この対話を収録した論文集の編者によると、引用許

可が得られなかったそうで、詩の内容は引用されて

いない。上記の一節は、Grooks の該当する箇所から

訳出したものである。 
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く、少なくってこと」〕を簡潔に引用する］。 

ツェリン：はい、願わくは、より少なく。 

ポパー：しかしながら、そうなるかどうかは

不明です。計算されたリスクでは、リスクの限

界しか知りえません。 

 もし真理の規準（criterion）があるとす

れば、私たちは、多少なりとも、全知になれる

でしょう。事実を確定したいときには、何度も

何度も私たちは試みて誤りをおかさなければ

なりません。それでもやはり、知識が不十分な

場合ですら、私たちは自分の立場を採らなけれ

ばならないのです。 

ツェリン：神について、その同じ立場を採る

ことができないのはなぜですか？ 

ポパー：最善の宗教は神に関してとても曖昧

ですし、しかもうまい具合にそうなっているの

で、テストしうる、感触可能な何ものかが存在

するなどと主張することはほとんどできませ

ん。その存在は、ただ私たちの感情に訴えるも

のです。宗教がテスト可能である限りにおいて

は、それは偽だと思います。宗教を非難してい

るわけではありません。宗教は科学ではないの

ですから。非難は、むしろ、宗教を科学である

かのように扱い続けている神学者たちに対し

てです。 

 私は、科学を科学ではないものから区別す

るために、反証規準という用語を導入しました。

しかしながら、科学ではないからといって、そ

れは無意味ではありません。 

 私たちは神の前では裸で立っています。あ

る意味、それはまったく申し分のないことです。

この分野では、もし一部の学識のある賢いひと

びと---キリスト教的言い方では、パリサイ派

のひとびとや書記たち---だけが到達できるの

だとすれば、それは悲しいことです。 

 神に関するどんな議論も、ある意味、どう

いうわけか心地よくないのです。私が人生の賜

物と呼ぶものを見つけると感謝の念をもちま

すが、それは何らかの宗教的な神の観念と同調

します。しかしながら、それについて語ろうと

した瞬間、神について語ろうとしていることで

神に対して何か悪いことをしているのではな

いかと狼狽してしまうのです。 

ツェリン：あなたの主要著作は、『歴史法則

主義の貧困』（1957年等）、『推測と反駁』（1963

年等）、『開かれた社会とその敵』（1945 年等）、

『科学的発見の論理』（1959 年等）です。あな

たの思想の核心を見つけるためには、どの著作

を読むように勧めますか？ 

ポパー：私の唱える認識論のもっとも簡潔な

定式化は、ピエト・ハインの作品『グルックス』

にあります。私自身の著作の中では、『推測と

反駁』の序論、「知と無知の源泉について」を

挙げます。 

ツェリン：個人的な事柄について質問しても

いいですか？あなたにはご家族がいますか？ 

ポパー：子どもはいません。私たちは最悪の

ヒトラー時代に結婚しました。私の妻はユダヤ

人ではなかった〔下部オーストリアの小作農出

身〕のですが、子どもをもたないことに決めま

した。もしかすると臆病な選択だったかもしれ

ませんが、ある意味では、正しい決定だったと

思っています。子どもをもたない選択は、神に

対する反抗の一種です。どんなに最悪の事態に

おいてもひとが勇気を保ち続けることができ

るとすれば、それは神を擁護する議論になるで

しょう。精神を破壊する強制収容所の拷問にど

んな人間でも耐えることができるとは私には

思えません。耐え抜いたひとびとも確かにいま

したが、そのようなひとびとは、他のひとびと

とまったく同様に扱われたわけではありませ

ん。 

ツェリン：あなたは、大戦中、ヨーロッパに

はいませんでした。 

ポパー：強制収容所が始まったときにはヨー

ロッパにいましたが、私は何が起きようとして
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いるのかを察知しました。私のとても親しい友

人の中には、強制収容所に送られたひとたちが

います。17 人くらいの親戚---叔父たち、叔母

たち、従兄弟たち---が強制収容所で殺害され

ました。 

ツェリン：かれらはユダヤ人だったからです

か？それとも、リベラルだったからですか？ 

ポパー：ユダヤ人でした。私は、３人の人間

を収容所から助け出しました。 

ツェリン：私の記憶では、『開かれた社会と

その敵』を執筆していた大戦期の大半は、ニュ

ージーランドにいましたね。 

ポパー：そうです。 

ツェリン：あなたは、この世界の悪の問題を

どのように扱っていますか？ 

ポパー：それは仕方がないことです。 

ツェリン：本当のところ、悪の問題をどのよ

うに理解していますか？ 

ポパー：単なる悪というだけではなく、カン

トが導入した用語でいえば「根本悪」の可能性

があります。根本悪とは、もっとも勇敢で最良

の人間ですら耐え切れず精神的に壊れてしま

うようなことが人間に降りかかることです。カ

ントが根本悪について語った際、何か具体的な

ことを念頭に置いていたとは思えません。ヒト

ラー以前に、根本悪が何を意味したのか私には

想像できないのです。 

ツェリン：悪の存在をどう説明しますか？ 

ポパー：説明などできません。私を神への反

抗に向かわせ、神あるいは神のようなものの存

在に疑惑をもたせ、さらに、神についてひとは

語るべきではないなどとますます私を確信さ

せてしまうものが、まさに悪です。 

ツェリン：「根本悪」に対してひとはどのよ

うに対処すべきだと思いますか？ 

ポパー：対処（cope）ですって？それは大そ

れた言葉です。まったくわかりません。せいぜ

いできることは、合理的な手段によって、ある

いは巧みに情に訴えかけるといったあまり合

理的とはいえない手段によってでも、可能な限

り、暴力や残虐はどんな代償を払っても回避す

べきだということを納得してもらえるように、

ひとびとに働きかけることです。 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

 

 

＜＜書評＞＞ 

 

「人類の合理的統一」というポパーの理

念に照らして、 

小河原誠著『宗教知識教育の理念と方法

―批判的合理主義の観点から―』 

を読む 

 

秋田大学 

立花 希一 

 

われわれ(日本)の公教育は、少なくとも要請と

しては真理を教えること
．．．．．

、そして、価値にかかわる

公教育（たとえば、道徳教育）もまた要請としては

真理と矛盾しないことを大前提としているというこ

とである。わたくしは、この大前提にそくして考え

てみたい。 

いま指摘した公教育の大前提は、科学と宗教の
．．．．．．

闘争
．．

の結果として、もっと率直に言えばその闘争に

おいて科学が勝利した
．．．．．．．

ことの結果である。ここから
．．．．

、



 

44 

 

公教育においては真理
．．．．．．．．．．

──現実には
．．．．

、もっとも批判
．．．．．．

に耐えている仮説
．．．．．．．．

──を教えるべきだという考えが
．．．．．．．．．．．．．

成立した
．．．．

。 

こうした公教育において、科学の教える真理
．．．．．．．．

と

真っ向から対立する・宗教上の教説を教える
．．．

ことは

現実的に不可能であろう。もしそれをおこなったな

らば、反科学を標榜する宗教を宗教宗派教育として
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

実行したことになってしまう
．．．．．．．．．．．．．

であろう。公教育にお

いてそれは許されることではない。 

小河原誠、『宗教知識教育の理念と方法―批判的合

理主義の観点から―』、40 ページ、傍点引用者 

 

  19 世紀の科学と宗教の闘争は、廃棄されたよ

うに私には思われる。「無批判的な」合理主義は矛盾

しているので、科学と宗教の闘争の問題は、知識

（knowledge）と信仰（faith）との間の選択ではあ

りえず、ただ単に二種類の信仰iの間の選択にすぎな

い。新たな問題とは、どちらが正しい信仰なのか、

どちらが誤った信仰なのかである。私が明らかにし

ようと試みたことは、われわれが直面している選択

は、理性に対する信仰
．．．．．．．．

および人間性を備えた個々人

に対する信仰と、人間を集団に統合する人間の神秘

的諸能力に対する信仰との間に存するということで

ある。そしてこの選択は同時に、人類の統一を承認
．．．．．．．．

する態度
．．．．

と、人間を友と敵、主人と奴隷に分断する

態度との間の選択でもある。 

私が言いたいのはただ、〔宗教と科学の衝突の〕

問題がもはや存在しないことを、・・・われわれは今

ではすっかり学んだということである。 

カール・ポパー、『開かれた社会とその敵』、24 章

４節、本文およびその注、傍点引用者 

 

ほとんどの宗教組織体制の蒙昧主義的で退

行的な特徴は、宗教そのものに対する敵対行為を
．．．．．．．．．．．．．．．

正当化するようにみえるかもしれない
．．．．．．．．．．．．．．．．．

。・・・宗
．

教ではなく蒙昧主義と戦う
．．．．．．．．．．．．

ほうがいいし、容易だ

し、適切である。 

ヨセフ・アガシ、『科学と文化』（Joseph Agassi, 

Science and Culture, Kluwer Academic 

Publishers, 2003, p. 89. 邦訳なし）、傍点引用

者 

 

  宗教戦争や狂信主義の血なまぐさい記録

こそが宗教の本質
．．．．．

だと、最近、無神論者は論じて

いる。・・・問題は狂信主義
．．．．．．．

であり、宗教ではな

い。 

ウィリアム・バークソン、『父祖たちの諸章：

現代生活に対する時代を超えた知恵』（William 

Berkson, Pirke Avot: Timeless Wisdom for 

Modern Life, Jewish Publication Society, 2010, 

p. 100. 邦訳なし）、傍点引用者 

 

  人になにかを教えることはできない
．．．．．．．．．．

。ただ

その人が自分でみつけるように手助けできるだ
．．．．．．．

けだ
．．

。 

ガリレオ・ガリレイ、傍点引用者 

 

I. はじめに 

ここで執筆しようとしている書評の対象、小

河原誠著『宗教知識教育の理念と方法―批判的

合理主義の観点から―』キンドル版、2013年は、

藤原聖子著『教科書の中の宗教―この奇妙な実

態―』、岩波新書、2011年に対する書評を軸に、

それを拡大・敷衍して完成した著書のようであ

る。このような経緯を踏まえるならば、藤原氏

が小河原氏による批判に対して返答し、さらに

双方の間で批判的議論がなされることが望ま

しいし期待されるところでもあろう。しかし、

本書は、この５月 31日に出版されたばかりで

あり、藤原氏は当然、本書をまだ読んでいない

はずなので、双方の批判的議論がすぐに実現す

るのは無理である。来年度以降に開催されるポ

パー哲学研究会年次大会で、例えば、「宗教教

育のあり方」といったテーマを掲げたシンポジ

ウムを行い、そのシンポジストとしてお二人に

ご登場いただくというやり方も考えられるか
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もしれない。 

 したがって、書評を書くのであれば、私と

しては、本書だけの書評というより、上で提案

したような、二人の著者による相互の批判的議
．．．．．．．

論を拝聴した後で
．．．．．．．．

、そこで得た知見を整理し、

自分なりの見解・立場を明確にしたうえで、本

書と藤原の著書を並べて、比較検討して論じる

形の書評のほうがありがたいのだが、今年度前

期に刊行予定の『批判的合理主義研究』に間に

合うように書評を書くというのが、私に与えら

れた課題になってしまったので、それはできな

い相談である。 

直ちに書評に入らず弁解がましいことを書

いているのは、宗教問題はひじょうにデリケー

トでセンシティヴであり、さらに、宗教教育問

題となるともっと複雑で難しく一筋縄では行

かないからである。 

差し障りのないところで、先ず、『宗教知識

教育の理念と方法―批判的合理主義の観点か

ら―』の構成を紹介しよう。 

 

宗教知識教育の理念と方法 

本書の全体構成 

第一部 宗教教育への批判 

Ⅰ はじめに 

Ⅱ 氏は問題状況を正しくとらえているか 

(1)われわれの課題は宗教を支援することにあ

るのだろうか 

(2)教科書の不平等性 

(3)宗教と科学の対立 

Ⅲ 価値的主張に対する批判の在り方と本書の論

理構成 

Ⅳ 宗教教育の実行不可能性 

(1)理解と同意とリスペクト 

(2)共感の不可能性 

(3)科学と宗教の相互否定 

(4)「リスペクトし学びあう」ことの要求は思想

の自由を侵しかねない 

(5)「神々の争い」論  

(i)神々の永遠の争い 

(ii)知性の犠牲 

Ⅴ 宗教教育が成立しているにもかかわらず、三

つの課題が実現しない 

(1)人格形成教育 

(i)人格の基礎としての自律の原則 

(ii)科学教育をつうじての人格形成 

(iii)宗教的情操教育がもちこむ価値とその

自己矛盾 

(iv)宗教的情操教育は自律の原則と衝突し、

人格形成教育を破壊する 

a 宗教的情操教育は人格の根源にある

自律の原則と衝突する 

b 宗教的情操教育の理念は公共的討論

にそぐわない 

(v)道徳教育の貧困およびその反科学性 

(vi)教養教育と価値自由のテーゼ 

(2) 異文化理解教育 

(i)「訓話化」および「浄化」の発生とその帰

結  

a「訓話化」  

b「浄化」  

(ii)異文化理解の矮小化 

(iii)「状況分析」の唯心論的偏向 

(iv)「知性の犠牲」と異文化理解の崩壊 

(3) 論理的・批判的思考力や対話能力の育成教

育 

Ⅵ 宗教教育の実現手段について 

(1) 教科書の編集 

(2) 対話型教育 

Ⅶ 達成度の測定について 

Ⅷ 随伴結果の問題──信教の自由との抵触 

第二部 ウェーバー再考 

Ⅸ 第二部の構成 

Ⅹ 「神々の争い」論再考──その脱構築に向け

て 

（1) 神々の争いが生まれた背景 
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（2）正当化的思考と批判的思考の相違 

(i)理由づけの無限背進 

(ii)理由づけの循環 

(iii)理由づけの恣意的打ち切り 

（3）非正当化主義への道 

XI 価値自由のテーゼ再考 

（1）事実と価値との批判的媒介──学問の権能に

そくして 

(i)手段の適合度の検証 

a 科学がおこなっていること 

b 理論的不可能性と技術的不可能性 

(ii)随伴結果の予測 

(iii)目的の根底にある理念の解明 

(iv)首尾一貫性を規準とする理念‐目的連関

の形式論理的批判 

（2）価値自由のテーゼについての整理 

（3）価値自由のテーゼがそれ自体ひとつの価値で

あることについて 

ⅩⅡ 非正当化主義的学問と宗教知識教育の理念 

（1）宗教知識教育の基礎にある宗教理論について 

（2）形而上学的背景 

（3）対話としての宗教知識教育 

付論 1 「対話」という名の幻想──啓蒙主義へ

の裏切り──  

（1）ハーバーマスの基調報告 

（2）ラッツィンガーの基調報告 

（3）アルバートの視角から 

付論 2 イメージの抗争 

あとがき 

 

 本書の内容を一文で要約すれば、「第一部

が藤原氏による宗教教育iiプロジェクトの提言

に対する小河原氏の批判
．．

で、第二部が小河原自

身による宗教教育iiiプロジェクトの（代替案の）

提言」となる。アマゾンの内容紹介では、もう

少し詳しく、「第一部では藤原聖子氏による宗

教教育の提言を徹底的に分析し、そうした教育

の不可能性を論じる。第二部では、非正当化主

義の観点からウェーバーの「神々の争い」論と

価値自由のテーゼを根本的に脱構築する。それ

によって宗教教育のみならず、価値の教育とし

ての「教養教育」の育つべき新たな地平をきり

ひらく。付録ではハーバーマスと先のローマ法

王との対話なるものを悪しき「対話」の典型的

例として徹底的に批判する。宗教や価値の問題

に関心をもつ人びとすべてに哲学的考察を迫

る書」となっている。 

このように構成はきわめて明瞭だが、構成の

内容・項目を一瞥しただけでわかるように本書

が扱っている問題は、宗教教育に留まらず、科

学教育、道徳（倫理）教育とも関わるし、日本

国憲法で規定されている基本的人権の中の、特

に「思想の自由」、「信教の自由」とも深く関わ

り、したがって、政治・政治学、法律・法学・

法哲学とも関係する。また、個々の教科・学問

の教育に留まらず、教育学、教育論、教育哲学

にまで問題の射程は広がるし、科学・宗教・道

徳（倫理）や宗教哲学・道徳哲学（倫理学）・

科学哲学を横断する学際的問題でもある。さら

に、教育と研究の関係も考慮せざるを得ない。

本書の構成に登場する項目を、哲学・倫理学で

議論される問題・テーマに置き換えて表現する

と、「事実と価値iv」、「価値自由性」、「寛容と尊

重（リスペクト）v」、「自律」、「人格」、「平等」、

「理解」、「知性と情操（感性）」といった重要

な問題・テーマがずらっと並んでおり、どの問

題・テーマを取り上げても大論文・著書ができ

あがりそうな、困難で未解決な問題・テーマが

扱われている。 

上記の事情だけでも、書評執筆がためらわれ

る理由がわかっていただけるものと思われる。

率直に言って、浅学非才な私には本書の書評を

執筆する能力をもちあわせていない。「是非、

読者の皆さんには、直接、小河原著書と藤原著

書を読んでいただきたい」とお願いするのが、

私にできる最善の書評であるかもしれないvi。 



 

47 

 

しかし、引き受けてしまった以上、書評をこ

こでやめるわけにはいかないだろう。そこで苦

肉の策として、小河原氏にはまったく申し訳な

いが、本書の趣旨からはずれることを承知のう

えで、本書の副題が、「批判的合理主義の観点

から」となっているので、この「批判的合理主

義」に注目し、さらに、問題・目的である「宗

教教育プロジェクトの（代替案の）提言」の「宗

教教育」から「教育」を除いてvii、主として「宗

教と批判的合理主義の関係」という問題に限定

し、それに対する小河原氏の見解を明らかにし

ながら、その批判的検討を行う形で、書評の代

わりとさせていただきたい。したがって、氏の

議論の展開に忠実とはいえないことをお断り

しておく。 

 

II. 小河原氏の思想的立場 

先ず、本書における小河原氏の思想的立場を

確認することにしよう。本書でも率直に自分の

確固たる思想的立場を鮮明に打ち出し、しかも、

その思想的立場に立脚して本書全体の議論を

展開している。 

 

われわれは、科学的知識をきちんと学ぶのみな
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

らず
．．

、啓蒙主義（科学）の精神を学び
．．．．．．．．．．．．．．

、それを自己
．．．．．

形成に生かしていく必要があるだろう
．．．．．．．．．．．．．．．．．

。 

わたくしは、カントが語ったような自律の精神
．．．．．．．．．．．．．．．

としての啓蒙主義の理念をいかに引き継ぐべきかと
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

いうこと
．．．．

、これこそがわれわれの時代における根本
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

的な課題なのだ
．．．．．．．

と思う。科学の精神は、人格と自律

の形成に大きく役立ちうるにもかかわらず、宗教と
．．．

いう怪しげなもの
．．．．．．．．

がそれを不当にも奪い取り、幻想

を振りまいている。 

わたくしは、科学をひとつの拠
．．．．．．．．

りどころとして
．．．．．．．

宗教を批判するという啓蒙主義の壮大なプロジェク
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

ト
．
──いまだ完遂されたわけではない

．．．．．．．．．．．．．．
──を忘れて

．．．．

はならない
．．．．．

、と思う者である。ましてや、宗教教育
．．．．

の名のもとに墓場から死せる神々を蘇らせる
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

ことな

ど、認められることではないviii。 

 

小河原氏の思想的立場が、カントを代表とす

る啓蒙主義と宗教に対する不信（さらには反宗

教）にあることがわかるが、さらに「あとがき」

では、次のように述べている。 

 

本書の思想史的位置についてひとこと述べさせ

ていただくと、本書は現代ではカール・ポパーに始

まる批判的合理主義
．．．．．．．

の流れのなかにある(つもりで
．．．．

ある
．．

)。この哲学は、捉え方はいろいろあるだろうが

基本的には、認識論（反証主義的科学哲学）と実質

的な価値を担った社会哲学（「開かれた社会」の哲学）

を車の両輪として形成されている。この哲学の流れ

において、宗教批判
．．．．

(広い意味での宗教哲学）をおこ

なった（おこなっている）のは、外国では主として

（故）ウィリアム・ヴァーレン・バートリー
．．．．．

（The 

Retreat to Commitment、未邦訳）とハンス・アルバ
．．．

ート
．．

（未邦訳だが、神学および解釈学批判関連の多

くの書物）である。日本では（故）市井三郎氏（『近

世革新思想の系譜』など）や浜井修氏（『社会哲学の

方法と精神―批判的理性論集』に収められている宗

教哲学および神学関係の論文）である。これら四氏

のテーマは、それぞれに大きく異なっており、同じ

思想的潮流のなかにあるとは外部からの観察者には

にわかには認めにくいかもしれないが、強烈な批判
．．．．．

精神が貫かれている
．．．．．．．．．

点で、否認のしようもなく、批
．

判的合理主義の精神
．．．．．．．．．

を固有の仕方で輝かせている。

いまわたくしが、宗教教育とその方法論についてそ

れなりの議論を追加しえた──と信じたいのである

が──とするならば、わずかとはいえこの水流を豊

かにしえたかもしれないix。 

 

 小河原氏は、非正当化主義、汎批判的合理

主義を強力な武器にして、「科学をひとつの拠
．．．．．．．．

りどころとして宗教を批判する
．．．．．．．．．．．．．．

という啓蒙主

義の壮大なプロジェク」の一環として、「宗教

教育とその方法論」を提言していることがわか
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るだろう。 

さらに、現代の日本ばかりではなく、世界（と

いっても、主に欧米のいわゆる「キリスト教世

界」だが）にも目を向け、氏の把握した
．．．．．．

時代認

識(状況認識)に基づいて、世界改善の試みを行

おうとしている。その時代認識(状況認識)はこ

うであるx。 

 

  世界的に見ればイスラム原理主義xiとか進化

論を否定する創造説のような宗教的ファンダメンタ
．．．．．．．．．．

リズムが跋扈している
．．．．．．．．．．

光景もある。こうした光景を

見れば、科学の精神や啓蒙主義はいったいどこへ行
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

ってしまったのかと問わざるをえない
．．．．．．．．．．．．．．．．．

だろう。わが
．．

国において
．．．．．

、宗教的ファンダメンタリズムが猛威を
．．．．．．．．．．．．．．．．．

振るっているなどとは思わないが
．．．．．．．．．．．．．．．

、宗教が依然とし
．．．．．．．

て大きな力をもっている
．．．．．．．．．．．

のは明白である。宗教がい

ろいろなこと（迷信
．．

）にかこつけて金儲けをしてい

るのは誰でも知っている。宗教がわれわれの自律に

寄与し人格形成に貢献するなどというのは宗教家が
．．．．

ふりまく幻想
．．．．．．

である。われわれは、科学的知識をき

ちんと学ぶのみならず、啓蒙主義（科学）の精神を

学び、それを自己形成に生かしていく必要があるだ

ろう。 

 

 この時代認識(状況認識)が、重要な時代認

識（状況認識）のひとつであることは確かだろ

うが、これが唯一のものではなく、それ以外に

も相互に衝突・競合する複数の時代認識（状況

認識）があることもまた確かだろう。例えば、

アガシは、現在では、科学があまりにも強い存
．．．．．．．．．．．

在になっている
．．．．．．．

という認識をもっているxii。同

様に、ファイヤアーベントは、「社会全般にお

いて科学者の判断は、それほど古くない時代に

司教や枢機卿の判断が受け容れられていたの

と同様の尊敬の念をもって受け容れられてい

る」と述べているxiii。個々の時代認識（状況認

識）の相違に応じて、個々人の宗教に対する見

解や態度、さらには対応の仕方も変わりうるだ

ろう。ここでは、問題の指摘だけに留め、これ

以上、この問題には立ち入らないことにするxiv。 

 

III. バートリーの汎批判的合理主義とポ

パーの批判的合理主義 

 バートリーがポパーの「批判的合理主義」
xvを批判し、それに代わる「汎批判的合理主義」

を提唱したのは周知の事実である。しかし、ポ

パーの「批判的合理主義」がどういうものなの

かについては、実は、批判的合理主義者の間で

も意見が一致しているわけではないxvi。本書で、

小河原氏は、「非正当化主義」という言葉も用

いているが、バートリーは、ポパーの「批判的

合理主義」に正当化主義の残滓を看取し、ポパ

ーの「理性信仰（faith in reason）」を信仰主

義（fideism）とみなして、その払拭を試み、

さらにポパーの「批判的合理主義」を正当化主
．．．．

義
．
のエイヤーの立場と同じ

．．
仲間にして、「批判

的合理主義」と呼んだ。バートリーから見れば、

十全な意味での「非正当化主義」は「汎批判的

合理主義」にほかならない。しかしながら、批

判的合理主義者の中には、非正当化主義を標榜

するものの、汎批判的合理主義を採用しない者

もいる（例えば、アガシ、ジャーヴィ、セトゥ

ル、ワトキンズなどxvii）し、ラドニツキーのよ

うに汎批判的合理主義を支持する者もいるが、

そのラドニツキーも、「汎批判的合理主義」の

「包括性（汎）」を留保する「批判的合理主義」

の存在を認め、しかも、その立場も「非正当化

主義」だとみなしているxviii。 

 私の判断が間違っていれば別だが、小河原

氏は、バートリーが「汎批判的合理主義」を提

唱して以来、一貫して「汎批判的合理主義」を

支持していると思われるが、その思想的立場は

本書でもまったくゆるいでいないようである

（先に引用した箇所でも、バートリーとアルバ

ートの名前を挙げていた）。 

他方、私は、批判的合理主義を「攻撃的な批



 

49 

 

判的合理主義(aggressive critical 

rationalism)」、「防御的な批判的合理主義

（defensive critical rationalism）」、「寛容

な合理主義（tolerant rationalismxix）」の３種

類に分け、バートリーの汎批判的合理主義を、

アルバートと同類の「攻撃的な批判的合理主

義」に分類し、そのタイプの批判的合理主義の

問題点を指摘し、それに代わる「寛容な批判的

合理主義」を提唱したことがあるxx。 

 端的に言って、汎批判的合理主義ではない

批判的合理主義では、宗教的な批判的合理主義

も可能であり、実際に、宗教的な批判的合理主

義者が存在する（私の知る範囲で若干の例を挙

げると、カナダ在住のセトゥルは批判的合理主

義者だが英国国教会の牧師
．．．．．．．．

、バークソンはアメ

リカ在住の改革派ユダヤ教
．．．．．．．

の批判的合理主義

者、フィッシュはイスラエル在住の正統派ユダ
．．．．．

ヤ教
．．

の批判的合理主義者、ラオールは特定の宗

派には属していないが宗教や宗教体験、宗教的

伝統に共鳴しているイスラエル在住の批判的

合理主義者であるが、ここの全員が汎
．
批判的合

理主義者ではない）。小河原氏は、この現実を

どう受けとめ、どう判断し、対応されるのだろ

うか。汎批判的合理主義者
．．．．．．．．．

でありかつ無神論者
．．．．

xxiであるバートリーやアルバートとは異なり、

かれらは、批判的合理主義者
．．．．．．．．

であると同時に、

何らかの意味で、有神論者
．．．．

でもある。しかし、

かれらは、批判に対して開かれていない「独断

的な宗教（dogmatic religion）」に反対する点

では共通しており、したがって、自分の宗教を

独断的に奉じているわけではない。 

  

ポパーは、批判的合理主義について次のよう

に述べていたxxii。 

 

 批判的方法 においては、可能なところではどこ

でもテストが、そしてなるべくならば実際的テスト

が用いられるであろうが、批判的方法は私が批判的

態度ないし合理的態度と呼んだものに一般化できる、

ということを強調した。・・・批判的態度をできるだ

け拡大するという要求は「批判的合理主義」と呼べ

るであろう。 

 

テストないし実際的テストを行う批判的方

法は主として（自然）科学の領域で用いられる

が、批判的方法を一般化した批判的態度ないし

合理的態度は科学の領域だけに限定されず、そ

れ以外の領域、例えば、哲学（形而上学、倫理

学）、政治、教育等の領域でも適用可能である。

批判的合理主義（バートリーの用語では、汎批

判的合理主義）のこの側面を徹底的に推し進め、

批判的態度を宗教の領域にまで拡大した
．．．．．．．．．．．．

のが

バートリー（やアルバート）である。その結果、

バートリーは、例えば、ポパーがある意味、評

価していたバルトを究極的には非合理主義者

だとみなし、さらに、キリスト教は批判に耐え

ないとして却下し、自分自身は無神論者になっ

た。バートリーによれば、キリスト教徒は、キ

リスト教徒である限り、（汎批判
．．．

的
．
）合理主義

．．．．

者
．
にはなりえない。 

 

バートリーは、バルトを念頭において次のよ

うに述べているxxiii。 

 

キリスト教徒は
．．．．．．．

、自分自身のキリスト教の観点

からキリスト教への自分のコミットメントに対する

批判を考慮し
．．．．．．

、批判によって考えを変更することが
．．．．．．．．．．．．．．．．

できない
．．．．

のである。 

 

バートリー自身は、キリスト教への自分のコ

ミットメントに対する批判を考慮し、批判によ

って考えを変更した。すなわちキリスト教を放

棄して合理主義者になった。バートリーの汎批

判的合理主義によれば、キリスト教徒でありか

つ合理主義者であることは不可能であるxxiv。逆

に言えば、キリスト教にコミットし続け、キリ
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スト教へのコミットメントに対する批判を考

慮し、批判によって考えを変えないキリスト教

徒は、非合理主義者
．．．．．．

だということになる。バー

トリーは、「非合理主義者であることを望み、

しかも個人的にそうできるひとは誰でも、非合

理主義者のままでいられるかもしれない」とも

述べているxxv。 

バートリーの汎批判的合理主義は、冒頭で引

用した小河原・ポパーの「科学と宗教の闘争xxvi」

を、「（汎批判的）合理主義と非合理主義の闘争」

に変換しようとしたものとして解釈すること

もできるかもしれない。ここでの宗教は、キリ

スト教（プロテスタンティズム）のことである。 

汎批判的合理主義によれば、批判に対して開

かれており、しかも（もっとも厳しい）批判（検

討）に耐えている立場（理論）を（暫定的に）

保持することが合理的である。科学（科学理論）

は、批判・反証の試みに対して開かれており、

しかももっとも厳しい批判に耐えている。した

がって、もっとも厳しい批判に耐えている科学

理論を（暫定的に）保持することは合理的であ
．．．．．

る
．
。したがって、合理主義者なら

．．．．．．．
、科学

．．
（科学

理論）を保持するだろう
．．．．．．．．

。 

他方、宗教（プロテスタンティズムの教説）

は、批判に対して開かれておらず、批判を考慮

し、批判によって考えを変更することができな

い。批判に対して開かれていないというだけで、

非合理である
．．．．．．

。かりに批判に対して開かれてい

るとした場合、批判に耐えないことは明白であ

るxxvii。もっとも厳しい批判に耐えている理論

を保持することが合理的なのだから、批判に耐

えないような教説を保持するのは非合理であ
．．．．．

る
．
。いずれにせよ、宗教的教説は非合理である

．．．．．．
。

したがって、合理主義者なら
．．．．．．．

、宗教
．．

（プロテス

タンティズムの教説）を却下するであろう
．．．．．．．．．

。も

し宗教を保持するひとがいるならば、そのひと

は非合理主義者
．．．．．．

である。 

バートリーの場合、さらにおまけがつく。汎

批判的合理主義自体が、批判に対して開かれて

おり、しかも（もっとも厳しい）批判に耐えて

いる。したがって、汎批判的合理主義を保持す

ることが合理的であり、合理主義者なら汎批判

的合理主義を保持するであろう（汎批判的合理

主義を保持しないひとは、非合理主義者だとい

うことになる）。 

この主張が正しいとすれば、結局のところ、

汎批判的合理主義を保持するひとだけが合理

主義者であり、汎批判的合理主義が設定した合

理性の基準をクリアする理論、例えば、科学（理

論）の保持だけが合理的だということになるだ

ろう。 

汎批判的合理主義の合理性の基準によれば、

批判的合理主義者のアガシ、ジャーヴィ、セト

ゥル、バークソン、フィッシュ、ラオールxxviiiら

は、真の合理主義者ではないことになるだろう。

さらには、批判的合理主義を提唱したポパーす

ら、真の合理主義者ではないことになってしま

うのではなかろうか。バートリーの批判を受け

ても、ポパーは、例えば、「理性信仰
．．

」を最後

まで放棄しなかったし、無神論者でもないから

である。 

この事態に直面した場合、少なくとも、ふた

つの選択肢がある。ひとつは、ポパーは批判的

合理主義を提唱したけれども、有言不実行で批

判的合理主義を実践しなかったので、批判的合

理主義者とはいえないという判断である。もう

ひとつは、バートリーの汎批判的合理主義の合

理性の要求があまりにも強硬でハードルが高

すぎるために、汎批判的合理主義を支持する者

やバートリーは除き、それをクリアすることが、

ポパーを含め他の批判的合理主義者にとって

すら、きわめて困難なのではないかという判断

である。だからといって、汎批判的合理主義が

偽だという結論にはならないが、厳密な意味で

は、ポパーすら合理主義者と呼べなくなってし

まうのは、合理主義の陣営に含まれる人間をひ
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どく狭めてしまうのではないかという疑問は

生じるだろう。あるいは、ポパーの理念だった

「人類の合理的統一」という方向に逆行するの

ではないかという疑義もありうる。すべての宗

教とはいわないが、一神教を奉ずるキリスト教

徒、ユダヤ教徒、イスラム教徒などは、おそら

くバートリーのような無神論者ではないので、

合理主義（汎批判的合理主義）の陣営から排除

されてしまうだろう。 

ところで、上記のような問題提起に対して、

小河原氏の「批判的合理主義」では、どのよう

な判断がなされるのだろうか。 

ポパーの批判的合理主義には、先に言及した

「批判的態度をできるだけxxix拡大するという

要求」としての批判的合理主義の側面とは別の
．．

側面
．．

があった。それを明確に示すポパーの次の

ような発言がある。それを要約しよう。 

ポパーは、1940年、クライストチャーチ大学

（ニュージーランド）における宗教に関する拡

充講義で、自分の前に講義を行った講師、マー

リン・デイヴィーズと同じ題目、「道徳的人間

と非道徳的社会」で講義を行ったが、その冒頭

で、デイヴィーズの講義の発言、すなわち、「わ

れわれのような社会においては、キリスト教徒
．．．．．．

が非キリスト教徒と協力しあわなければなら
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

ない
．．

ことは明白である」を絶賛し、次のように

コメントした。 

 

この宣言は根本的である。キリスト教徒と非キ
．．．．．．．．．

リスト教徒だけではなく
．．．．．．．．．．．

、白人や有色人、マオリ人

やパケハ人〔ヨーロッパ系の非マオリ人に対するマ

オリ側の呼称〕、学者や素人、老人や若者などの間の

協力精神こそが、現在の世界よりも少しでもより良

い世界の建設に向けてなしうる措置にとって不可欠

の前提条件である。 

 

さらに注目すべきは、この協力精神を「私が

間違っていて、あなたが正しいかもしれない。

そしてお互いの努力によってわれわれはより

真理に近づけるかもしれない」という態度のこ

とだとし、この態度を合理主義の精神と呼ぶ
．．．．．．．．．．．．．．．

の

だと述べていることであるxxx。 

 小河原氏の用語を借りると、「啓蒙主義の

壮大なプロジェクト──いまだ完遂されたわ

けではない──」のポパー版
．．．．

は、さまざまな宗

教の信仰者や非信仰者を問わず、いわば「問答

無用」即「発砲」はせずに、「他者の議論に耳

を傾ける用意がほんの少しでもあるひとびと、

すなわち、（批判を完全に締め出しているわけ

ではない）批判に対して開かれているすべての

ひとびと」に対して向けられている「人類の合

理的統一（rational unity of mankind）」の理

念への接近に努力することであるように思わ

れるxxxi。この「人類の合理的統一」という理念

から、ポパーの批判的合理主義とバートリーの

汎批判的合理主義を比較した場合、ポパーのほ

うが圧倒的に優っていると私には思えてなら

ない。 

 

 

 

注 

 

                                                 

i 誤解を避けるために述べておきたいが、ポパー

は全面的に（科学的）知識を信仰に還元しているわ

けではない。別のところであるが、ポパーは次のよ

うに述べているからである。「ひとびとが真だと信じ

ていることはしばしば偽である。大半のイデオロギ

ー上、宗教上の論争においては、論争の双方のどち

らも間違っている。したがって、われわれにとって、

ふたつの事柄を区別することが重要である。すなわ

ち、ひとびとが真だと信じることと、事実問題とし

て真であることの区別である。ひとびとが真だと信
．．．．．．．．．

じること
．．．．

（what people believe to be true）と、

事実上
．．．

、真であること
．．．．．．

（what is in fact true）の
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この単純な区別が、きわめて重要なのは明白である。

と同時に、この区別を行うのはあまり容易なことで

はない。もしこの区別が容易ならば、真だと知って

いると信じているにもかかわらず、実際には間違っ

ているひとびとがこれほど多くはいないはずであ

る。・・・ここに科学が登場する。それは、科学がつ

ねに無謬だからというわけではなく---科学が無謬

でないのは明らかだ---、たとえ真理が、われわれす

べての信念、われわれすべての個人的確信、われわ

れすべての伝統、われわれすべての先入観と衝突し

たとしても、科学は真理の探求をその主要課題とし

ているからである」と。Karl Popper, After the Open 

Society Selected Social and Political Writings, 

eds. Jeremy Shearmur and Piers Norris Turner, 

Routledge, 2008, p. 256. 傍点は原文イタリック。 

ii 公教育における宗教教育の問題が顕著になっ

たのは、2006 年、第一次安倍内閣の時代に新教育基

本法が成立し、宗教教育に関する規定に、旧教育基

本法にはなかった「宗教に関する一般的な教養」の

文言が付加されたことによる。旧教育基本法では、

一応、宗教教育
．．

は禁止されていたのだが、この変更

によって、宗教教育の導入がありうることになって

しまった。これは、実にきわめて重大な根本的変更
．．．．．

といえるだろう。現時点では、教科としての「宗教

教育」は存在しないが、高等学校では、特に「倫理」

が宗教教育の受け皿になる可能性がこれまで以上に

強くなっている。因みに、道徳の教科化の問題も浮

上している。「教科」かそうでないかは決定的に異な

る事態である。現在の日本では、教科になると検定

教科書が作成され、しかも、教科書の内容に関する

テスト等によって成績評価がなされるからである。

小河原氏も適切に指摘している教科書の影響力の大
．．．．．．．．．

きさ
．．

（267 ページ）は強調しても強調しすぎること

はないだろう。但し、試験の前に一夜漬けで教科書

の内容等を丸暗記し、答案にそれを吐き出した後に

は、そのすべてが頭からさっと消えてしまうような

場合には、あまり影響はないかもしれないが。 

                                                                              

藤原氏は、倫理の教科書の執筆で苦労した経験も

あり、氏が問題にしている宗教教育は、主として、

公立学校における高等学校公民科倫理という授業の

あり方や、授業で使用される検定教科書の記述のあ

り方の中に位置づけられる宗教教育に関するもので

ある。他方、小河原氏が問題にしている宗教教育は

それだけに留まらず、大学の教養教育にまで拡大さ

れている。大学教育とそれまでの公教育の決定的な

相違は、大学には「文部科学省検定教科書」は存在

しないという事実である。この相違だけでも、問題

状況も議論の仕方も異なるだろう（義務教育ではな

い高等学校と義務教育学校とでも問題状況も議論の

仕方もまったく同じではないだろう）。 

私見では、そもそも文部科学省検定教科書は必要

かという議論がなされてしかるべきだと思うし、か

りに検定教科書の存在を前提にした場合でも、教科

書検定に用いられる、高等学校教科用図書検定基準

（平成 21 年 9 月 9 日文部科学省告示第 166号）や学

習指導要領が果たして教育基本法における「宗教教

育」や「政治教育」の規定（原則）に従っているか

どうか、現行憲法の規定とも齟齬があるのではない

か、さらには、新教育基本法自体が現行憲法と実は

齟齬があるのではないかという議論が必要だと思わ

れる。 

検定基準と教育基本法の齟齬と思われる一例とし

ては、検定基準のいわゆる「近隣諸国条項」を挙げ

ることができよう。「近隣諸国条項」で述べられてい

る「配慮」が政治的
．．．

配慮であり、しかも、ひとつの
．．．．

政治的立場だけ
．．．．．．．

が断定に述べられ、他の政治的立場

が排除されているという点で、教育基本法第 14 条第

２項の「政治的中立性の原則」と衝突すると思われ

るからである。新聞報道によると、近年、竹島や尖

閣諸島等の領土問題が大きく浮上したことで、「近隣

諸国条項」を見直す政治的な動き
．．．．．．

が自民党内にある

そうだが、もしこれが事実であれば、「近隣諸国条項」

がまさにひとつの政治的立場からの政治的
．．．

配慮であ

ったことが、この事実だけからでも明白だろう。さ
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らには、政府の公式見解の記述
．．．．．．．．．．

をもって「政治的中

立」を実現しているという論外の見解もある。これ

こそが（権力をもつ）政府による教育への政治的介

入の危険性の最たるものであり、むしろ、「中立性の

原則」を盾にして阻止すべき対象のはずである。し

かも、政府の公式見解による記述は、あってはなら

ない歴史的事実の歪曲を生む危険性もある。歴史的

事実を究明する問題が政治的事実の問題にすり替え

られる恐れがあるからである。但し、その時々の「し

かじかに関する政府の公式見解はしかじかである

（あった）」という記述を排除するものではない。 

iii  正確に言えば、小河原氏の提言する宗教教育

は、彼の用語では「宗教知識教育」であって、藤原

氏が容認する「宗教的情操教育」でも「宗教教育」

でもない。注７参照。 

iv この問題における小河原氏の立場は、「事実か

らの価値批判の原則」に現れている。この原則は、

「すべき（ought）はできる（can）を含意する」と

いうテーゼに基づいているが、氏の原則は、正確に

は、できない（cannot）からすべきでない（ought not）

を導き、これに訴えて、できないことをすべきだと

する立場（これにはさまざまな理論や実践の指針が

含まれる）を批判する形になっている。注９の本文

で明らかなように、小河原氏が高く評価しているバ

ートリーとアルバートは、このテーゼを支持し、積

極的に活用している。W. W. Bartley, III, The 

Retreat to Commitment, Second edition, Open Court, 

1984, pp. 199-202. Hans Albert, Traktat über 

Kritische Vernunft, J. C. B. Mohr, 1975, S. 76. 

アルバートは、このテーゼを「架橋原理

（Brücken-Prinzip）」と呼ぶが、その意味は、当為

文と事実言明の間、倫理学と科学の間の隔たりを橋

渡しするための原則であって、規範的言明に対する
．．．．．．．．．

科学的批判を可能にするもの
．．．．．．．．．．．．．

である。このテーゼは

カントに起源があるとされるが、倫理学の分野では、

このテーゼの当否を巡る論争は今日にいたるまで続

いている。この問題を正面に据えた考察は、いまだ

                                                                              

に私の手に負えるものではないが、「できないことは

すべきではない」が成立する場合は確かにあるが、

論理法則のように例外なく
．．．．

成立するものではないこ

とは少なくとも言えるだろう。 

v「寛容」と「尊重」を並置して述べることがポパ

ーにもある。Popper, After the Open Society, pp. 

47-48, pp. 236-237. しかし、この関係の問題だけ

でもそう簡単ではない。例えば、次のような討論が

ある。S. Gattei, Respect and the Ethic of the Open 

Society. Learning for Democracy, Vol. 2, No.3, 

2006, pp. 5-20, B. Herzl, Some Comments on 

Tolerance and Respect: A Response to Stefano 

Gattei, Learning for Democracy, Vol. 3, No.1, 

2009, pp. 4-12. 因みに、「批判はリスペクトの表明

だ」は、アガシの口癖である。 

vi 小河原氏も本書の「はじめに」で、藤原著書を

事前に読むことを勧めている。 

vii 教育について一言
．．．．．．．．

。冒頭に掲載した小河原氏の

発言の中に、「われわれ(日本)の公教育は、少なくと

も要請としては真理を教えること、そして、価値に

かかわる公教育（たとえば、道徳教育）もまた要請

としては真理と矛盾しないことを大前提としてい

る」という言葉があり、その大前提は、「科学と宗教

の闘争の結果として、もっと率直に言えばその闘争

において科学が勝利したことの結果である」と断定

している。しかしながら、デカルトのような無批判

的合理主義を採用するならともかく、「真理を教え

る」はあまりに強い主張であり、批判的合理主義か

らは帰結しない。そこで、この主張を少し弱めて、

「公教育においては真理
．．

──現実には
．．．．

、もっとも批
．．．．．

判に耐えている仮説
．．．．．．．．．

──を教えるべき
．．．．．

だという考え

が成立した」と述べている、この考えは、いつ、ど

こで成立したのだろうか？「現実には、もっとも批

判に耐えている仮説を教えるべき」という当為を含

む規範を小河原氏が保持しているということであろ

う。この規範は、批判的合理主義から帰結するのだ

ろうか？バートリーならイエスと言うかもしれない。
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しかし、少なくとも、アガシはイエスとは言わない

だろう。アガシは験証主義的反証主義者とは異なり、

受容の合理性や合理的一致ではなく、却下の合理性

や合理的不一致を主張するからである。しかも、合

理的に却下された理論も、教育・研究の場で、それ

を提示することは何ら問題ないどころか、不可欠な

場合があることすら認めるであろう。思想の自由（競

争）において、ミルが「悪魔の代弁者（devil’s 

advocate）」を要請するように。 

宗教教育についても一言
．．．．．．．．．．．

。教育基本法の宗教教育

に関する規定（現行第 15 条、旧第９条）では、第２

項の「国及び地方公共団体が設置する学校は、特定

の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしては

ならない」がきわめて重要な規定だと思われる。教

育基本法の変更において、注２で問題にしたように、

第１項は変更されたが、第２項はまったく変更が加

えられていない。宗教教育の党派性（藤原氏の用語

では、「宗派教育」）を排除し、宗教教育の中立性
．．．

を

述べたものである。藤原著書では、最終章の６章で、

この中立性の原則について、若干、議論されている

が、中立を「中間（点）」とみなす見解の誤りが指摘

されているだけで、それに代わる提案はみられない。

しかも、「はじめに」で言及されている教育基本法の

宗教教育に関する規定は、理由は不明だが、第１項

だけが記載され、第２項は省略されている。宗教教

育の概念の説明で、「宗派
．．

教育」、「宗教的情操
．．

教育」、

「宗教知識
．．

教育」の３分類がなされているが、特に

「宗派
．．

教育」の問題を論ずる際に不可欠な規定が、

この第２項である。因みに、「宗教的情操
．．

教育」は、

最終的に新教育基本法にその文言に盛り込まれなか
．．．．．．．．．．．．

った
．．

経緯から考えると、規定上、許されない教育で

ある。この点についても、小河原氏と同意見である
．．．．．．．．．．．

。

しかしながら、注２で言及したように、新教育基本

法成立後、同法に則った学習指導要領によって行わ

れる公教育では、残念ながら、教育上、無視するわ

けにはいかなくなってしまったのが、最後の「宗教

知識
．．

教育」であろう（注３でも述べたが、小河原氏

                                                                              

も宗教教育を「宗教知識教育」に限定している）。こ

の宗教知識
．．

教育に限定したうえでの議論だが、小河

原氏は、「こうした公教育において、科学の教える真

理と真っ向から対立する・宗教上の教説を教えるこ

とは現実的に不可能であろう。もしそれをおこなっ

たならば、反科学を標榜する宗教を宗教宗派教育
．．．．

と

して実行したことになってしまうであろう」と述べ

ている（40 ページ）。もし反科学的宗教教育が「宗

派教育」で、中立性の原則と抵触するのだとしたら、

反宗教的科学教育のほうは中立性の原則と抵触しな

いのだろうか。反科学的宗教教育にせよ反宗教的科

学教育にせよ、教育の場において、どちらかただひ

とつの見解・立場だけを教えることは、当然、中立

性の原則に抵触するだろう。他の多様な見解・立場

の提示とともに、反科学的宗教的見解・立場を提示

するのであれば、中立性の原則に抵触する「宗派
．．

教

育」ではないと思われる。同様に、小河原氏の立場

と思われる反宗教的科学的見解を提示することも、

当然、中立性の原則とは抵触しない。そもそも教育

は、何かを「教える（教え込む）」ことなのだろうか？

少なくとも、義務教育ではない高等学校では、ひと

つの見解・立場だけではなく、複数の競合する見解
．．．．．．．．．

・

立場
．．

を提示し、学生が自分なりの見解・立場を模索

し、構築していくことの手伝いをするのが教員の仕

事ではないのだろうか。これこそが、第２項で規定

されている「教育の中立性の原則」に沿った教育だ

と思われる。しかも、こうした教育を可能にするた

めには、定説（？）・通説（？）だけが記述されてい
．．．．．．．．．

る
．
ような教科書は障害になるだけであり、かりに教

科書がある場合でも、参考までに使用するならとも

かく、教科書の内容を一方的に教えるのはもっての

ほかだろう。フランスのリセ（高等学校）における

「哲学教育」から学べる点がありそうである。 

「反宗教的科学教育」というレッテルを貼ったの

は、「この〔科学と宗教の〕闘争の初期の段階におい

て、啓蒙主義の最高の代表者であるカントが神の存
．．．．．．．

在を要請として承認するという妥協的態度をとった
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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ことはまことに残念
．．．．．．．．．

なことであった」（17 ページ）、

「科学をひとつの拠りどころとして宗教を批判する
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

という啓蒙主義の壮大なプロジェクト──いまだ完

遂されたわけではない──を忘れてはならない、と

思う者である。ましてや、宗教教育の名のもとに墓

場から死せる神々を蘇らせることなど、認められる

ことではない」（20 ページ）、「公教育は真理を語る

（べきである）。そして、その真理に反するものを排
．．．．．．．．．．

除する
．．．

（べきである
．．．．．

）。排除されるもののなかには宗

教的信条も入りうるということである。公教育の世

界は、宗教と科学の闘争が終焉し宗教の墓標のみが
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

たちならぶ永遠平和の世界ではない
．．．．．．．．．．．．．．．．

。まだ闘争はつ
．．．．．．

づいている
．．．．．

のだ」（47 ページ）、「内部矛盾をもって
．．．．．．．．

いる宗教
．．．．

とか価値体系やイデオロギーなどは内在的

批判によって内側から崩壊してしまう。そこに出現

するのは、幻想の消滅である」（96 ページ）、「セク

ストゥスの議論は神の観念そのものが自己矛盾して
．．．．．．．．．．．．．．．

いる
．．

ことを示している。としたら、帰謬法にしたが

って前提のうちの少なくともひとつを否定せざるを

えなくなる。これは、その宗教の否定につながるか、

あるいは、矛盾の原因とされた前提を修正すること

によって、その宗教の修正につながるだろう。これ

は、いずれにせよ、その宗教にとっては面白くない
．．．．．．．．．．．．．．

ことだ
．．．

。（神義論
．．．

（Theodizee）における挫折は
．．．．．．．

、キ
．

リスト教神
．．．．．

学における名うてのスキャンダルであ
．．．．．．．．．．．．．．．．．

る
．
）」（127 ページ）といった発言から判断したもの

である（傍点は引用者）。一部重複するが、II.小河

原氏の思想的立場、の冒頭の引用も参照されたい。 

因みに、セクストゥスの議論だけから、なぜ小河

原氏は、「神の観念そのもの
．．．．．．．．

が自己矛盾していること

を示している」と結論するのだろうか。注で「セク

ストゥスの議論を批判することは可能である」とし

てボエティウスに言及している（125 ページ）とい

うのに。少なくとも、自己矛盾しているのは、神の

観念そのものではなく、セクストゥスの想定する神
．．．．．．．．．．．．

の観念
．．．

ではなかろうか。しかも、その神の観念は、

介入主義（interventionism）が前提になっている。

                                                                              

神義論がキリスト教神学における「スキャンダル」

なのかどうかの判断はさておき、ユダヤ教について

言えば、（教義を正統と異端に峻別するキリスト教神

学に匹敵するような）神学がそもそも存在しない
．．．．．．．．．．．．

こ

とにも留意が必要だろう。神義論の問題を挑戦すべ

き困難な課題とみなし、さまざまな角度から苦悩し

ながらその問題と格闘することによって、もしかし

たら自分たちの思想をより深く豊かにすることがで

きるかもしれないとして、神義論の問題を積極的・

肯定的に捉えようとする立場もある。William 

Berkson, Pirke Avot: Timeless Wisdom for Modern 

Life, Jewish Publication Society, 2010, pp. 19-21, 

pp. 29-30. シャローム・ローゼンベルク、 『ユダ

ヤ教における善と悪』、植村卍監訳、晃洋書房、2003

年も参照。ホロコーストの体験によって、神義論の

問題に直面せざるを得なくなったユダヤ人のなかに

は、神に絶望してユダヤ教を棄てたり、無神論者に

なったりした者は確かに多い。しかし、そうならな

かったユダヤ人も多く存在する。ポパーも、神を否

定する無神論者にはならず不可知論者にとどまって

いた（といっても、神を探求しようとする不可知論

者ではないが）。Karl Popper on God: interview with 

Edward Zerin (1969/1988), After the Open Society: 

Selected Social and Political Writings, eds. 

Jeremy Shearmur and Piers Norris Turner, 

Routledge, 2008, pp. 48-52. さらに言えば、私は

キリスト教、ユダヤ教、イスラム教、仏教、神道等

の特定の宗教を奉じているわけではないが、かりに

悪の存在の問題で有神論が否定されたとした場合、

いったい、無神論の立場では、悪の存在の問題はど

う解決されるのだろうか？この世界で悪い人間が栄

えるだけならまだしも、まったく無辜の人間が残酷

で残虐極まりない悲惨な目に合っているという現実

は理解しがたく、まったく耐えられないことだと思

われるが、無神論者の側は、この過酷で悲惨な現実

をどう理解しどう対処しようとするのだろうか？い

ずれにせよ、現実の悪の存在の問題は残っているの
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だ。神義論についての暫定的な私見は、拙稿、「ヤハ

ウェとカイン：聖書における神義論の一考察」、『秋

田大学教育学部研究紀要 人文科学・社会科学』、第

42 集、1991 年、1-9 ページ。 

宗教教育に関連してもう１点、藤原著書で気にな

るのは、宗教のひとつとして
．．．．．．．．．

「神道」がほとんど取

り上げられていない理由として、「戦後、神道を教え

ることが文部省でも教育界でもタブーとなってき

た」ことが挙げられている点である（105 ページ）。

戦後、「神道」は、宗教法人として認められている事

実だけでも明白なように、宗教とみなされるように

なったが、戦前の「国家神道」は国民道徳
．．．．

だとされ、

宗教に分類されなかった歴史があったのは周知の事

実である。その戦前の見方が戦後になっても色濃く

残っていると見るべきだろう。だからこそ、教科書

では、日本人の倫理観・道徳観を記述する際に、神
．

道的観念
．．．．

が比較的多く語られているのだ（110-111

ページ）。今後、もし道徳が教科化されるような事態

になったとしたら、検定教科書によって、特定の宗

教が道徳の名目で教育される危険性が生じるかもし

れない。 

viii 小河原著書、19-20 ページ、傍点引用者。 

ix 269-270 ページ、傍点引用者。 

x 19-20 ページ、傍点引用者。この認識は、リチ

ャード・ドーキンスの認識と軌を一にするように思

われる。リチャード・ドーキンス、垂水雄二訳、『神

は妄想である―宗教との決別』、早川書房、2007 年、

他を参照。 

xi 「世界的に見れば」という枕詞がついて「イス

ラム原理主義」という言葉がここには登場するが、

それに対する考察・分析はまったくなされておらず、

世界といっても、考察の対象は、もっぱら欧米で、

考察対象の宗教は、主にキリスト教である。他方、

藤原氏は、欧米（イギリス、ドイツ、フランス、ア

メリカ、デンマーク、カナダ等）だけではなく、ト

ルコ、インド、インドネシア、タイ、フィリピン、

韓国などの宗教教育を考察している。考察対象の宗

                                                                              

教は、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教、ヒンド

ゥー教、仏教などである。 

xii 「アガシ教授との対話（1991 年９月）」、小河

原誠著、『討論的理性批判の冒険：ポパー哲学の新展

開』、未來社、1993 年、247 ページ。これは小河原氏

とアガシとの間で実際に行われた対話である。この

二人の間でさえ、時代認識（状況認識）がまるで異

なっていることを示している。 

xiii P. Feyerabend, How to Defend Society 

against Science, Ian Hacking ed., Scientific 

Revolution, Oxford University Press, 1981, pp. 

156-157. ファイヤアーベントは、教会は科学によ

って、聖職者は科学者によって取って代わられたが、

その権威主義的構造は変わっていない
．．．．．．．．．．．．．．．

と判断してい

るのだが、私見では、後者の主張は間違っていると

思われる。科学を権威として受容するひとびとがい

るのは事実だとしても、科学は権威主義的ではなく

批判主義的だからである。科学と権威主義の関係を

考察したものに、拙稿、「科学と権威主義」、『科学と

なんだろうか：科学観の転換』、小林傳司他編、科学

見直し叢書、第４巻、木鐸社、1991 年、141-178 ペ

ージ、がある。 

xiv 日本のキリスト教徒は人口の１パーセントに

も満たない。その事実だけからでも、欧米の抱える

宗教問題と日本の抱える宗教問題が異なっているの

は明白だと思われる。しかしながら、氏が取り上げ、

反駁しようとしている「神」は、主にユダヤ・キリ

スト・イスラム教の唯一神の「神」である。私見で

は、いわゆる神道と儒教および葬式仏教に共通する

「祖先崇拝」という宗教
．．

から生じる問題のほうがは

るかに深刻だと思われるが、この問題にも、ここで

は立ち入らない。拙稿「民法、祖先祭祀条項に関す

る倫理的一考察」、『秋田大学教育文化学部研究紀要 

人文科学・社会科学』第 65 集、2010 年、19-32 ペー

ジ、参照。 

xv ここで用いた引用符は、注意を喚起するための

強調であって、対象言語とメタ言語を明確に区別す
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るためにタルスキーが導入した引用符ではない。後

者の意味での引用符もしばしば用いているが、前者

の場合も多くあり、曖昧な使用になっていることを

予めお断りしておきたい。 

xvi 先に引用した小河原氏の「本書は現代ではカー

ル・ポパーに始まる批判的合理主義の流れのなかに

ある(つもりである)」という発言で、「なかにある」

とは断定せず、わざわざ「つもりである」と述べて

いることと無関係ではないかもしれない。実は、ポ
．

パーとバートリーの宗教に対するスタンスはきわめ
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

て異なる
．．．．

。Karl Popper, Science and Religion, 

After the Open Society, pp. 41-48. 小河原氏はお

そらく、このポパーの論文を読んでいないと思われ

る。拙稿、「ポパーの宗教観再考」、『秋田大学教育文

化学部研究紀要 人文科学・社会科学』第 68集、2013

年、103-118 ページ、も参照のこと。この書評では、

拙稿での議論を利用している。 

xvii 拙稿「「批判的合理主義」再考」、『哲学思索と

現実世界』、創文社、438-439 ページ、参照。 

xviii 同上、458 ページ、参照。 

xix 「寛容な合理主義」と書いたが、正確には「寛

容な批判的合理主義」である。しかしながら、批判

的合理主義以外の合理主義（古典的合理主義、無批

判的合理主義、包括的合理主義等）はそもそも非寛

容なので、それらと混同されることはないと判断し、

「寛容な合理主義」と簡略化した表現を用いた。 

xx Kiichi TACHIBANA, Tolerant Rationalism, the 

Annals of the Japan Association for Philosophy 

of Science,Vol.9, No. 5, 2000, pp. 246-251.

実を言うと、バートリーの汎批判的合理主義を知

った当初は、ポパーの批判的合理主義の難点だと

バートリーがみなしたものを克服しようとしたバ

ートリーの議論を支持し、しかも、バートリー自

身がキリスト教徒から無神論者になったように、

汎批判的合理主義を徹底して実践すると、有神論

は批判に耐えないどころか、反駁されてしまうの

は明白である。したがって、非合理なコミットメ

                                                                              

ントへと退却しない限り、キリスト教、ユダヤ教、

イスラム教などを奉じることは不可能であり、し

たがって、それらの宗教にコミットしている人間

は、結局のところ、非合理主義者にほかならない

とみなしていた時期
．．

があった。しかしながら、ア

ガシの下に留学して以来、次第に自分の立場は変

化していき、現在に至っている。それは、アガシ

の「宗教的な
．．．．

批判的合理主義者も存在するし、仏

教徒の合理主義者も可能である」という一言がき

っかけだった。こうした立場の変更（秘密裡の変
．．．．．

更でない
．．．．

ことは、「ポパーの宗教観再考」を読んで

いただければわかっていただけるだろう）から生

まれた論文が、「「批判的合理主義」再考」、1994

年、Moral Decision in Popper’s Critical 

Rationalism、1995, 「批判的合理主義と汎批判的

合理主義の齟齬:反証主義の視点から」、1997 年、

Tolerant Rationalism, 2000、そして、注 16 で言

及した、最新の「ポパーの宗教観再考」、2013 年、

である。 

xxi 現在も使用されているかどうか定かではない

が、上智大学の神学部で使用されていた教科書に、

ジノ・K.ピオヴェザーナ著の 『自然神学』、中央出

版社、1957 年がある。そこでは、伝統的な神の存在

証明が取り上げられ、その中のひとつとして、小河

原氏が言及している「存在論的証明」も考察されて

いる。小河原氏は、カントの有名な「百ターレル（小

河原氏では、一万円札）」の議論に言及して、存在論

的証明は反駁されたと断定しているが、上記の教科

書では、カントやヒュームの議論も検討したうえで、

存在論的証明は反駁されていないという見解を表明

している。私は、デカルト、カント、ヒューム、ピ

オヴェザーナの議論を比較検討した結果においても、

存在論的証明は成功していないと判断しており、こ

の点では、小河原氏と同意見である
．．．．．．．．．．．

（拙稿、「神の存

在／非存在を巡って」、『秋田大学教育学部研究紀要 

人文科学・社会科学』、1995 年、第 47 集、1-12 ペー

ジ）。しかしながら、神学部の教員や学生の中には、
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存在論的証明は間違っていないと判断する者もいる

だろうし、これまで提出された存在論的証明がかり

に失敗していたとしても、それを改善していけば、

将来、存在論的証明を成し遂げることができるので

はないかとその研究に励む者もいるかもしれない

（科学哲学の世界で、帰納主義者が帰納論理の改善

に日夜励んでいるように）。あるいは、これらの議論

は自分には難し過ぎて理解できないので、その当否

の判断はせず、自分の両親も含め、代々、続いてい

る神の信仰を保持しようと決意する者もいるかもし

れない、等々。こうした判断、選択は、小河原氏の

思想的立場からすると、寛容や尊重の対象になるの

だろうか。 

xxii K. R. Popper, Intellectual Autobiography, 

The Philosophy of Karl Popper, ed. P. A. Schilpp, 

Open Court, 1974, p. 92.  

xxiii Bartley, p. 134. 傍点引用者。 

xxiv バートリーは敬虔なキリスト教（プロテスタ

ント）の家庭に育ち、主として歴史学を専攻してい

たハーバード大学時代も聖書研究会に属し、将来は

聖職者をめざしていていたほどである。ところが、

ある日、突然、キリスト教に対する疑問、不信が芽

生え、精神的危機を迎える。その頃、ポパー哲学に

出会い、古典的合理主義とは異なる（非正当化主義

的）合理主義の存在を知り、精神的危機を克服する

方法を発見した。その結果、キリスト教と絶縁し、

（汎批判的）合理主義者、無神論者となったのであ

る。バートリーの著作は、バートリーがキリスト教

と対決・決別し、（汎批判的）合理主義者として生ま

れ変わる個人的な軌跡として読むことも可能である。 

xxv Bartley, p. 161.  

xxvi 小河原氏は、科学と宗教の闘争において、「科

学が勝利した」と述べている。バートリーの場合に

は、古典的な無批判的合理主義やポパーの批判的合

理主義の難点とみなされた、非合理主義者による合

理的な弁解やしっぺ返しを克服した汎批判的合理主

義は、非合理主義への最小限の譲歩すら必要のない

                                                                              

整合的で包括的な合理性の基準を提供しており、そ

の結果、科学や汎批判的合理主義の合理性と宗教（プ

ロテスタンティズム）の非合理性は明白だという判

断になっている。合理主義者であれば、当然、前者

を受容するだろう。しかし、注 25 の本文で引用した

ように、非合理主義者で平気なひとは後者を受容す

るかもしれないことを認める点で、選択の余地
．．．．．

が残

っている。バートリーは、明確にこう述べている。

「私の議論は、ひとに合理主義者になるよう強制す

るものではない」（p. 161）と。もし強制するもの
．．．．．．

だ

としたら、汎批判的合理主義は、近代以前のキリス

ト教国の一部で実際に起きたように、ユダヤ教徒や

非キリスト教徒をキリスト教徒に強制改宗させたキ

リスト教と同様の思想になってしまうだろう。 

ところが、ポパーの場合には、「科学の勝利」の主

張や「科学の合理性の明白さ」の主張ではなく、科

学と宗教の闘争は科学や宗教に対する誤解から生ま

れたものにすぎず、科学と宗教の闘争自体がそもそ

も間違っていたという主張なのだ。ポパーは次のよ

うに述べている。「私の見解では、科学と宗教の反目

は双方の侵害によって引き起こされたものであ

る。・・・宗教的信仰（religious faith）と科学的

知識（scientific knowledge）は、ふたつのまった

く異なったレベルに位置し、しかもこのことが、宗

教と科学が衝突することもありえないし、また互い

に支持することもありえない理由である。・・・科学

の領域と宗教の領域は相互に抵触するものではな

い」と。Science and Religion, After the Open 

Society, p.41, 43, 48. 

xxvii 経験的に反証可能（テスト可能）な仮説を扱

う（自然）科学の領域で主に用いられる（経験的）

テストを行う批判的方法をそのまま使用することの

できない領域があるが、小河原氏の「事実からの価

値批判の原則」は、科学以外のさまざまな領域にも

適用するために拡張された批判的方法としてみるこ

とができるだろう。しかも、本書のプロジェクトで

ある、科学をひとつの拠りどころとして宗教を批判
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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する
．．

場合における「事実」は、科学的
．．．

事実である。

小河原氏は、「歴史的事実とか科学的事実」と述べて

いる（127 ページ）。氏の場合、科学的事実には、そ

の時点で、もっとも（厳しい）批判に耐えている（と

みなされている）仮説、すなわち、験証された仮説

が含まれている。厳密な意味での「できない

（cannot）」、すなわち、理論的不可能性（禁止）を

主張する法則を定式化しているのは仮説（理論）で

あり、「科学の教える真理」（40 ページ）という言葉

すら用いられているが、直ちに弱められて「現実に

は、もっとも批判に耐えている仮説」だと述べられ

ているからである。小河原氏の非正当化主義では、

この「（科学的）事実」を武器に、科学以外の領域
．．．．．．．

（こ

こでは特に、宗教の領域）を、「事実からの価値批判

の原則」によって、批判にかけ、批判に耐えないと

して「非正当化する」仕組みになっている。単純化

すると、科学的にできない（cannot）ことはすべき

ではなく（ought not）、それを追求するのは幻想な

のだと。注４、７、21、26 も参照されたい。 

ところで、ラカトシュのような験証主義ならいざ

知らず、アガシのような反証主義の観点からみると、

科学の領域においては、仮説の験証
．．

（反証の試みの

失敗）よりも仮説の反
．
証
．
（反証の試みの成功）こそ

が新たな科学的発見であり、科学的進歩とみなされ

る。すなわち、験証されている仮説を確定した科学

的事実
．．

とはみなさない点にこそ、独断主義を排し批

判主義を貫く科学の真骨頂があるのだと思われる。

因みに、バートリーは、汎批判的合理主義において

は、いわば験証主義的である
．．．．．．．．

。すなわち厳しい（批

判的）検討に耐えている
．．．．．

（survives severe 

examination）立場の保持が合理的だ
．．．．．．．．．．

とみなされてい

るからである。この問題を重点的に考察したのが、

拙稿「批判的合理主義と汎批判的合理主義の齟齬:

反証主義の視点から」、『秋田大学教育学部研究紀要 

人文科学・社会科学』、1997 年、第 51 集、19-26 ペ

ージ、である。注 12 で言及した、小河原氏と「アガ

シ教授との対話（1991 年９月）」で、アガシは、こ

                                                                              

のバートリーの合理性の基準の反例
．．

としてファラデ

ーに言及し、ファラデーは、当時、もっとも験証さ

れていた理論〔ニュートン理論〕を否定したが、し

かしながら、合理主義者であったと論じている（252

ページ）。その当時、ファラデー以外のすべての人間

が不可能だとみなしていたこと
．．．．．．．．．．．．．

を、ファラデーは、

自分のやろうとしている研究から可能かもしれない
．．．．．．．．

と判断し、不可能とされることに果敢に挑戦したの

である。小河原氏は、この対話の当事者なので、当

然、この議論を知っているはずだが、アガシの反例

に対してどう対応されたのだろうか。ファラデーの

試みは非合理的で、結局、非合理主義者だったとい

う判断も論理的には可能である。但し、アガシは、

科学史上、ファラデーのような事例が存在する
．．．．．．．．．．．．．．．．

こと

を考慮して、批判に対して開かれていれば合理的で

あると主張し、批判に耐えることという条件をつけ

ないのだ。アガシは、次にように明言している。「こ

の〔批判に対して開かれていることという〕要求は、

科学の合理性も含む
．．．．．．．．．

、合理性にとって十分である」

と。Joseph Agassi, Critical Rationalism, 

Comprehensive or Qualified: The Popper-Bartley 

Dispute, Giuseppe Franco ed., Der Kritische 

Rationalismus als Denkmethode und Lebensweise: 

Festschrift zum 90. Geburtstag von Hans Albert, 

Klagenfurt, 2012, S. 26.（このページは、アガシ

が私に送ってくれたファイルに記載されているペー

ジなので、刊行された論文集のページとは異なって

いるかもしれない）。さて、実際に
．．．

批判がなされた場

合、批判に耐えているか、耐えていないかなどの判

断は、その批判的議論に関わるひとりひとりに委ね

られることになる（当然、批判する側は
．．．．．．

、批判の対
．．．．

象は批判に耐えないと判断する
．．．．．．．．．．．．．．

であろうが）。 

xxviii Tom Settle, You Can’t Have Science as 

Your Religion!, pp. 59-90, Nathaniel Laor, 

Religion and Rational Philosophy: Coming of Age, 

pp. 91-129 に合理性と宗教の関係が語られている。

いずれも、Critical Rationalism, Metaphysics and 
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Science, eds. I. C. Jarvie and Nathaniel Laor, 

Kluwer Academic Publishers, 1995 に収録されてい

る。この論文集には、アルバートの論文も収録され

ている。Hans Albert, Religion, Science, and the 

Myth of the Framework, pp. 41-58. 因みに、小河

原氏の宗教批判の手法は、アルバートのそれにきわ

めて近い。ラオールは、「無神論者のアルバートは宗

教と戦うためにポパーの見解を利用している・・・

アルバートの合理性に関する見解はあまりに強硬で、

宗教一般への合理性の適用は性急であり、したがっ

て、あまりに傲慢である」と評している（p. 120）。

Menachem Fisch, Rational Rabbis: Science and 

Talmudic Culture, Indiana University Press, 1997

や注７で言及したバークソンの Pirke Avot: 

Timeless Wisdom for Modern Life も参照。   

xxix 実は「ありとあらゆることに」ではなく、「で

きるだけ」と述べられていることにも注意が必要で

ある。ポパー自身は、宗教の領域に科学の批判的方

法や批判的態度を適用・敷衍しようとする行為を侵

害さらには越権行為だとみなしていた。拙稿、「ポパ

ーの宗教観再考」参照。 

xxx Karl Popper, Moral Man and Immoral Society 

II, After the Open Society, p. 62.傍点引用者。

このモットーは、『開かれた社会とその敵』でも、批

判的合理主義の核として使用されている。実は、拙

稿、Tolerant Rationalism では、寛容の観点から、

このモットーの重要性を強調した（pp. 249-50）。晩

年のポパーもこのモットーの重要性を再度、強調し

                                                                              

ている。Karl R. Popper, The Myth of the Framework, 

ed. M. A. Notturno, Routledge, 1994, 序文、pp. 

xii-xiii.小河原氏も、このモットーに言及し、解説

を加えている（180-181 ページ）が、このモットー

が「啓蒙主義の壮大なプロジェクト」とどう関連す

るのか私には読み取ることができなかった。氏のプ

ロジェクトは、「科学をひとつの拠りどころとして宗

教を批判する」ことが目的であり、その目的の遂行

上、重要な機能を担っている「事実からの価値批判

の原則」では、もっぱら科学が事実確定者
．．．．．．．．

として認

定されており、「私が間違っていて、あなたが正しい

かもしれない」という認識がほとんど見受けられな

いからである。 

xxxi この理念に少しでも接近するためには、合理

性を合理的か非合理的かの二分法
．．．

（either rational 

or irrational）ではなく、多かれ少なかれ合理的

（more or less rational）という程度問題
．．．．

として捉

えることが大事ではないだろうか。小河原氏と「ア

ガシ教授との対話（1991 年９月）」で、アガシは、「〔合

理的と非合理的の〕境界はありません
．．．．．．．．

。しかし、合
．

理性の度合いはあります
．．．．．．．．．．．

」と明確に述べている（251

ページ、傍点、引用者）。また、非合理主義者が、言

葉を用いて議論をする限り、批判的合理主義者は、

その議論に耳を傾ける用意があるという点で、非合

理主義者を排除するものではない。但し、「問答無用」

即「発砲」しようとする者は、寛容の対象から除外

されるであろう。 
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日本ポパー哲学研究会会員 各位 

                                             

日本ポパー哲学研究会年次研究大会事務局 

渡部直樹(watanabe@fbc.keio.ac.jp) 

 堀越比呂志(horikosi@fbc.keio.ac.jp) 

 

日本ポパー哲学研究会第24回年次

研究大会のご案内 

 

 第 24 回年次研究大会の詳細が決定し、以下

の要領で開催することとなりましたので、ご案内

いたします。昨年の 10 月にお知らせした通り、

今回の大会から、会員各々の研究向上をめざして

個人の自由論題発表を中心に開催することとな

りました。また開催日時も例年と異なりますので

ご注意ください。発表者の報告の要旨は、６月に

発行予定の『批判的合理主義研究』Vol.５.No.1

に掲載の予定です。尚、非会員の方（参加費：500

円）もご参加になれますので、お誘いあわせの上

奮ってご出席のほどお願い申し上げます。 

 

日時：2013 年 8 月 3 日（土）12：30 開始 

場所：日本大学文理学部キャンパス 3号館 3505

教室（詳しくは裏面地図を参照） 

 

なお、大会に先立ちまして下記の通り運営委員

会を開催いたしますので、運営委員はご参集くだ

さい。 

 ◎運営委員会：11：00～12：20（本館会議室

C） 

 

プログラム： 

 12：00～ 受付開始（3505 教室前）  

 ★発表①：12：3 0～14：00（40 分発表、50

分質疑応答) 

 

  村中 達矢（金沢大学客員研究員） 

  「仮説の反証を利用して新知識を容易に獲得

することができるのはどのようなと

きか：C.S.パースの理論に着目して」 

 

★発表②：14：10～15：40（40 分発表、50 分質

疑応答） 

 

篠崎 研二（昭和電工 研究開発部マネジャー） 

  「歴史科学方法論という幻想」 

 

★発表③：15：50～17：20（40 分発表、50 分

質疑応答） 

   

  小河原 誠 

  「非正当化主義とウェーバー」 

 

★会員総会：17：30～17：50 

 

★懇親会：18；00～20：00：カフェテリア「チ

ェリー」（会費：5000 円） 

 

尚、準備の都合上、同封の出欠確認のはがきに

必要事項をご記入の上、7 月 19 日（金）必着にて

ご返送くださいますようお願い申し上げます。 

以上 

 

アクセス：京王線 下高井戸あるいは桜上水下車、

徒歩 8 分 

mailto:horikosi@fbc.keio.ac.jp
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